
 

 

 予算審査特別委員会記録 
 

 令和 ６年 第１回議会（定例会・臨時会）、（開会中・休会中・閉会中） 

 会議日時 
 令和 ６年 ３月 ８日 午前 ９時３０分開会 

 令和 ６年 ３月１２日 午後 １時５７分閉会 

 場  所  各種委員会室 

 出席者数  委員定数１０名中１０名出席 
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石川 康弘 熊木 惠子 湯本  要 

西股 裕司 星  真希 佐藤 妙子 

細川美喜男 加藤 真悟 高橋 修平 

石川 康弘   

 上記以外の出席者 側瀬 議長 

 欠席委員 
 ０名 

   

 説明のため 

 

出席した者 

各課長以下   

   

   

   

 付議事件 令和６年度各会計予算及び関連条例の審査について 

 傍聴者   ８日０名 ／ １１日０名 ／ １２日０名 

 会議の概要  別紙のとおり 

 

 

 上記記録は事実と相違ないので署名する。 
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予算審査特別委員会記録 

（１日目 R6.3.8 9:30 ～15:34） 

 

議会事務局長  先日付託されました予算審査特別委員会を開催してまいりたいと

思います。開会に当たりまして、石川委員長より御挨拶をお願いいたします。 

石川委員長  皆様おはようございます。今日も寒い中お集まりいただきまして誠に

ありがとうございます。本日から始まります予算特別委員会でございます。新年度に

向けて重要な事業やいろんな課題がありますので、それに向けてこの予算の中でどう

いうふうな形で進めていくかを十分審査していただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。職員の皆様には、大勢の方が来られていますけども、ぜひ

また質問に対しまして適切な回答をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、第１回定例会において本予算審査特別委員会が設置され、令和６年度一

般会計ほか５特別会計予算並びに関連５議案の審査が付託されております。予算審査

特別委員会の日程は、３月８日と１１日、１２日の３日間の日程で、別紙審査順序の

とおり審査を行っていきます。各委員、説明員に申し上げます。委員が質問を行う場

合には、挙手をして委員長の許可を受け、議席番号、氏名を告げてから発言してくだ

さい。説明員が答弁する場合には、委員長の許可を受け、職名を告げてから簡潔明瞭

に答弁するようお願いをいたします。私語は慎むようにお願いいたします。また、質

問事項については、予算書などのページを示し、会議時間の短縮のため要点を簡潔明

瞭に発言してください。なお、効率的な議事の運営に努めてまいりますので、委員各

位におきましても御協力のほうをよろしくお願いいたします。傍聴者の方はおられま

せんので、ここは省略させていただきます。本日の出席人員は１０名全員であります。

それでは直ちに会議を開会いたします。 

それでは審査順序１番目、第１款議会費について審査を行います。説明をお願いい

たします。 

議会事務局長  それでは、予算書３７ページをごらんください。１款１項１目議会

費、本年度予算額５，３０３万１，０００円。前年と比較しまして１０３万５，００

０円の減額となっております。説明欄をごらんください。事業名、議会運営経費では、

議員報酬、手当、旅費、政務活動費交付金など議員に係る経費と、議会だより発行に

係る経費などをあわせ５，１７５万５，０００円を計上しています。昨年と比較いた

しまして１０７万１，０００円の減額となっております。減額の主な内容は、共済費

及び旅費の減額等によるものとなっております。なお、旅費の減額につきましては、

昨年度姉妹町である多良木町への行政視察を１１名全員分計上しておりましたけれ

ども、２カ年に分けて実施することとしたことから減額となったものです。次のペー

ジをごらんください。 

３８ページ、事業名、事務局経費では、議会事務局運営に係る経費として１２７万

６，０００円を計上しております。ほぼ昨年同様の予算計上となっております。以上

で議会費の説明を終わります。 
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石川委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了してもよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に審査順序２番、第２款総務費について審査を行います。総務費の中でも一般管

理費から防災諸費までの、予算資料５５ページまでを審査いたします。説明をお願い

いたします。 

総務課長  それでは予算書の３８ページをごらん願います。下段、２款１項１目一

般管理費、本年度予算額１億２,０８８万３，０００円。増減の主なものは、ふるさ

と応援寄附事業及び地域おこし協力隊設置事業について、６款商工費に科目を移行し

たことから減額となっております。説明欄、一般管理経費として２，４６３万６,０

００円。ここでは、行政運営全般に係る経費として、次ページにかけまして各委員報

酬、会計年度任用職員一般事務報酬、特別職及び職員旅費、町長交際費、消耗品費、

次ページ、通信運搬費、総合健康診査、財務書類作成業務委託料や空知町村会負担金

などを計上しています。前年度との主な相違ですが、３節職員手当等におきまして、

地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員の勤勉手当を計上しています。後ほど関

連議案として説明をさせていただきます。 

次に、４０ページ下段、電算機器管理運営経費として７，１００万円。ここでは、

電算機器全般に係る管理経費として、４１ページにかけまして、情報系及び基幹系シ

ステム保守、町例規類集データーベース年間更新、社会保障・税番号制度システム整

備、電算機器借上料、情報系システム譲渡事業償還金などを計上しています。 

次に、４２ページ上段、職員研修事業として３９５万２，０００円。ここでは、職

員の資質向上を目的に、各種専門研修への派遣経費などを計上しています。 

次に、地方公共団体情報システム標準化対応事業として２，１２９万５，０００円。

基幹系２０業務システムについて、国の策定する標準仕様に準拠したシステム移行に

係る委託料を計上しており、令和７年度末までに移行完了を予定しています。本年度

は、総合行政情報、戸籍、健康管理システムの標準化対応を行います。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４２ページ下段をごらんください。あわせて予算資

料８ページ上段をごらんください。２目文書広報費、本年度予算額４５５万９，００

０円。説明欄、広報・広聴活動事業では、次ページにかけまして、広報なんぽろ発行

に係る経費、町ホームページ管理運用経費、公式ＳＮＳアカウント運用経費を計上し

ています。なお、町内４施設に設置したデジタルサイネージの運用経費につきまして

は、予算計上科目を変更して、６款商工費２目観光振興費において、デジタルサイネ

ージ運用業務委託料１０１万円を計上しています。以上です。 

総務課長  次に、４３ページ上段、３目財産管理費、本年度予算額２億８，９９５

万８，０００円。説明欄、庁舎等管理経費として３，５０４万７，０００円。次ペー

ジにかけて、役場庁舎管理に係る経費一式を計上しています。 

次に、４４ページ下段、公用車管理経費として１，４９１万９，０００円。次ペー

ジにかけて、公用車、中型バスの運行管理に係る経費などを計上しています。 

次に、４５ページ中段、財産管理経費として２億３，９９４万１，０００円。次ペ

ージにかけて、町有財産に係る消耗品費、修繕料、火災保険料、複写機使用料、各種
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基金の積立金などを計上しています。前年度との主な相違ですが、２４節積立金にお

いて、前年度、減債基金積立金を計上していたことから減額となっています。 

次に、４６ページ中段、指定管理者制度推進事業として５万１，０００円。ここで

は、学識経験者を含めた選定委員会の開催経費を計上しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４６ページ下段をごらんください。４目企画振興費、

本年度予算額１億７，８３７万８，０００円。説明欄、移住促進事業では、次ページ

にかけまして、本町への移住促進を図るため、令和４年度、５年度で整備した２棟の

移住体験住宅を活用した移住体験事業や、移住イベント及び北海道移住・交流フェア

への出展などに係る経費として２８７万２，０００円を計上しています。次に、４７

ページ中段、説明欄をごらんください。 

みどり野団地等販売管理事業では、公社管理用地草刈業務に係る経費、北海道住宅

供給公社の販売施策と連動した、みどり野団地販売促進事業及びきた住まいるヴィレ

ッジ・ゼロカーボンヴィレッジ事業の負担金として１，６２６万２，０００円を計上

しています。なお、公社管理用地草刈業務に係る経費は、同額を公社から受託事業収

入として受けるものです。増減額の主な理由は、１２節委託料で、みどり野団地販売

実績及び準工業用地造成工事に伴う公社管理用地草刈対象面積の減少による委託料

３３２万円の減額、１８節負担金補助及び交付金で、きた住まいるヴィレッジのエリ

ア拡大、ゼロカーボンヴィレッジの新規エリア設定による事業負担金２２６万９，０

００円の増額によるものです。   

 次に、生活路線等交通対策事業では、次ページにかけまして、オンデマンド交通あ

いるーとの運行に係る経費、北海道中央バス高速ゆうばり号・高速くりやま号の運行

に係る生活交通対策確保対策負担金として２，５７２万６，０００円を計上していま

す。あいるーとの運行につきましては、アンケート調査や行政懇談会での意見を踏ま

え、令和６年４月から回数券の導入、介護認定者の介添人運賃の設定を導入するほか、

町内イベント開催時の試験運行を実施します。増減額の主な理由は、１２節委託料で、

人件費単価の増加によるオンデマンド運行業務１４８万２，０００円の増額、１８節

負担金補助及び交付金の生活交通対策負担金では、前年度、夕鉄バス路線、本年度、

中央バス路線と対象路線と対象運行経費の相違による４１９万４，０００円の増額に

よるものです。 

次に、４８ページ下段、姉妹町交流事業では、姉妹町熊本県多良木町との児童相互

交流及び物産交流、住民交流研修などに係る経費として３３１万３，０００円を計上

しています。 

次に、企画振興経費では、次ページにかけまして、住居表示及び企業版ふるさと納

税受付に係る経費のほか、南空知ふるさと市町村圏組合負担金及び空知地域創生協議

会負担金など２５６万９，０００円を計上しています。増額の主な理由は、住居表示

台帳図補正業務委託料１７７万１，０００円の計上によるものです。 

 次に、４９ページ中段、協働まちづくり推進事業では、住民の自主的な地域コミュ

ニティ活性化や協働のまちづくりの活動を支援するため、個人町民税現年課税予算額

の１％相当額を活用したまちづくり活動支援事業補助金を交付する経費として、３２

９万７，０００円を計上しています。 
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 次に、下段、予算資料は９ページになります。学生支援推進事業では、江別市内の

大学や自治体などで構成する学生地域定着支援推進協議会負担金６１万９，０００円

を計上しています。 

 次に、予算書５０ページ上段、子育て世代住宅建築費助成事業では、子育て世代を

対象とした住宅建築費の助成により移住定住を図るため、事業期間を令和６年度から

令和８年度までの３年間の延長による、子育て世代住宅建築費助成金６，３００万円

を計上しています。 

 次に、総合戦略策定事業では、新規事業として、第２期まち・ひと・しごと創生総

合戦略の計画期間が令和６年度で終了することから、国の総合戦略を踏まえ、これま

での地方創生の取組にデジタル技術の活用を加えて、新たにデジタル田園都市国家構

想総合戦略を策定する経費７００万６，０００円を計上しています。 

 次に、高度無線環境整備推進事業では、公設民営による光ファイバ設備の保守委託

料、支障移転工事費などの経費として１，６０７万２，０００円を計上しています。

なお、支障移転工事費のうち、道央圏連絡道路長沼南幌道路工事に係る４５０万円は、

同額が国から補償されるものです。増額の主な理由は、１４節工事請負費で光ファイ

バケーブル支障移設工事の見込み増加に伴う４９６万２，０００円の増額によるもの

です。 

次に、観光周遊策推進事業では、次ページにかけまして、令和５年度に町界４か所

に設置を計画していたウェルカムサインにつきまして、設置場所やサイン形状から設

置が困難であり設置を取り止め、改めて北海道開発局と協議を行い、カントリーサイ

ンの更新について検討を進めております。カントリーサインは、町の名所や特産品な

どと町名をあわせた看板で、観光振興の役割を持っているものであり、令和６年度は

道央圏連絡道路中樹林道路の開通が予定されていることから、令和７年度に国道、道

道のカントリーサインの更新とあわせて町道の町界に統一したデザインによるカン

トリーサインの設置を計画しています。令和６年度は、デザインの公募、選定のほか、

町道７か所への設置工事に向けた実施設計などに係る経費として、１４１万２，００

０円を計上しています。減額の主な理由は、前年度のウェルカムサイン、公共施設誘

導看板に係る設置工事費１，９６７万８，０００円の減額によるものです。 

 次に、５１ページ中段、地域おこし協力隊設置事業では、本町への移住・定住を促

進するため、移住観光情報の発信などのプロモーション活動をはじめ、移住体験住宅

の管理運営や体験プログラムの企画に取り組む活動を行う地域おこし協力隊員１名

の設置・活動経費として６１８万円を計上しています。なお、令和６年度は、会計年

度任用職員の任用から委託契約による委嘱に設置形態を変更しています。増額の主な

理由は、１８節負担金補助及び交付金で、隊員の町内の起業に対する支援として、起

業・事業継承支援補助金１００万円の計上によるものです。 

次に、子ども室内遊戯施設管理経費では、子ども室内遊戯施設はれっぱの施設管理

運営に係る経費として３，００５万円を計上しています。指定管理料は、令和５年度

の施設管理運営の実績を踏まえた積算を行い、維持管理運営費見込４，０８０万円か

ら利用料収入見込１，１００万円を差し引き２，９８０万円を計上し、前年度対比で

は８８０万円増額となっています。次に、５２ページをごらんください。 
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５目企業誘致推進費、本年度予算額９６５万３，０００円。説明欄、企業誘致推進

事業では、準工業用地販売戦略に基づく企業訪問経費、分譲事前エントリーに係る経

費、工業団地立地企業に対する奨励金交付などの経費として９６５万３，０００円を

計上しています。以上です。 

総務課長  次に５２ページ下段、６目公平委員会費、本年度予算額４万３，０００

円。説明欄、公平委員会運営経費として、委員３名分の報酬を計上しています。以上

です。 

住民課長  次に５３ページをごらんください。７目交通安全対策費、本年度予算額

１，０１４万８，０００円。説明欄、交通安全対策推進事業では、次ページにかけま

して、交通安全推進員１名及び交通安全指導員１９名の設置に係る経費、交通安全活

動経費、高齢者運転免許証自主返納支援業務委託料、交通安全運動推進協議会補助金

などを計上しています。前年度対比、増額の主な理由は、配備から２３年経過する交

通安全指導車の更新に伴う車両購入費４７０万円の計上によるものです。以上です。 

総務課長  次に５４ページ中段、８目防災諸費、本年度予算額１，１６５万３，０

００円。説明欄、防災対策事業として、次ページにかけて、防災会議委員報酬、災害

備蓄品整備計画に基づく消耗品費並びに備品購入費、戸別受信機設置等手数料、防災

行政無線保守点検、全国瞬時警報システム保守委託料、電波使用料などを計上してい

ます。前年度との主な相違ですが、指定避難所の見直しに伴う、洪水ハザードマップ

及び避難所パンフレットの作成経費と全国瞬時警報システムの改修費を計上してい

ます。以上です。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

家塚委員  ２点ほど質問をさせていただくのですが、まず１点目、予算書の４７ペ

ージ中段の、みどり野団地等販売管理事業です。この１，６００万円の大方が草刈り

業務ということで、あとは１８節負担金及び交付金の中で、みどり野団地販売促進事

業負担金として４１２万１，０００円計上していて、先ほど話があったようにきた住

まいるヴィレッジとゼロカーボンヴィレッジの事業負担金だと思うのですが、それぞ

れ積算内容をお聞きしたいというのが１点です。 

続いて、予算書５２ページになりますが、上段で企業誘致推進費の企業誘致推進事

業で９６５万３，０００円計上しているのですが、この中で１８節の交付金、企業立

地等奨励金で７００万円計上していて、晩翠と南幌工業団地でそれぞれ対象企業がい

るんだろうと思うのですが、それぞれ両団地の企業数、積算内容をお願いしたいと思

います。この２点です。 

地域振興Ｇ主査  それでは２点のご質問にお答えいたします。まず１点目、みどり

野団地販売管理事業における負担金の内訳ということなんですけれども、この負担金

につきましては、みどり野団地の販売ですとか本町の住宅建築助成金のＰＲをするた

めに、北海道マイホームセンターへのイベント出展ですとか、あとは南幌町内で開催

していますマイホームセミナー、こちらの開催経費を計上しております。あわせまし

て、今委員のほうから質問があったように、きた住まいるヴィレッジですとかゼロカ

ーボンヴィレッジ、こちらは建築された際にオープンハウスを開催することになって

おりまして、そのオープンハウス開催に係る謝金として、来年度におきましてはきた
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住まいるヴィレッジ８棟、ゼロカーボンヴィレッジ４棟分のオープンハウスの謝金を

計上しています。オープンハウスにつきましては、きた住まいるヴィレッジは２週間、

ゼロカーボンヴィレッジは４週間という期間の設定をしておりまして、それぞれオー

プンハウスの謝礼金としましては、きた住まいるヴィレッジが３０万円、そのうち半

分を南幌町が負担ということで１５万円。ゼロカーボンヴィレッジにつきましては１

００万円、そのうち半分を南幌町が負担ということで５０万円を計上しております。

本事業につきましては、北海道の建築指導課ですとか、住宅供給公社、南幌町と連携

して行っておりますので、こちらの予算計上につきましても、それぞれ協議を図った

上で計上しているところです。 

それから２点目のご質問ですが、企業誘致推進事業の企業立地奨励金の内容という

ことでお答えさせていただきます。今回計上している金額につきましては、企業立地

奨励金のいくつかあるメニューの中の、事業用設備等整備奨励金に該当するものです。

こちらの内容としては、町内の事業に供する工場等を新設、増設または賃貸により事

業の操業を行った事業者が取得した設備等の取得価格が３，０００万円以上の場合に

おいて、上限を３，５００万円として固定資産税課税標準額の２０％を交付するとい

った内容となっております。今回、令和５年に晩翠工業団地内に土地を取得し工場を

新設、操業開始した事業者がございまして、こちらが奨励金の条件に当てはまり、ま

た取得価格の条件であります３，０００万円以上というところに該当する可能性があ

ることから、予算計上を行ったところであります。以上となります。 

家塚委員  まず、みどり野団地の販売促進事業で、それぞれオープンハウスに係る

経費の２分の１を南幌町が負担するということで、きた住まいるヴィレッジ８棟で２

週間ですか。３０万円の２分の１で１５万円、ゼロカーボンが４棟で４週間やって、

１００万円の２分の１で５０万円それぞれ負担しますという説明があったかと思い

ます。道も含めて協議してこの積算価格になっているのかということを、再度確認を

させていただきます。道と事業者が入っての価格設定というか、この経費の負担とい

うことで理解していいのかどうかということです。 

それと企業誘致推進事業のほうでは、事業用設備等の奨励金ということで、晩翠に

１件該当があるということなんですね。それで、大体見込額は７００万円で、限度額

もあるのですが、大体この金額で間にあうのかどうか。今回３月の補正の中で３００

万円弱減額をしていることがあったんですが、大体そのぐらいの予算計上を毎年して

いると思うので、その辺で今の晩翠１件の立地で間にあうのかどうか、その辺をお願

いしたいと思います。 

地域振興Ｇ主幹  まず初めに、きた住まいるヴィレッジ、ゼロカーボンヴィレッジ

の事業負担金の関係でございます。先ほどご質問いただきましたとおり、この事業に

つきましては、北海道庁の建築指導課、北海道住宅供給公社、南幌町、そして建築事

業者や設計事業者などの参加事業者との官民連携事業というように位置づけられて

おります。その上で協議を行わせていただいたなかで予算計上を行っているというこ

とで改めてご説明をさせていただきたいと思います。 

また、２点目の奨励金の考え方でございますけれども、予算計上の時には事業者と

の聞き取りも踏まえて計上しているということでございますが、先ほど担当のほうか
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らもご説明をさせていただきましたが、事業用設備の取得価格が３，０００万円を超

えるというような形の聞き取りを踏まえたなかで、対象となる事業費に係る奨励金の

予算を計上しているということでご承知おきをいただきたいと思っております。以上

です。 

家塚委員  みどり野と企業誘致について、両方わかりました。企業誘致の関係で、

参考までにホームページに入っていくと、うちの今の奨励金の関係、それと国・道の

補助金の関係が出ているのですが、そのほかに札幌圏設備投資促進補助金というもの

があるんですね。これにも当然要件があるのですが、この辺で今まで該当になったも

のがあるのかどうかをお聞きするのと、ちょっとこの補助金はうちのエリアが該当に

なるので、この原資となるものがどういう形になっているのか、その辺をお願いした

いと思います。 

地域振興Ｇ主幹  札幌圏における設備投資の促進補助金の関係の内容だったかと

思いますけれども、まずこの札幌圏の設備投資の促進補助金の関係につきましては、

札幌市をはじめとする小樽・岩見沢・江別・千歳・恵庭・北広島・石狩・当別、そし

て南幌町と、いわゆる札幌圏を対象とした投資の促進という補助金で、これは札幌市

のほうで事業を展開しているような状況となってございます。あくまでも設備投資額

として３億円以上、そして札幌圏内に本社、既存施設がないことなどの対象要件を考

慮した上で助成を行っております。現在本町の企業数が晩翠・南幌あわせて４７社ほ

どあるんですけれども、この補助金に該当している企業は現時点ではないということ

で御承知おきをいただきたいと思っております。以上です。 

石川委員長  今の質疑に関連して質問される方はいらっしゃいますか。 

加藤議員  今説明がありました企業立地等奨励金について、わからないことがある

ので質問させていただきます。この奨励金というのは、町の手出しで行うものだと認

識しておりますが、この制度は町民にあまり聞き馴染みのないものだと思うんですけ

れども、この制度が始まったのがいつ頃なのかと、どういう経過で始まったのか、あ

とはもし見直し等を行っているのであればお伺いしたいと思います。 

地域振興Ｇ主幹  この奨励金の開始につきましては、夕張太にございます南幌工業

団地の分譲を加速化させるために制度を構築しておりますので、制度の開始がたしか

平成１９年か２０年だったと思うんですけれども、その頃から行っておりまして、現

状としては金額の見直しもなく取り進めているような状況となっております。また、

対象となる企業数も、以前にもお話をさせていただいたかもしれませんけれども、そ

れぞれの項目に基づく条件がございますので、必ず全ての事業者が対象になっている

ものではないということだけ改めてご説明をさせていただきたいと思っております。

以上です。 

加藤委員  私がお伺いしたかったのは、見直しがあったのかどうかという部分が少

し気になっておりました。というのは、今後準工業用地の造成が終わりましたらもち

ろん販売になると思うんですけれども、その時に平成２０年頃と同じようなものでい

いのか、またもし見直しをする計画といいますか、見通しがあるのであれば、お伺い

したいと思います。 

地域振興Ｇ主幹  先ほどお話をさせていただきました、本町の奨励金制度、そして
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残念ながら今は対象になっていないんですけれども、先ほど家塚議員からご質問があ

りました札幌圏の設備投資の奨励金補助、そしてそれに加えて北海道においても企業

立地、企業誘致を促進するための様々な補助制度というものがございますので、それ

を全てあわせるような形の企業誘致、企業立地を進めるような形になっております。

ですから我々のほうの補助制度としては、現時点では見直す考えはないということで

ご理解をいただきたいと思っております。以上です。 

石川委員長  ほかに質問はありませんか。 

星委員  ２点質問させていただきます。まず予算書の５０ページ下段の、観光周遊

策推進事業の中のカントリーサインについてなんですけれども、今の進捗状況をお聞

かせ願いたいと思います。 

次に、５５ページの防災対策事業の中の備品購入費になるんですけれども、災害備

蓄用備品の内訳をお聞かせ願いたいと思います。 

地域振興Ｇ主査  １点目のご質問の、カントリーサインの進捗状況ということでお

答えさせていただきます。まずカントリーサインの事業概要ということで若干説明さ

せていただきます。冒頭で課長からの説明でもありましたが、今年度設置を予定して

いたウェルカムサインの設置が困難ということで見送らせていただきまして、その代

わりといたしまして、カントリーサインのデザインの変更、それから設置について、

現在関係機関との協議を進めております。来年度末に道央圏連絡道路南幌ランプまで

が開通予定となっておりますので、南幌町と江別市との境界、こちらについてもカン

トリーサインの設置がされる予定となっております。そのサインを新たなデザインの

ものとして設置されるように、令和６年度中にこのデザインの変更に関する町民への

作品の募集ですとか、あとは選定の作業、それからカントリーサイン自体が国のもの

ですので、国の登録など、そういった業務が必要となってきます。それらを進めまし

て、令和７年度に道央圏連絡道路以外の国道ですとか、道道に設置されているカント

リーサインのデザインを新たなデザインへ変更を行うということを進めております。

こちらの国道・道道については、それぞれ設置機関が国道であれば国、道であれば北

海道が行っておりますので、経費も含めた負担は国・道のほうで行う予定となってお

ります。現在、カントリーサインは国道に２か所、それから道道に５か所設置されて

いるのですが、町道においても、特に岩見沢側との境界が多いんですけれども、カン

トリーサインではなくて、南幌町ですとか、あとはキャベッチくんがデザインされた

ような看板がいくつか設置されています。それらも今回カントリーサインのデザイン

を変更いたしますので、それにあわせて町道に設置されている既存の看板も令和７年

度に更新をするといった業務を進めております。現在の進捗状況としては、国ですと

か道とそういった協議を進めている段階で、スケジュールとしては令和６年度にカン

トリーサインデザインの変更業務、そして先ほど説明したように、令和７年度にそれ

を更新するといった、実際の施工に移るというような流れとなっております。以上で

す。 

総務Ｇ主査  ２点目の災害備蓄用備品の内訳につきましては、カセットガスコンロ

２台、ポータブルストーブ２台となっております。以上です。 

星委員  カントリーデザインの進捗状況は理解いたしました。最終確認なんですけ
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れども、最終的には令和７年度中に完成ということでよろしいかどうか確認させてく

ださい。 

それともう１点、災害用備蓄品のストーブやコンロということで理解いたしました。

事業内容の中には食料品ということも書いてあったんですけれども、食料品は足りて

いるという、十分今は間にあっているということでよろしいかどうか、お願いします。 

地域振興Ｇ主査  今委員おっしゃられたとおり、令和７年度中に施工も含めて全て

完了するという計画で進めております。以上です。 

総務Ｇ主査  ２点目の食品につきましては、目標数量を設定しておりまして、特に

食料品は賞味期限がありますので、毎年ローリングした中で計画的に購入しており、

目標数量には達しているという状況になっております。以上です。 

星委員  食料品について理解いたしました。もう１点、ストーブについてなんです

けれども、現在どのくらいの数があるのかどうかを教えていただきたいです。 

総務Ｇ主査  ストーブの数量としましては、今年度購入分も含めますと、現在ポー

タブルストーブ３６台、大型ストーブ１８台となっておりまして、あと２年ほどで目

標数量を整備する予定となっております。以上です。 

石川委員長  今の質問に関連して、何かほかにご質問がありませんか。 

細川委員  防災備蓄品整備事業の関係で、重ねて質問いたします。ポータブルスト

ーブが現在３６台になる予定ということなんですけれども、計画上３６台で終わりな

のか、まだ増やすのか、その辺を１点お聞きします。それと、避難所の大型暖房設備

の関係ですが、今どのようなものがあって、多分大型ですので結構な面積を暖房でき

るのかなと思うんですけど、その規模の暖房機はどんなものなのかを教えていただき

たいと思います。 

総務Ｇ主幹  細川委員のご質問についてですが、まず大型ストーブについては、全

避難所用に配備されるということで、２台ずつ、４７畳、平米にすると１台で８５平

米を対応できるような容量になっております。なお、全避難所に対応できるという数

量になっておりますので、足りているというようにお答えさせていただきます。以上

です。 

石川委員長  あとは、暖房機はそれだけだということですか。ストーブ以外の暖房

機としては。 

総務Ｇ主幹  ポータブルストーブについても、数量はこれで満たしているというこ

とでよろしくお願いいたします。 

石川委員長  では、ほかにご質問はありませんか。 

佐藤委員  防災対策事業のところでお聞きしたいと思います。４点ほどあります。 

まず南幌高校についてですが、今南幌高校は避難所になっていると思うんですけれ

ども、閉校になっているので、住民の中ではもう避難所ではなくなったと思っている

方がいるようなんですね。そういう声が担当部局のほうに届いているかどうか。また、

そのような考えの住民の方がいらっしゃるということであれば、どのような対策をし

ようと考えているのかということが１点です。 

２点目が、今回ハザードマップの予算が書いてあって、ハザードマップはあるんで

すけれども、ほかの町に行くと、水害になった場合はこのぐらいまで水が浸かります
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よという形でいろんな所で表示している所があると思うんですね。そして特に、江別

のゆめみ野辺りは小学校とか公園とか電信柱とか、そういう所に水位はこのぐらいま

でありますよというのが表示されているんですけれども、うちの町としてはそのこと

をどのように考えているのか。ハザードマップの予算が今回あるんですけれども、そ

れほど予算がかからないのであれば、何とか考えていただけないかなという思いがあ

ります。 

３点目に、自主防災組織なんですが、今回西町と緑町でもう自主防災組織が立ち上

がっているということで、ほかの所が立ち上がる予定はあるのかどうか、そこを教え

てください。 

それと４点目ですが、防災対策なのかどうかというものではあるのですが、公共施

設の中にＡＥＤがいろいろ設置されていると思うんですけれども、女性が使用した場

合、やはりどうしても肌が見えてしまうという部分もあったりして、いろんな所で今

ＡＥＤの中に女性用の胸を覆う三角巾のようなものを取り入れている所があるんで

すけれども、そういうことも可能なのかどうか。この４点お願いいたします。 

総務Ｇ主幹  まず、南幌高校の避難所の指定についてお答えさせていただきます。

南幌高校の避難所については、令和５年４月から北海道と協定を結びまして、現在も

指定避難所として継続使用しているのですが、委員おっしゃったとおり、実は行政懇

談会の中で町民の方からご質問がございまして、今のような継続して利用できますと

いったようなことで回答をさせていただいております。また、昨年１２月の広報にお

きましても、南幌高校の記事の中で継続して避難所として指定しておりますといった

ような内容を掲載しておりますが、なかなか浸透していないということであれば、再

度違った広報なりで、継続して避難所として指定されているということで周知をして

いくところなんですが、実は来年度、令和６年度に南幌高校を指定避難所から外し、

ほかの施設に分散できないかといった検討をする予定になっております。ですからそ

こも含めまして、こちらのほうで事務を進めていきたいと考えております。 

総務Ｇ主査  ２点目の、洪水時の浸水の水位の表示についてでございますけれども、

北海道開発局における、まるごとまちごとハザードマップという取組のことかなとい

うふうに思いますが、こちらにつきましては、想定浸水深ですとか、避難所の情報等

をまちなかに表示することで洪水への意識を高めるとともに、浸水深、避難所等の知

識の普及を図るというものだと思っております。本町においては、避難所看板とステ

ッカー表示の設置を行っているところですけれども、先ほどのまるごとまちごとハザ

ードマップの効果やメリット、また、設置においては河川管理者と町、地域住民の連

携も必要であるというように考えておりますので、それらの課題ですとか、進め方な

どについて調べていきたいと考えております。 

３点目の自主防災組織につきましては、令和４年から設立に向けた動きが少しずつ

みられている状況で、令和５年１月に緑町、令和６年１月に西町が設立をしていただ

いております。こちらにつきましては、行政区長会議ですとか区長会議において、設

立についてその都度毎年説明しておりまして、現在はそういった話はきておりません

けれども、そういった設立についての説明は引き続き行っていきたいと考えておりま

す。以上です。 



 

 １１ 

財務Ｇ主査  ４点目の、ＡＥＤの設置の際の女性に配慮したものが可能かどうかと

いうご質問ですが、他の自治体では大きめの三角巾を用意して、そして万が一の際に、

そういった女性に配慮するようなものを用意している所もあります。ただ、南幌町に

つきましては、公共施設に設置しているＡＥＤ機器につきましては全てリースによる

ものですから、可能かどうかというところはまずリース会社に確認を取らなければい

けないことになります。やはりそういった緊急時に１秒でも早くそういった機器を当

てるということが大事になりますので、万が一ためらってしまっては、せっかくある

機器を無駄にしてしまう可能性がありますので、まずはそういった大きい三角巾など、

女性に配慮できるものを設置していいかどうかをリース会社に聞いた上で、早急に対

応したいと考えております。ただ、そのものを入れているだけでは何のためにあるの

かわからない可能性もありますので、やはりチラシ１枚、こういう時のためにこれが

用意されていますよというものをつけて対応できればというように考えております。 

佐藤委員  ありがとうございます。皆さん前向きに考えていただいているというこ

となので、ぜひ期待しておりますので、実現のほどよろしくお願いいたします。 

石川委員長   それではほかに質問は。 

湯本委員  関連して、防災備品計画の必需品のところでお伺いします。まず最近の

災害で最も懸念されているのは冬期間の防災ということですね。いろいろ関心を呼ん

でいると思うんですけれども、昨日私も一般質問をしましたが、冬場には低体温症な

どが想定されます。避難者だけではなくて、そこには至らずとも、ストーブなどの防

寒というか、暖房設備は整っているんですけど、冬場の加温が重要だと思います。来

た方々の身体をいかに温めるかというようなことなどが想定されるんですが、簡単に

言えばハクキンカイロみたいなものなども含めて、低体温症ということになれば、直

接的に体を加温するような方法が必要だというふうに思うんですが、この備品機材を

見たところ、ちょっとそうした資材の備蓄ということに関してはないように思うので

すが、冬期間のそういった対応についてはどのように考えているのでしょうか。検討

する方向で考えているのかどうか、教えてください。 

総務Ｇ主幹  ただいまの湯本委員のご質問についてですが、加温について、現在の

備蓄品としましては、毛布と床に引くマットを、それぞれ避難するであろう人数の１，

０００人分備蓄しています。また、寝る時には寝袋も同じ数量を用意しておりますの

で、まずはこちらの備蓄品を使いながらというところで検討しているのですが、来年

度、冬に防災訓練を行います。その中で今ある備蓄品を活用してみて、実際に町民と

体験してみて、加温ができるのかどうかというところも含めて皆さんと意見交換をし

ながら、もし足りないということであれば追加するといったようなことで検討してい

きたいと考えております。以上です。 

湯本委員  よくわかりました。日本の防災学会だとか、いろいろなところで冬期間

のこの対応については検討中でもあるので、こうした形で低体温症に対する対策の仕

方なども新たに出てくるというように思いますので、そういった部分が出てきた場合

にはいち早く検討をお願いして、備えていただきたいというふうに思います。 

石川委員長  ほかにご質問はありませんか。 

西股委員  ２点なんですが、１点目につきましては予算書４９ページ、資料８ペー
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ジの、協働のまちづくり事業についてお聞きします。この事業というのは、町の活性

化につながっている事業だというように私たちは捉えております。そして話題性のあ

る事業が実施されているということも認識はしております。ただ、その中で一部やは

り事業の継続というものがされていないものも多くなってきているのかなというよ

うに思っております。町税の１％を基準として取り組んでいるということなんですが、

その利用の関係については、今まで見ていくと大体２分の１程度かなというように思

っております。せっかくこのようないい事業があるわけですから、事業をもっと周知

していく必要があるのではないだろうかと思いまして、質問させていただきます。ま

ず、町のホームページの中では協働のまちづくり事業というタイトルではなくて、ま

ちづくり活動支援事業という形でやっているんですが、表の部分というのはやはり言

っているのは協働のまちづくり事業だということであれば、そのようにタイトルも見

直してはどうかというように思っております。それと、活動報告は毎年行っているよ

うなんですが、これもホームページに出ているのですが、これも載っている事業とい

うのは非常に少ないと。いい事業がたくさんあるのにそれが出ていないということに

なってくると、やはり見ている方は、こういう事業しか支援していただけないのかな

というふうに思われるような感じになりますので、こういう部分もきめ細かな報告を

してはいかがかなというふうに、事業の改善を少し求めたいと思いますので、それに

対してお願いいたします。 

それと２点目ですが、５３ページ、資料は９ページで、高齢者の運転免許返納の関

係です。これにつきましては、高齢者が南幌町内で免許証の返納ができることは喜ば

れている事業だと思っております。ただ、これも昨年から栗山へ行くバス、夕鉄バス

が廃止になったということになってくると、南幌での手続きというのが重要になるの

ではないかなというふうに思うんです。それで、今予算で見ている部分というのは、

若干先に聞いてしまったのですが年４回だということで、例年並みの形にはなってい

るようなんですが、これをもう少し拡大というか、２カ月に１回程度できるような形

で事前に予約しながらやるですとか、利便性を広げることはできないのかなというこ

とで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。この２点をお願いいたします。 

企画情報Ｇ主幹  １点目の、まちづくり活動支援事業につきまして回答させていた

だきます。まず事業の継続がされていないのではないかというようなご意見がござい

ました。まち活動事業は大きく分けますと、イベント開催、それと商品開発といった

ものが多いんですけれども、イベントにつきましては、農猿さんの野祭につきまして

はかなり長くやっていただいております。それと、うたポロのコンサートにつきまし

ても、コロナ期間はやっていなかった時期はあるんですけれども、本年度も含めまし

て継続して実施していただいております。それと、昨年から始まりましたラジフェス

のほうも今年２回目ということで、来年以降も実施したいというようなことも伺って

おりますので、イベント事業につきましては基本的に継続してやっていただけている

のかなと思っております。ただ、イベント関係につきましてこの事業が基本３年間と

いうことで、それ以降につきましてはフォローアップという形で継続といったつくり

になっておりますので、４年目以降につきましては事業者と相談しながら、フォロー

アップの対象になるかどうかといったことも含めまして、採択等について検討してい
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くものかと思っております。商品開発等につきましては、基本的に単年の事業になり

ますので、継続性は特にないのかなと思っております。それと利用状況ということな

んですけれども、令和２年、３年につきましては、コロナもありまして、イベントに

つきましても野祭のほうは農猿さんのほうで、野祭という名前ではないんですけれど

もコロナ禍でもできるイベントということでやっていただきましたが、それ以外につ

きましてはやはり人と人の接触が制限されたこともありまして、実績がございません

でした。ただ、昨年度につきましては先ほど申し上げました、農猿さんの野祭、ラジ

フェス、うたポロのコンサートの３事業、そのほかにも若葉のしずくアイス製作委員

会ということで、特産品の開発が１件、それと１０区の子ども会さんのほうでの防災

体験会、これが最初の町内会での活用になります。この５件が出てきております。ほ

かにも商品開発ということで２件申請があったんですけれども、審査の段階でまだ内

容が煮詰まっていないということで不採択になった事業もございました。それらを含

めますと、申請額のベースでいきますと令和４年度で３１２万１，０００円というこ

とで、ほぼ予算額に達するような状況でございました。最終的に交付した額について

は１４１万円ということにはなっているんですけども、令和４年度につきましてはそ

ういった状況でございました。本年度におきましては、先ほど申し上げましたイベン

トが３つ継続して実施されました。そのほかにも、ふらっと南幌さんのほうではフェ

ノロジーカレンダーということで、南幌町の季節ごとの作物や見どころなどをカレン

ダーにしたものをつくっていただいております。それと、結丸さんという農業者の団

体のほうで、小松菜ときくらげのキムチということで商品開発を実施していただいて

おります。これら５件の事業のほかにも、町内会活動としまして、１０区の子ども会

さんのほうで引き続きまた防災体験会、それと緑町町内会におきましても防災体験会

を実施していただきまして、７事業の実施で採択額としましては合計で２３１万５，

０００円ということで、数年前から見ますと活用が進んでいるのかなというふうには

思っております。それと周知の部分でございます。ホームページのタイトル等につき

ましては、委員がおっしゃるとおり、よりわかりやすいタイトルということにつきま

しては検討してもいいのかなと考えております。最後に活動報告の部分ですけれども、

ホームページにつきましては今申し上げました事業につきましては、令和元年度から

の分になりますけれども、一応全事業を掲載している状況でございます。以上です。 

環境交通Ｇ主幹  ２点目の、運転免許証の返納事務のことでございますけれども、

現在臨時窓口ということで年４回、６月から始まりまして９月、１２月、３月の第１

木曜日ということで、栗山警察署のほうで南幌町の役場１階に来ていただきまして、

臨時窓口という形で開催をしているところでございます。利用者につきましても、昨

日今年度分が終了しまして、臨時窓口の利用者につきましては１８名、栗山警察署全

体でいいますと４６名ということで、今年につきましては約４割程度の方が臨時窓口

を利用しているということで、例年からみますと今年度は臨時窓口の活用がやや少な

いという状況でございますが、例年になると５割強の方が臨時窓口を活用していると

いう状況でございます。委員のほうからありました夕鉄バスの廃止に伴いまして、栗

山警察署のほうにもお話をさせていただきまして、ある程度の理解をいただいている

ところでございます。その中で、年間の開催日数を増やしていただきたいということ
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で要請もしてございます。それで、予算書のほうにございます委託料につきましては、

これはあくまでもハイヤー利用をした部分の委託料になりますので、臨時窓口の経費

という部分につきましてはかかってこないものですから、栗山警察署には年度途中で

あっても増やしていただけるような形で引き続きお願いをしていきたいということ

で考えております。以上です。 

西股委員  協働のまちづくり事業については、タイトルの見直しも考えるというこ

とでございますので、見やすいような形になって利用者が増えるというような形にな

ればいいのかなというように思っております。掲載の関係につきましては、私が見た

段階ではなかったということでございます。 

それと、免許返納の関係はわかりました。引き続き栗山警察署と連携を取りながら、

利便性を図るような形でよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

石川委員長  では、ほかにございませんでしょうか。 

熊木委員  ４点質問します。主には予算資料のところで、８ページからなんですけ

れども、移住促進事業の移住体験住宅２棟の活用状況と今後の計画について伺います。

またいろいろ企画されていると思うんですけれども、令和５年度に実施した中ではど

のようなものが好評だったのか、それも伺います。また、体験住宅を活用した後で移

住者が増えたのか、体験したうえで移住につながったのかどうか、その件数もお願い

します。 

それから２点目は、生活路線等交通対策事業で、先日の全員協議会の中で高速バス

の減便が示されました。それで、特に札幌間の夕方に３時間の空白がありますよね。

あれは移住してきた方々も結構高速バスを利用していると思うんですけれども、それ

は早く周知するということと、それからその対策を何か考えているのかどうか。前に

公共交通のアンケートとかを取った中で、結構高速バスについても意見があったと思

います。それを考えると、この３時間の空白というのは大変なことだと思うので、そ

の辺を伺います。 

３点目は、子育て世代住宅建築費助成事業について、令和６年度から令和８年度の

３年間延長するということで、今年の年間６，３００万円というのは、やはり町の予

算の中でもかなり大きな額を占めると思います。これは３回延長しているんですけれ

ども、今回で終わりというように考えているのか。推移をみながらだとは思うんです

けれども、その辺の考えを伺います。それと、最大２００万円ということになってい

るんですけどれも、以前は美園の地域に限定して２００万円というところがありまし

た。今回はどこの地域を限定しているのかというのが１点と、町民は最大１００万円

ということになっているんですけれども、これは移住促進ということであるので、町

民が家を建てる時には該当しないというか、最大の金額にはならないというような答

弁を以前いただいたかと思うんですけれども、同じく子育て世代の町民でそのまま住

み続けて新しく家を建てるという時には、もう少し考える必要があるのではないかと。

少し引き上げるべきではないかと私は考えるんですけれども、その辺について意見を

伺います。 

４点目は、地域おこし協力隊設置事業について、現在隊員は３名だと思うんですけ

れども、今年度で退任する隊員はいるのかどうか。さらに、今ここの場所ではないで
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すけども、教育のところで１名増えることになっていますよね。それでいくと、令和

６年度の協力隊員の人数が何人になるのかということが１点です。それから先日の新

聞に、空知の協力隊のつながり強化ということで、新しく組織ができて交流をすると

いうことが載っていたんですけれども、こういうものにはもちろん参加していくとい

う計画であるのかを伺います。以上です。 

地域振興Ｇ主査  まず１点目のご質問です。移住促進事業の移住体験住宅の関係に

ついてお答えさせていただきます。まず、活用状況ということです。今回２棟建設し

たのですが、昨年度建設した１棟目を今年度の４月から稼働しております。実績とし

ましては、１７組５０名の方に利用していただいております。２棟目に関しましては、

今年度建設をしまして今年の１月から稼働しておりますので、まだ期間がそれほど経

っていないのですが、こちらについては２組７名の方に利用していただいています。

こちらは旧移住体験住宅と比べますと、以前は高齢の方が利用することが多かったん

ですけれども、今回利用されている方の約半分が、３０代ですとか４０代のご夫婦、

またはお子さんがいるようなご家族ということで、アンケートなどの結果を見ても、

本格的に移住を検討されている方の利用が増えているのかなというように思ってお

ります。それからいろいろな体験プログラムを実施しているということで、どのよう

な成果になっているかということかと思います。こちらにつきましては、特に利用が

多い移住体験プログラムについては、農業の収穫体験というものが多いかと思ってお

ります。キクラゲの収穫体験が５組の方、それから小松菜の収穫体験やトウモロコシ

の収穫体験については１組の方が体験をしておりまして、そのほかでいきますと出張

クッキングというものもやっているんですけれども、地域の方に入っていただいて、

地場産のものを使った料理体験ということで、そちらは２組の方が利用しております。

そのほか、体験住宅の中庭で行う焚き火体験というのも、４組の方に利用していただ

いております。いずれも大変好評で、地域の方との交流も生まれるということで、こ

ちらも引き続き継続、拡大していきながらやっていければというふうに思っておりま

す。それから、実際に移住された方の実績ということですが、今年度利用された方の

うち、２世帯が移住につながっております。そのうち１件については現在建設工事中

となっておりまして、もう１組の方は土地の申し込みを終えているような状況になっ

ております。それから、今後の計画ということでご質問があったかと思うんですけれ

ども、移住体験住宅につきましては引き続きホームページですとか、地域おこし協力

隊のＩｎｓｔａｇｒａｍといったところでＰＲをして、またイベント出展の際にも活

用についてＰＲを行っていきたいと思っておりますし、今後、今回きた住まいるヴィ

レッジが拡大したということと、あとはゼロカーボンヴィレッジも続いておりますの

で、こちらの購入希望者に対して事前に南幌町を体験してもらえるということで、道

庁や住宅供給公社と連携して、移住体験住宅の利用を促進していくようなＰＲもして

いければというように思っております。１点目の質問ついては以上です。 

企画情報Ｇ主査  生活路線の減便の関係でございますが、先日の２月２１日の全員

協議会におきましてご説明いたしました、高速ゆうばり号の廃止と、高速くりやま号

の減便についてでございますが、高速ゆうばり号に関しましては、現在廃止に向けて

手続きをこれから進めていく段階に入っております。ただ、くりやま号に関しまして
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は、南幌町と中央バスで今後協議していくという段階でございまして、先日ご提示さ

せていただいたのは、あくまでも中央バスからの要望といった状況になってございま

す。ですので、今後南幌町としましては、中央バスに対しては今の便数を維持してほ

しいということで、まずは要望していきたいというふうに考えております。また、こ

の廃止の予定が令和６年の１０月ということもございまして、確かに委員の言うとお

り時間があまりないのもございますので、廃止に関して近隣の市町や中央バスとの協

議が整い次第、速やかに周知を図りたいと考えております。また、くりやま号に関し

ましてもこれから協議を進めていくのですが、並行してそういった空白が起きた時に、

例えば遅い時間ですとかそういったところで、近隣のＪＲ駅と接続する何かはできる

のか、そういったものも検討しなくてはならないのですが、基本的には関係する町で

すとか、あとは公共事業者等の関係もございまして、それは公共交通協議会もありま

すので、そこの中で協議を進めていきたいと考えております。 

次に、先に４点目の地域おこし協力隊の関係でございますが、令和５年度につきま

しては３名いらっしゃいます。総務課の佐々木さん、産業振興課の外間さん、まちづ

くり課の宮崎さんの３名いらっしゃいますが、佐々木さんと外間さんに関しましては、

本来令和５年度末で退任だったのですが、ちょうど採用がコロナの期間と被っている

ということで、１年間の延長の特例がございまして、退任時期は令和６年末になりま

す。宮崎さんは予定どおり令和６年末の退任になりますので、令和６年度の当初とし

ましてはまず３名いらっしゃいます。それで、今の予定では教育委員会のＩＣＴ支援

員の関係がお一人採用になる予定でございますので、あわせまして令和６年度は４名

での活動になる予定です。また、空知のそういったつながりに関しての部分でござい

ますが、今の地域おこし協力隊に関しての組織体としましては、まず全国ネットワー

クというものが令和６年２月４日に設立されていまして、次に北海道地域おこし協力

隊ネットワーク、こちらは令和５年６月１日に設立をされております。それで、その

下の組織になるのですが、空知地域おこし協力隊ネットワークというものが先日の道

新に掲載されたかと思います。それが令和６年３月末の発足を目指しているというこ

とで、南幌町では宮﨑隊員が準備委員として関わっているという状況です。ほかには

空知総合振興局の担当職員や、芦別市の地域おこし協力隊、また、妹背牛町、秩父別

町の地域おこし協力隊が準備委員として参加していまして、地域おこし協力隊４名と

空知総合振興局の担当職員において、空知地域おこし協力隊ネットワークというもの

を現在発足させようとしております。当然立ち上がった際には、それらの入会という

か、そういったものも南幌町内の地域おこし協力隊や、あとは近隣の地域おこし協力

隊も含めまして、加入促進ということは図られるかと思われます。また、北海道地域

おこし協力隊ネットワークというものは、空知から監事として１名参加するというこ

とになっているものでございます。ですからこちらのほうは直接的に町の地域おこし

協力隊が入るというものではなくて、あくまで町としてはまず空知のネットワークに

入るということでございます。以上です。 

地域振興Ｇ主査  ３点目の、子育て世代住宅建築助成金のことについて回答させて

いただきます。いくつかご質問いただいたと思うのですが、まず１点目が来年度以降

３年間の延長をして、その後のさらに再延長についての計画ということですけれども、



 

 １７ 

こちらにつきましては、住宅助成金の事業とあわせまして、みどり野団地の分譲宅地

５０％割引といったタイアップ制度も北海道住宅供給公社と連携して行っておりま

すので、今後３年間の延長の期間の分譲状況を踏まえた上で、道公社とも再協議が必

要だと思っております。また、延長の最終年度であります令和８年度をもちまして第

６期総合計画が終了する年になりますので、第７期の総合計画に向けて、今後３年間

の分譲の状況だけではなく、今後のまちづくりの方向性や財政状況なども総合的に判

断しまして、今後の方向性を検討していくものかと考えております。それから２点目

のご質問で、最大２００万円のエリアについてということですけれども、こちらにつ

いては委員おっしゃられたとおり、現行制度では美園地区最大２００万円のエリアと

なっております。令和６年度からの延長期間につきましては、美園地区に加えまして

東町のゼロカーボンヴィレッジの区画が最大２００万円のエリアということになり

ます。それから最後にご質問いただきました、町民の方の助成金額１００万円の拡充

につきましては、当初本事業の立ち上げの目的としまして、議員おっしゃられたよう

に移住を推進するということが目的としてあります。昨日町長の答弁でもありました

が、ほかの自治体と比べて急激な少子高齢化が進むという社人研の推計が出されてい

るということで、やはりその課題解決のために、子育て世代に特化した移住促進施策

として事業を展開していくということで、事業の趣旨にありますとおり、今後も現行

制度を継続していくものと考えており、現時点では町民の助成金額の引き上げについ

ては考えていないということでご回答させていただきます。以上です。 

熊木委員  １点目の、移住促進事業のところでご説明いただきました。それで、２

組が増えたということはすごくよかったなと思います。利用されている方の日数とい

うか、そこは最大で２週間とか決まっているんですよね。それを利用される方がどれ

くらいの割合だったのか、そこを１点伺います。 

それから生活路線については、今各方面と協議しながらということだということで、

やはりそのまま実施されると本当に大変なことになるので、いろんな方面に働きかけ

ていってください。それはぜひお願いしたいと思います。 

子育て世代住宅建築費助成事業については、今説明されましたけれども２００万円

のエリアが美園がもういっぱいだと以前話があったと思うんですけれども、さらに美

園には何区画ぐらいあるのか。ゼロカーボン住宅については区画数がわかっています

けれども、その区画数をお知らせください。それから町民の部分で、移住促進という

形でやっているということなんですけれども、現在の町民が家を建てるという時に、

同じ子育て世代であれば、やはり何らかの特典を使ってもいいんじゃないかなと思う

んですよね。それは同じくその税金の使い方で、やはりもっと公平性というか、そう

いうことを考えるべきだと私は思うんですけれども、その辺はちょっと平行線なのか

なと思いますが、考えがあれば伺いたいと思います。 

それと地域おこし協力隊についてはわかりました。それで、今のままでいくと令和

６年に結局は３名が退任するという形になりますよね。今後の協力隊は空知でのつな

がりとか、いろんな形での組織もできるということで交流も図っていくと思いますけ

れども、今後の見通しという部分ではさらに増やしていくとか、部門から要望があれ

ばという形で考えているのか、その１点を伺います。 
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地域振興Ｇ主査  ただいまの再質問についてお答えさせていただきます。まず１点

目に、移住体験住宅の利用期間の関係かと思います。こちらにつきましては、新しい

移住体験住宅の利用期間が最大２週間として設定しておりまして、実際に使われてい

る方は２週間で設定されている方ももちろんいらっしゃるんですけれども、以前の旧

移住体験住宅の時はあまりなかったのですが、実際に子育てをされている方たちが利

用されていますので、土日に絡めて２泊３日ですとか、そういった利用もみられてい

る状況です。 

次に、助成金の美園地区の残区画数ということかと思います。こちらにつきまして

は、美園地区の中にきた住まいるヴィレッジのエリアがありますので、きた住まいる

ヴィレッジは拡充をして、まだ残っている所がたくさんありますので、そこの２００

万円と、それからきた住まいる以外でも予約も含めると全部埋まってはいるんですけ

れども、モデル住宅という形でハウスメーカーが建築したものを今お客さんに対して

売っているというところがありますので、そこがもし分譲につながれば最大２００万

円の対象になるということで、それが２区画ございます。 

まちづくり課長  ３点目の、子育て建築助成事業の町民と町外からの転入者の公平

性というような観点からのご質問かと思います。まず、先ほど来話が出ておりますこ

の助成制度の目的というのが、町外からの移住を促進するという部分が第一の目的に

なっております。この移住促進という部分では、総合計画、それから総合戦略の中で

も目標人口を掲げており、みどり野団地の分譲促進とあわせて、先ほど答弁でありま

した社人研のような、将来的な人口減少につながらないよう、対策を打って施策を継

続してきているものでございます。既にお住まいの町民の方に対する子育て世代の助

成という部分では、全く対象にならないというわけではなく、半分の助成額にはなっ

てしまうんですけども、助成制度としてはある状況でございます。そういったことの

中から、目標人口につなげていくための、まずは移住定住という観点の中でこの制度

を実施しているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  地域おこし協力隊の関係で、今後の活用ということかと思います

けれども、今３名いらっしゃいまして、令和６年度においては４名で、３名の方が６

年度で一斉に退任されるということです。その後ということなんですけれども、まず

最初には今の隊員が退任された後、引き続きその業務に対して隊員を設置する必要が

あるかどうかというのが、まず担当でのお話になるかと思います。例えば商工観光の

関係でいきますと今は外間隊員ですけれども、前任の青木隊員も同じ観光の業務をし

ておりまして、引き継ぎというわけではないですが、引き続き観光の業務に携わると

いうことで、商工のほうでは２人目という形になります。現在ほかには移住とふるさ

と納税の関係で１名ずついらっしゃいます。退任後の関係なんですけれども、そのま

ま町として引き続きもう１人採用して業務を続けてもらう場合と、南幌ではまだない

んですけれども、ほかの自治体等をみますと、退任された方に対してその業務を退任

された後も委託して、引き続きやっていただくというパターンもございます。それに

よって定住していただいてお仕事を持っていただくというような考え方になるかと

思うんですけれども、その辺の整理をまずは各原課のほうで進めていくことになるか

と思います。新たな地域おこし協力隊の業務につきましては、まず国のほうでは今、
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地域おこし協力隊をどんどん増やしていきたいということで進めております。町とし

ましても、行財政改革の実行計画の中で地域おこし協力隊の活用ということで項目と

して挙げておりますので、各担当におきまして新たな業務で地域おこし協力隊という

ものを今後また検討していくかと思います。現時点で具体的にこの事業というものは

まだ出ていませんけれども、状況としてはそういった形になろうかと思います。以上

です。 

石川委員長  ほかにご質問ございませんか。 

湯本委員  子育て世代の住宅建築費助成事業など、先ほど言われましたように移住

に関わる取組がたくさんされているわけなんですけれども、そうした事業の費用対効

果といったら変ですが、なかなか数字を出すのは難しいとは思います。この間移住さ

れた方と、この間その移住促進に使われた、単純に言えば費用対効果。これについて

は何らかの形で出しているんでしょうか。例えば今言ったように、体験住宅や促進宣

伝費だとか、住宅に２００万円出すような形でやるわけですけど、その結果として１

０世帯何人が増えるとかですね。そうすると費用対効果というのは出てくるんですけ

ども、そういったものはどこかで出しているのかをお聞きします。 

地域振興Ｇ主幹  費用対効果というご質問でございますけれども、建築費助成金だ

けでお話をさせていただきますと、２８年度の事業創設から現在に至るまで、交付金

額としては３億８，０００万円程度まで交付しております。その費用対効果という部

分については、ご承知おきのとおり、当然転入してきたら住民税、固定資産税、そし

て地方交付税などにも将来にわたって反映されていくものというような形でありま

す。現状この建築費助成金だけの話で大変恐縮なんですけれども、１組転入してきた

ら、１０年程度おおむね費用対効果としては賄えるというような試算はしているとこ

ろでございます。こちらの観点だけで申し訳ありませんけれども、このような形です。 

湯本委員  子育て支援の今言った２００万円だけですね。人口が増えれば地方交付

税とかをいろいろ反映したりするわけですから計算の仕方はなかなか難しいと思う

んですが、やはり町民の税金を使った割合を考える場合に、関連する様々なその事業

が分かれるかもしれませんけど、促進事業とか誘致に関わる宣伝費みたいなものだと

か、そのほか町の移住促進に伴っていくこのはれっぱの関係ですと、先ほどの体験住

宅など、関連する事業というのはいろいろ含まれてくると思います。それらをちゃん

と見ないと、対費用効果の部分というのはなかなか見られないと思うのですが、そこ

をどの程度見るかというのはちょっと難しいんですけど、全体として見る、計算する

というか、そういう作業というのはされていないということでしょうか。 

地域振興Ｇ主幹   全体的な費用対効果の試算をしているのか、していないのかと

いうようなご質問に関しては、していないというような回答にしかちょっとならない

んですけれども、これについてはどうしても我々の行政費用のコストの増加も伴って

くるものですから、先ほどお話ししたとおり、建築費のほうは比較対比でやったこと

はあるんですけども、全体としては行っていないということでご承知おきをいただき

たいと思います。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

加藤委員  １点だけ、地域おこし協力隊の部分で質問します。予算書５１ページの
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起業・事業承継支援補助金なんですけれども、起業については理解しますが、事業承

継となるとどういうふうに取り組んでいくのか、何かお考えがあれば伺いたいと思い

ます。 

企画情報Ｇ主査  こちらの補助金に関しましては、起業の部分と、あとは事業承継

の部分ということで、名称的には起業・事業承継というふうになっているんですけれ

ども、内容としましては起業に対しての補助ということでご理解いただければと思い

ます。 

加藤委員  内容は理解しましたが、事業承継を支援する場合もあるという想定でこ

の名称ということですよね。それは事業承継となると、地域おこし協力隊員自身がそ

の事業者、事業主さんとやりとりをして事業承継をしていくようなことを想定してい

るのか、それとも町としてサポートしてやっていく方向で考えているのか、何かその

部分で考えがあるのであればお伺いしたいと思います。 

企画情報Ｇ主幹  事業承継の事例ということで、本町では今のところないのですが、

どういった場合に承継が出てくるかということなんですけれども、こちらにつきまし

ては例えば林業や農業ですとか、そちらの後継者がいないところに地域おこし協力隊

の方が入って、その事業を引き続きやりますよといった時に係る経費、あとはあまり

事例はないんですけれども、例えば伝統的なお店があって後継者がいませんでしたと

いうところに地域おこし協力隊の方が入って、３年間修行ではないですけども、そう

いう引き継ぎをして引き続きその仕事を担っていくといった場合に係る経費につい

て、この補助金が使えるといったものになろうかと思います。以上です。 

加藤委員  採用する時点で、もう事業承継をするという目線で採用するという考え

での理解でよろしいでしょうか。 

企画情報Ｇ主幹  はい。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。（なしの声） 

それではなければ、これにつきましての質疑は終了いたします。時間が大分過ぎま

したけれども、ここで１０分間休憩を取ります。１１時１５分まで休憩いたします。 

（午前１１時０５分） 

（午前１１時１５分） 

石川委員長  それでは休憩を閉じ会議を再開いたします。 

それでは続きまして、審議事項２番目で、職員給与費、それから給与費明細書の説

明、あわせて関連議案が３件ありますので、それについての説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の５５ページから次ページにかけましてごらん願いま

す。９目職員給与費、本年度予算額７億９，５２２万８，０００円。職員給与費とし

て、町長・副町長・教育長、一般職、暫定再任用職員及びフルタイム会計年度任用職

員、あわせて１０６名分の給料、各種手当、共済費を計上しています。なお、本年度

の新規採用者は３名です。 

予算書１４５ページをごらんください。給与費明細書です。１、特別職です。本年

度、長等が３人、議員１１人、その他の特別職３１９人で、合計３３３人分の報酬や

給料、共済費など、総額１億１，２００万８，０００円を計上しています。 

次に１４６ページ、２、一般職です。（１）総括です。本年度の職員数については、
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一般職の常勤職員とフルタイム会計年度任用職員の数となります。本年度は前年度か

ら２名増の９６人です。括弧内の３１人は暫定再任用職員及びパートタイム会計年度

任用職員を示しており、前年度より８人の減です。なお、給与費、共済費については、

一般職の常勤職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員の総額となり、７億９，２

０７万円です。下段、職員手当の内訳については省略させていただきます。 

次に１４７ページ、ア、会計年度任用職員以外の職員です。この表は、一般職の常

勤職員についての表となります。本年度の職員数は前年度から２名増の９５人です。

括弧内の７人は暫定再任用職員を示しており、１人減となります。なお、給与費、共

済費については、一般職の常勤職員及び暫定再任用職員の総額となり７億４，２８８

万７，０００円です。下段の職員手当の内訳については省略させていただきます。 

次に１４８ページ、イ、会計年度任用職員です。本年度の職員数はフルタイム会計

年度任用職員が１人、括弧内の２４人はパートタイム会計年度任用職員の数となりま

す。なお、給与費、共済費については、会計年度任用職員の総額となり４，９１８万

３，０００円です。下段、職員手当の内訳については省略させていただきます。 

次に１４９ページ、（２）給料及び職員手当の増減額の明細です。給料については

８９９万８，０００円の増額で、その事由については、給与改定、昇給及び昇格の影

響によるものです。 

次に１５０ページ、職員手当は１，０２９万５，０００円の増額で、期末勤勉手当

の制度改正等の影響による増が主な要因です。１５１ページから１５４ページにかけ

ては、職員１人当たり給与、初任給、級別職員数、級別の基準となる職務、昇給など

について、それぞれ前年度と比較して記載しておりますので、後ほど参考にごらん願

います。 

次に１５５ページ、オ、期末手当・勤勉手当については、支給率は前年度との比較

で、国の制度に準拠し、期末勤勉手当の支給率を年間０．０５カ月分引き上げていま

す。 

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当は、勤続年数毎の支給率で、全て国

に準拠しています。なお、早期退職に伴う加算率についても国に準拠しています。 

キ、特殊勤務手当、ク、その他の手当については、参考としてごらん願います。 

続きまして、関連議案であります議案第１１号から議案第１３号の説明を行います。

議案書をごらん願います。 

 初めに、議案第１１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てご説明いたします。今回の改正につきましては、令和６年４月１日より行政組織に

ついて、現在のグループ制から係制へ移行することによる職務名称の変更と、管理栄

養士採用に伴う給料表等級別基準の見直しを行うものです。それでは、別途配布して

おります、議案第１１号資料新旧対照表をごらんください。左側が改正後、右側が改

正前、下線の部分が改正箇所です。 

別表第４については、医療職給料表（二）の表で、備考中、「病院等」を、「病院」

に改めるものです。これにより、医療職給料表(二)については、町立病院に勤務する

職員にのみ適用されることになります。 

次に、別表第６については、行政職給料表（一）等級別基準職務表で、職務の名称
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について、１級及び２級に「本庁の栄養士の職務」、３級及び４級に「係長」、５級に

「本庁の課長補佐、教育委員会の課長補佐」を加え、「農業委員会事務局の主幹」を

「農業委員会事務局の次長」に、「町立病院の主幹」を「町立病院の事務次長」に改

めるものです。次ページになります。 

別表第８については、医療職給料表（二）等級別基準職務表で、職務の名称につい

て、１級及び２級に「町立病院の」を加え、３級から、次ページの５級までについて

は、それぞれ部門名称を改めるものです。 

最後に附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

続きまして、議案第１２号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。初めに、改正の

概要について申し上げます。今回の改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴い、第１号会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、所要の改正を行うもの

です。それでは別途配布しております議案第１２号資料新旧対照表をごらんください。 

左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

 第１条については、本条例の趣旨の規定で、「期末手当」の次に、「勤勉手当」を加

えるものです。 

次に、第４条については、報酬等の規定で、第２項中「及び期末手当」を「期末手

当及び勤勉手当」に改めるものです。 

次に、第１４条の２については、次ページにかけて、勤勉手当の支給に関する規定

を加えるもので、勤勉手当の支給率を０．４８７５カ月分とするものです。 

次に、第１６条については、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等の

規定、次の第１７条については、休職者の報酬等の規定で、それぞれ「及び期末手当」

を「期末手当及び勤勉手当」に改めるものです。 

 附則として、第１項は、施行期日の規定で、この条例は、令和６年４月１日から施

行する。第２項は、第１号会計年度任用職員の勤勉手当の支給に伴い、職員の育児休

業に関する条例の一部を改正するもので、育児休業を取得している会計年度任用職員

についても、勤勉手当を支給することを規定するものです。 

 続きまして、議案第１３号 南幌町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定についてご説明いたします。初めに、改正の概要について申

し上げます。今回の改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、第２号

会計年度任用職員に勤勉手当を支給するための所要の改正と、先ほど説明しました、

議案第１１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例において、本庁の管理

栄養士に適用する、給料表等級別基準の見直しに伴い、同様の改正を行うものです。

それでは別途配布しております議案第１３号資料新旧対照表をごらんください。左側

が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

 第５条については、第２号会計年度任用職員の給料について、職員の給与条例に定

める給料表を準用し支給するもので、条例に定める各種手当を除くものの中に「勤勉

手当」を加えるものです。 

次に、第１７条の２については、勤勉手当の支給に関する規定を加えるもので、勤

勉手当の支給率を一般職と同様の１．０２５カ月分とするものです。 
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次に、次ページにかけて、別表ついては、等級別基準職務表で、職務の名称につい

て、行政職給料表（一）の項中に「３ 栄養管理業務を行う本庁の栄養士の職務」を

加え、医療職給料表（二）の項中、「栄養管理業務を行う栄養士の職務」を「栄養管

理業務を行う町立病院の栄養士の職務」に改めるものです。 

 最後に附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行する。以上で、議案第

１１号から議案第１３号までの説明を終わります。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なし

の声） 

ではないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。それでは３番目、諸費用から監査委員費まで、６

４ページ、総務費の最後まで説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは予算書の５６ページ中段になります。１０目諸費、本年度予算

額５４５万６，０００円。説明欄、防犯対策推進事業として２７９万１，０００円。

ここでは、１８節負担金補助及び交付金で街路灯等補助金などを計上しています。前

年度との主な相違ですが、前年度において、公共施設への防犯カメラ設置経費を計上

していたことから減額となっています。 

次ページにかけて、行政区長活動経費として１９２万５，０００円。行政区長・町

内会長への報酬及び費用弁償を計上しています。 

次に、総合賠償補償経費として５３万７，０００円。人口を基に算出する全国町村

会総合賠償補償保険料を計上しています。 

次に、諸経費２０万３，０００円。各種団体等への負担金を計上しています。以上

です。 

まちづくり課長  １１目総合計画費、本年度予算額１３万７，０００円。説明欄、

行政評価システム事業では、次ページにかけまして、行政評価委員会の開催経費とし

て、委員８名に係る報酬と費用弁償を計上しています。以上です。 

税務課長  ５８ページをごらんください。２項１目税務総務費、本年度予算額４万

６，０００円。説明欄、税務総務経費では、固定資産評価審査委員会の開催に要する

経費として、委員３名に係る報酬及び費用弁償を計上しています。本年は、評価替え

及び委員の任期満了に伴い、会議の増を見込み計上しています。 

２目賦課徴収費、本年度予算額１,１５２万円。説明欄、町税等徴収業務事業では、

徴収業務に係る経費として１２万５，０００円を計上しています。租税教育事業では、

子どもたちが税の知識や役割を正しく学ぶ機会として、中学３年生を対象とした租税

教室、小学５年生を対象とした標語コンクールの実施に要する経費として２万５，０

００円を計上しています。次ページへまいります。 

６０ページにかけまして、賦課徴収経費では、町税の賦課徴収業務全般に係る経費

として１，１３７万円を計上しています。減額の主なものは、１２節委託料において、

昨年実施した路線価鑑定評価業務及び、特別徴収税額決定通知の電子化対応などに伴

う基幹系システム改修業務によるものです。２２節償還金利子及び割引料では、基幹

系システム譲渡事業償還金について、改修したシステムの代金償還に２１８万１，０

００円を計上しています。以上です。 
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住民課長  次に６０ページ下段をごらんください。３項１目戸籍住民基本台帳費、

本年度予算額２，１６０万円。説明欄、戸籍住民経費では、次ページにかけまして、

戸籍、住民基本台帳、マイナンバーカード関連事務などに係る経費を計上しています。 

前年度対比、増額の主な理由は、住民基本台帳ネットワークシステム更新業務委託料

５３０万２，０００円、コンビニ交付サービスに伴うクラウドシステム使用料３６９

万６，０００円の計上によるものです。以上です。 

総務課長  次に６１ページ下段、４項１目選挙管理委員会費、本年度予算額２５万

円。説明欄、選挙管理委員会運営経費として、次ページにかけまして委員４名分の報

酬、費用弁償及び任期中１回の委員研修に係る費用を計上しています。 

次に、２目町長選挙費、本年度予算額７４５万５，０００円。説明欄、町長選挙事

業として、次ページにかけまして、令和６年１０月３日任期満了となる南幌町長選挙

に係る執行経費を計上しています。次に、知事道議選挙及び町議会議員選挙費につい

ては皆減です。以上です。 

議会事務局長  ６４ページをお開きください。なお、６３ページ下段から６４ペー

ジ上段の統計調査費は、商工費での説明となります。中段、６項１目監査委員費、本

年度予算額１２４万１，０００円。前年同額となっております。事業名、監査委員運

営経費では、監査委員及びその業務に係る経費を計上しています。以上です。 

石川委員長  それでは、同時審査項目として、ふれあい館管理費についてお願いい

たします。 

総務課長  それでは、続きまして同時審査分の説明を行います。予算書の９７ペー

ジ下段をお開き願います。５款１項６目ふれあい館管理費、本年度予算額１，５２０

万１，０００円。説明欄、ふれあい館管理経費として、次ページにかけて、夕張太ふ

れあい館の燃料費、光熱水費、管理清掃業務２名分に係る委託経費をはじめ、管理運

営に必要な経費を計上しています。前年度との主な相違ですが、１４節工事請負費で、

施設の空調・換気設備設置工事費用を本年度計上しています。以上です。 

石川委員長   それでは説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

西股委員  ６３ページの選挙の関係でお聞きします。ポスターの掲示板設置及び撤

去の関係で予算をみているのですが、ポスターの掲示板については３３か所に設置さ

れて、場所が決められているわけなんですけれども、町の人口が市街地と農村部でい

ろいろ変わってきているという状況において、議会のほうでも投票率の関係などが

年々下がってきている部分もあるものですから、この掲示板の関係をもう少し見直す

ことはできないんだろうかと。特に市街地が増えてきている部分に対して、掲示板の

設置箇所がないという地域もあるということもありますので、国の基準で設置の場所

を決められたりいろいろしているんですけれども、選挙管理委員会においてもこれら

について協議をしていってほしいなというように思います。そういうことで、それが

可能なのかどうかという点についてお聞かせ願いたいと思います。 

総務Ｇ主査  ご質問の件につきまして、お話がありましたとおり、公職選挙法の施

行令に基づきまして、町内において３３か所設置をしているところです。各投票区に

設置するポスター掲示場につきましては、選挙ごとに選挙管理委員会において協議し、

設置場所を決めて告示をしておりますが、ご意見のとおり、地域における人口や交通
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等の事情を考慮しまして、選挙管理委員会において投票区内の設置場所について、見

直しについて検討していきたいと考えております。以上です。 

西股委員  できるだけやはり市街地のほうに設置できるような形で協議をしてい

っていただきたいなというふうに思います。 

石川委員長  要望ということでよろしいですね。（はいの声） 

これに関連しまして、質問はございませんか。 

熊木委員  今、掲示板のことについては検討するということでしたので、これに伴

って投票率が低下している問題で、選挙管理委員会ではどのように話し合っているの

かを１点伺いたいと思います。先ほど日程の説明もありましたけれども、町長選挙が

秋に行われるということで、何らかの啓蒙などが必要かと思うんですけれども、その

辺でもし現時点での検討項目などがあれば教えてほしいと思います。 

総務Ｇ主幹  ただいまの熊木委員のご質問については、町長選挙が９月に行われま

すので、その投票率の低下についての対応ということですが、やはり委員おっしゃる

とおり、町民の関心を高めていくということが大事だと選管事務局としても考えてお

ります。例えば高齢者の方など、期日前投票ですとか、投票所に行くことがなかなか

困難であるといったような方に対して、今はあいるーとを運行しておりますので、玄

関から投票所まであまり歩くこともないといったようなことを積極的に啓発しなが

ら、投票所へ行きやすいんだといったような啓発を行っていくですとか、また９月の

選挙ですので、お祭りですとかイベントが近くで開催されると思いますので、そうい

ったところで選挙に関する情報の提供や啓発活動を行っていくことで、関心を持つき

っかけづくりとなればということで選管事務局としては考えていきたいと思ってお

ります。以上です。 

熊木委員  今、検討しているということなんですけれども、南幌だけでなくて全国

的に投票率が下がっているということはあるかと思うんですよね。それで、各地でい

ろいろ取組をされているようなんですけれども、迎えに来たというか、車の中で投票

ができるとか、そういうようなことまで考えてやっている自治体もあるので、その辺

もぜひできるかどうかの検討とかをしてもらいたいと思います。これは要望です。 

石川委員長  要望ということでお願いします。 

ほかにございませんか。（なしの声） 

では、質疑がないようですのでこれで打ち切ってよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。それでは、午前中予定しておりました総務費はこ

れで終わりましたので、午後１時まで休会といたします。 

（午前１１時４１分） 

（午後 ０時５７分） 

石川委員長  予定より少し早いですけれども、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

それでは審査順序３番目、３款民生費について審議を行います。説明をよろしくお

願いします。 

保健福祉課長  予算書６４ページをごらんください。３款１項１目社会福祉総務費、

本年度予算額８，４８８万１，０００円。社会福祉協議会運営補助事業では、福祉事

業経費と事務局職員の人件費に対する一部補助金４５万８，０００円を計上していま
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す。 

高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対する一部補助金１８６万

１，０００円を計上しています。 

民生委員児童委員活動経費では、協議会委員２３名分の活動支援補助金など１６８

万３，０００円を計上しています。 

国民健康保険特別会計繰出金では、詳細について特別会計予算で説明いたしますが、

一般会計からの繰出金として７，９５８万５，０００円を計上しています。 

 避難行動要支援者避難支援事業では、管理システム保守及び地図データ更新に伴う

費用４０万８，０００円を計上しています。６６ページにまいります。 

社会福祉総務経費では、地域福祉計画策定に係る経費、行旅病死人に係る経費、社

会福祉関係団体への負担金、戦没者追悼式の開催に対する経費８８万６，０００円を

計上しています。次ページをごらんください。 

２目障がい者福祉費、本年度予算額３億７，５１０万８，０００円。地域生活支援

事業では、障がいのある方への福祉サービスや相談事業、障がいのある方への理解促

進を図るための啓発などの経費７２８万８，０００円を計上しています。６８ページ

中段をごらんください 

福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障がいのある方の外出支援を目的に、初乗り

運賃の助成経費６９万８，０００円を計上しています。 

 人工透析患者等通院交通費助成事業では、透析療法で町外へ通院されている方と、

北海道が定める特定疾患受給者証を受けて定期的に通院されている方に対し、交通費

の助成経費４０万円を計上しています。 

 精神保健福祉事業では、自殺予防対策として、こころの健康相談やこころの健康づ

くり講演会、命のふれあい交流事業等に係る経費５１万７，０００円を計上していま

す。次ページをごらんください。 

 障がい者自立促進交通費助成事業では、福祉的就労や自立促進を目的に、障がい福

祉サービス事業所へ通所されている方への交通費一部負担７２万円を計上していま

す。 

 難聴児補聴器購入助成事業では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等度

の難聴がある児童の健全な発達を支援するために、補聴器購入費等を助成する経費、

１１万３，０００円を計上しています。 

 障がい者福祉経費では、主に障がい者の就労支援や生活介護、補装具の支給などの

自立支援給付事業及び相談支援事業などに係る経費３億６，５３７万２，０００円を

計上しています。７０ページ下段をごらんください。 

３目高齢者福祉費、本年度予算額１億４，０６８万５，０００円。高齢者在宅支援

事業では、緊急通報装置設置事業、除雪サービス事業並びに屋根雪下ろし助成事業に

係る経費５２８万円を計上しています。次ページ中段をごらんください。 

老人クラブ助成事業では、町内の１７の単位老人クラブと老人クラブ連合会への補

助金９１万６，０００円を計上しています。 

 介護保険特別会計繰出金は、詳細については特別会計予算で説明いたしますが、一

般会計からの繰出金１億２，９２６万１，０００円を計上しています。 
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 高齢者福祉経費では、主に養護老人ホーム入所経費など５２２万８，０００円を計

上しています。７１ページ下段から７２ページにかけてごらんください。 

 ４目地域包括支援センター事業費、本年度予算額３９６万９，０００円。地域包括

支援センター事業では、介護予防サービス計画作成などの経費を計上しています。以

上です。 

住民課長  次に、７２ページ中段をごらんください。５目重度心身障がい者福祉費、

本年度予算額１，９４６万１，０００円。説明欄、重度心身障がい者医療費助成経費

では、重度心身障がい者の医療費の一部助成に係る経費を計上しています。道の補助

率は２分の１で、実績を考慮して計上しています。 

６目ひとり親家庭等福祉費、本年度予算額３４７万円。説明欄、ひとり親家庭等医

療費助成経費では、次ページにかけまして、ひとり親家庭等の父親、母親及び子ども

の医療費の一部助成に要する経費を計上しています。道の補助率は２分の１で、実績

を考慮してほぼ例年同様の計上としています。 

７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億６，７６２万９，０００円。説明欄、後

期高齢者医療事業では、次ページにかけまして、本町が一般会計で負担すべき広域連

合への療養給付費負担金、保険料軽減措置に係る公費負担分と広域連合への事務費負

担金の後期高齢者医療特別会計への繰出金のほか、後期高齢者健診委託料及び高齢者

の保健事業と介護予防等の一体的な事業に係る経費として、看護師の人件費や消耗品

費などを計上しています。以上です。 

保健福祉課長  ７４ページ中段をごらんください。２項１目児童福祉総務費、本年

度予算額１億１，００４万６，０００円。学童保育事業では、放課後児童指導員４名

分の報酬と事業運営に係る経費１，０６７万４，０００円を計上しています。次ペー

ジ中段をごらんください。 

 早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児などを支援する事業経費６２万５，０

００円を計上しています。７６ページをごらんください。 

 児童生徒等医療費助成事業は、小学生から高校生までの医療費全額助成の経費とし

て１，７５６万７，０００円を計上しています。 

 児童福祉総務経費では、すきやき隊活動事業、乳幼児等医療助成事業、障がい児支

援給付事業などに係る経費８，１１８万を円計上しています。次ページをごらんくだ

さい。 

 ２目児童措置費、本年度予算額１億１，３１９万９，０００円。児童手当支給経費

では、令和６年１０月からの児童手当拡充に伴い、対象を高校生年代までとし、支給

金額を月額３歳未満１５，０００円、３歳以上１０，０００円、また、第３子以降は

３０，０００円の加算分を計上しています。 

３目保育所費、本年度予算額３億６，９２２万７，０００円。保育所等運営補助事

業では、いちい保育園と認定こども園みどり野幼稚園、町外の保育所・幼稚園等の施

設給付や延長保育、一時預かり事業等の実施に対する補助金などを計上しています。

また、保育士等就労支援事業では、対象になる保育士１３人分の補助金を計上してい

ます。７８ページ下段をごらんください 

 ４目子育支援費、本年度予算額１，１３８万６，０００円。地域子育て支援センタ
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ー事業では、いちい保育園への事業委託費として７３０万円。子ども・子育て支援事

業では、子育て短期支援事業や子育て世帯訪問支援事業、ファミリー・サポート・セ

ンター事業等の経費１４１万２，０００円を計上しています。次ページをごらんくだ

さい。 

病児・病後児保育では、施設管理等に係る経費などとして２６７万４，０００円を

計上しています。以上です。 

石川委員長  それでは説明が終わりました。皆さんのほうから質疑をいただきたい

と思います。 

家塚委員  私のほうから２点ほど質問させていただきます。まず高齢者在宅支援事

業で、５２８万円ほど予算計上しています。この中で、除雪サービス事業の委託料が

４４８万２，０００円ということなんですけれども、高齢者事業団や建設業協会、あ

とは農業法人もあるんでしょうけど、それらに委託してやっているということですが、

現在高齢化に向かってこういう除雪サービスの申請が年々多くなってきているのか

なと思います。その反面、やる側といいますか、委託を受ける側ですね。建設業協会

なり事業団なり、やはり担い手が減ってきている状況のなかで、このままいくとこの

事業が本当に成り立っていくのかなという気がするのですが、町として今後高齢化に

向けてサービスを利用する方が増えて、やる方が減っていくということをどう捉えて

いるか、１点お聞かせ願います。 

次に、保育士等就労支援事業、予算書７８ページです。予算資料では１１ページな

んですが、昨日同僚議員からも一般質問で話があったように、保育士が充足している

かどうかというのはあるのですが、両方の保育所で待機児童は出ていませんというこ

とでした。それで、今のこの制度では就労祝い金５万円、保育士手当月額２万円、勤

続祝い金で１０万円をそれぞれ予算で見ているんですが、この金額の設定の考え方で

すね。例えば近隣町村でこういう形でやっているのかどうかはちょっとわかりません

が、この金額設定の考え方を教えていただきたいと思います。 

高齢者包括Ｇ主幹  ただいまの家塚委員の除雪サービスについてのご質問でござ

いますが、除雪サービスにつきましては、毎年その年度で募集を募っているところで

ございます。令和５年度につきましては申請が９９件あり、そのうち除雪サービスの

審査において、自力で除雪が困難という要件に該当しない方もいることから、８９件

のサービスの利用に至ってございます。除雪作業の依頼者につきましては、高齢者事

業団に３７件、南幌町道路維持組合に４０件と、おおむね市街地区の除雪を依頼して

ございます。また、農家地区につきましては農業生産法人に８件依頼し、除雪サービ

ス事業を実施しておりますが、先ほど委員も言われたとおり、近年は北日本各地で除

雪作業の担い手不足が深刻となっており、南幌町においても除雪を行う業者の減少や、

高齢者事業団の加入者減少などにより、現状の事業の規模が限界の状況と考えてござ

います。特に農家地区につきましては、移動距離や敷地の広さなどにより、新規の利

用者の対応が特に困難となってございますので、現状としては冬期間に入る前には関

係事業者と事前に協議を行い、除雪サービスの維持に努めている状況となってござい

ます。今後、現状としてはここ数年の申込者については大体同じ人数で推移している

のですが、今後高齢化が進み、希望者も増えてくるということもございますので、そ
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の辺については町の除雪に関係する部署とも協議をしながら、今後実際に事業の規模

を縮小、もしくは町外の事業者を含めるだとか、そういうようなことも今後検討して

いかなければならないというような状況でございますが、現在のところは何とか実施

できているというところでございます。以上です。 

健康子育てＧ主査  保育士就労支援事業の金額設定の考え方についてですが、実施

しております北広島市、恵庭市等の補助事業額を参考にいたしまして、課内で計算し

まして、理事者にかけてこれを決定しております。近隣の長沼町、栗山町、由仁町で

は、現在この保育士就労支援は行っておりません。それで、町内在住者と町外在住者

に分けた理由は、町内に転入していただく、南幌町に人を呼び込むために、住宅手当

的なものとして今回これを設定しております。以上になります。 

家塚委員  それではまず除雪サービスの関係ですが、今のところは何とかやってい

るということで、ただ将来的には町外の事業者も検討に入るのかなと思うのですが、

いろいろやり方はあるんだろうと思います。というのは、他府県もそうですが、道内

でも、例えば町内会に行政が除雪機を貸し出して、地域で除雪をやってもらうという

やり方を実際にやっている所もあるので、できればそういう所もあわせて調査なりし

ていただいて、検討していただくのがいいのかなというように思っています。ただ、

地域と言っても同じ雪が降りますので、はたしてそのところでできるかどうかという

のはあるのですが、いろんなやり方があると思います。それを要望するのと、今日は

事業団の局長も出席していただいているので、その辺で今の事業団の現状をお話いた

だければと思っています。 

それと、保育士の話がありましたが、北広島市と恵庭市を参考にして料金を設定し

ているということで、隣接する町はしていないということを考えると、うちのサービ

スはそういう部分ではいいのかなというように思っています。ただ、こういう事業の

中で進めてきて、できればずっと保育士として勤務をしてもらうのが１番いいんでし

ょうけども、今の制度でやっている中で、途中で何らかの事情で辞めたりしている方

がいるのかどうか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

社会福祉協議会事務局長  高齢者事業団の状況についてお話ししたいと思います。

現在、事業団の会員数が大体７５名加入しております。一般家庭、公共団体、民間企

業等で自動車の送迎の運転、木の剪定などの技能業務、学校開放、公園施設などの管

理業務、除雪、草刈り等の軽作業業務など、令和４年度では８５０件ほど行っており

ます。除雪業務についてご説明したいと思います。令和５年度につきましては、担当

している会員さん１５名で除雪業務を行っております。途中なんですけれども、１人

病気のために入院された方もいるので、実質的には１４名で行いまして、途中から振

り分けて作業を行っております。今年度、高齢者事業団では７０件除雪業務に携わっ

ておりまして、事業団分ということで、先ほどの説明のとおり町のほうから３７件と

なっております。また、単発での除雪や物置等の屋根の雪下ろしの作業なども行って

いたり、例えば業者のほうで断られて事業団のほうにお願いがあって対応しているケ

ースもあります。課題につきましては、高齢化ということで新規の会員の入会が少な

く、働き方改革のために６５歳定年や７０歳以上でも働いている方もおります。また、

平均年齢につきましては７４歳ということで、除雪の部分を最高齢で８２歳の方が行
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っております。８０歳に近い方がそのほかやっているということで、今回入院をされ

た方もいまして、その振り分けの部分も実際に町場の方が対応できればいいんですけ

ども、たとえば会員の中で、農家地区の１２区の方が市街地区に来て除雪をしている

ケースもあります。また、町場の市街地区の除雪があった時にその業務が発生します

ので、今年のように例えば３日４日連続で除雪が続くと、作業員さんが毎日のように

やるということで、やはり体力的にも厳しい状況でございまして、毎年会員さんのほ

うからは件数を減らしてほしいという要望があります。現場統括がおりますけれども、

それが悩みの種となっております。また、会員の方１４名のうち１１名の方につきま

しては、自分で軽トラ及び除雪機を借りている状況で作業を行っております。そのほ

か軽トラックにつきましては、建設業協会及び農業法人のほうで軽トラックを借りて

作業を行っております。例えば会員さんが増えたとしても、そういう軽トラックや除

雪機がなければできないということが課題にもなってきます。除雪のことばかり申し

ましたが、夏場についても草刈りや木の剪定などを行っております。去年の８月には

猛暑のため、実際的に１カ月間その業務を休んだというケースもあります。人数が少

なく厳しいことばかり申しましたが、会員を増やすために、今後も町広報や社協だよ

りに募集の掲載を行いまして、町民の要望に応えられるよう努力していきたいと思い

ます。以上で説明を終わります。 

健康子育てＧ主査  令和４年度採用の方が、体調不良により交付対象要件の労働時

間が１日６時間以上、１月につき２０日以上の要件を満たさない方が１人いらっしゃ

いました。以上です。 

家塚委員  事業団について、細かい説明をありがとうございました。状況がわかり

ましたので、周知に努めて１人でも多く会員を募集してもらうようにお願いをしたい

と思います。 

それと、保育士の就労のほうはわかりました。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

佐藤委員  資料の１１ページ、病児・病後児保育事業です。こちらの事業の予算は

２６７万４，０００円になっております。先ほどのご説明では施設管理という話でし

たけれども、そちらの内訳を教えてください。 

それと現在の利用者数と活用状況も教えてください。 

また、この補助金は国庫補助金と道補助金が入っているわけなんですけれども、利

用者数の増減で補助金が変わるのかどうか。 

それとこの病児・病後児保育事業に対しての町民の認知度はどうなのか。この４点

お願いいたします。 

健康子育てＧ主幹  まず１点目の質問にお答えいたします。病児・病後児保育の主

な事業費としまして、施設管理料業務、町立病院への委託料を２４６万１，８００円

計上しております。こちらは町立病院に病児・病後児保育室を、１階の外来横に設け

させていただいております。委託経費としまして、燃料費はじめ電気料、水道代等で

委託料としてお支払いしていることと、あとは病院の一室をお借りしているというこ

とで、その一室分の計算をしまして、月額１４万６，０００円を計上しております。

そのほかには、病院で病児・病後児保育を医療者のご協力、連携のもと行わせていた
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だいているということで、人件費で年間委託料として２２２万円計上しております。 

２点目の補助金のことは主査よりご説明しますので、３つ目の町民の認知度につき

ましてお答えいたします。まず利用の数なんですけれども、令和５年度の登録が２４

世帯３９名、直近で事前登録をいただいております。今年度の利用実績につきまして

は、実人数が４名、延べ人数６名となっております。年齢帯は乳児が多くて、０歳が

実２名、２歳、４歳が各１名となっております。感染症の対策が明けたのですが、安

心して病児・病後児保育をご利用いただくようにということで、町立病院との連携の

上、事業周知に努めております。具体的な周知方法として、まず３月から来年度の事

業の利用希望者に向けて、事前登録をお願いする個別通知、それから広報の周知と、

あとは子育て支援アプリを用いて、子育て世帯の方にこの事業の周知を図り、認知度

合いを上げるように努めております。そのほかには、保育園等でのチラシ配布、あと

私たち保健師が携わる乳幼児健診等でも、保護者の方に認知度が上がるように事業周

知に努めております。以上です。 

健康子育てＧ主査  利用者数の人数に応じて補助金は変わるのかというご質問に

お答えいたします。病児・病後児保育事業では、その事業を実施することで基準額の

交付対象となります。なお、年間延べ利用児童数に応じた加算が別にございます。病

児保育は５０人以上１００人未満の場合、１００万円の加算があります。病後児保育

は５０人以上１００人未満の利用人数がございましたら、１３０万円の加算がありま

す。ただ現在、南幌町では実績５０人未満ですので、この加算の部分は申請しており

ません。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。施設管理の内訳として、委託料が２４６万円と

いうことで、この委託料の中に保育士さんの人件費もあると思うんですけれども、そ

れも含まれての金額なのか、それも教えてください。 

補助金のことはわかりました。 

それと、町民の認知度ということなんですけれども、町民の方にいろいろ病院に行

った時にここが病児保育室なんですよという話をした時に、皆さん結構驚かれるんで

すよね。まあ子どもさんがいない人に聞いているからなのかもしれないんですけれど

も、そういう子どもさんがいない人であってもわかるような、病院の中で工夫をして

ほしいと思います。それとこの病児・病後児保育は、どこの町でもあるわけではない

んですよね。本当に貴重なものだと思うんです。それで、今うちの町もどんどん人口

が増えて子どもさんが増えてきている中で、以前は南幌町の人が本当に子どもを預け

る所がなくて江別まで行っていたという話を聞いています。ですからそういう部分で

は、病気の時なのでいつでもたくさん利用してほしいというものでもないんですけれ

ども、本当に親御さんが困った時にはせっかくあるものなので利用してほしいなとい

う思いがあるんですよね。それで、ぜひ愛称をつけていただいたらどうかなと思いま

す。今はただ病児・病後児保育事業なんですけど、いろんな町でぽっくるちゃんとか

何とかちゃんとか、そういう感じで愛称をつけていますので、そういう部分でもっと

認知を広げて、本当に困った時に活用していただきたいと思いますので、そこのとこ

ろをよろしくお願いします。先ほどの委託料の人件費の部分だけお願いします。 

健康子育てＧ主幹  佐藤委員、いろんなご助言をありがとうございます。一つ目の
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委託料の中に、保育士の人件費が含まれているかについては、含まれていません。保

育士については保健福祉課に在籍している保育士資格を持つ者が、ご相談があった時

に対応させていただいております。それと、２点目と３点目は参考にしていきたいと

思います。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

熊木委員  除雪サービスのことについて１点伺います。先ほどの説明を受けた後な

のでなかなか質問しづらいんですけれども、厳しい状況だということはわかりました。

それで、先ほどの家塚委員への答弁の中で、今年９９件申請があって、サービスの利

用が８９件だったというお話でした。１０件の方が該当外ということで、その方たち

には何かほかにこういう所で除雪サービスがあるというものを紹介するとか、そのよ

うな便宜を図られたのかどうかが１点です。 

それと、私は去年も予算委員会でこの質問をしているんですけども、令和４年度の

時は、その前までサービスを受けられていたのが該当にならなかったということで、

大変困ったという声を何人かからお聞きしたんですよね。その理由が、町内に親族が

いるとかいうことで、親族がいても離れて暮らしているとか、そういういろんな事情

で本当に困っているという声を聞きました。確かにサービスを受けたい人とサービス

をする側の人数だとか、いろいろ大変だというのはわかるんですけれども、やはり高

齢になってこういうサービスを利用したいという人がこれからも増えていくと思う

んですよね。それで、いろいろ工夫されて高齢者事業団の会員も募集したりとか、い

ろいろ苦労されていると思うんですけれども、やはりこの問題はまだこれからもどん

どん出てくると思うので、対策を今も講じていると思うんですけれども、さらなる対

策をしてほしいと思いますので、その該当にならなかった１０件のことについて伺い

ます。 

それと保育士の関係で、昨日の同僚議員の一般質問の中では、今は待機児童がいな

いということとかをいろいろ答弁されましたので、そこの部分はわかるんですけれど

も、今は乳幼児というか、小さい子どもさんたちのいる家庭とかが増えているという

ところで、やはりいつでも対応できるような保育士の確保というのは引き続き必要だ

と思います。その辺で、以前聞いた時は申し込みとかに来た方に保育士の資格を持っ

ていますかとかいろいろお聞きして、即戦力じゃないけれども空いている時間にパー

トでお願いするだとか、そういう話をしたという、きめ細かいことをやっておられた

んですよね。その辺で何か新たなことがあるのかどうか、その２点お願いいたします。 

高齢者包括Ｇ主幹  ただいまの熊木委員の除雪サービスのご質問の件につきまし

て、令和５年度は申請９９件のうち、該当になったのが８９件ということで、漏れた

１０件の方に対して紹介などの便宜を図ったかということなんですけども、こちらに

つきましては、ご要望があれば町の除雪をやっています業者、もしくは高齢者事業団

ということでご紹介をさせていただいているところでございます。また、条件に該当

しなかった方ということで１０件なんですけれども、こちらにつきましては広報等で

募集をかける段階で要綱等の条件を記載させてもらっていますが、その条件等に該当

しないというか、自力の除雪が困難ということに該当しない場合、内部の委員会を設

けましてそこで判断しまして、１０件は非該当となったということでございます。以
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上です。 

健康子育てＧ主幹  ２点目のご質問にお答えいたします。保育士確保については、

昨日町長の答弁にもあったように、急務でございます。私たちも新たなことなどは言

えないんですけれども、まず今の保育士等就労支援事業、それから保育士人材バンク

事業等の周知を図りつつ、新たなことではないのですが、やはり窓口で保育の入所の

届出、学童保育の届出、それから健康子育てグループとしては乳幼児健診にも携わっ

ているものですから、訪問等や健診時にどんなお仕事をされていたかというところで

知り得た範囲でお声掛けをさせていただいています。実際にお母様のほうから、南幌

町に引っ越してきて勤めたいのですがどんなところがあるんでしょうかと聞いてい

ただく声もあって、町内ではというところでご説明もできますので、そのような場を

有効に使って保育士の人材確保に今後も努めていきたいと思います。以上です。 

熊木委員  保育園のことについてはわかりました。やはりそういう声かけによって、

働ける人材がいらっしゃるかもしれないということで、ぜひつなげてほしいなと思い

ます。 

それから除雪のことについては、要件があって審査会の中でこの方は今回は該当し

ないというふうになったということなんですけれども、それについては今回該当しな

かった方は納得されたというか、そういうのはあるんでしょうか。というのは、前年

度の令和４年までサービスを受けていて、５年にだめだったという方は、やはり今ま

でと同じように隣近所の方が受けられていて、何にもそれが変わらないのにうちは該

当しないと。それがなぜなのかというところが納得いっていないという方がいらっし

ゃいました。その辺で、やはり十分な説明とともに審査して、その条件にあわせてと

言うんだけれども、やはりそういうふうに本人は捉えていないというところを、きち

んと話を聞いて対応していくことが必要だと思いますので、その辺で何かもし答弁が

あれば伺いたいと思います。 

高齢者包括Ｇ主幹  今回の申請に対して納得がしていただけていないという方に

対してのことなんですけれども、今年度は終わりましたので来年度に向けては、今ま

では審査に該当しませんでしたということは通知で報告していたんですけれども、今

後検討・協議しまして、口頭での説明もつけ加えた形で行っていくということも考え

ていかなければならないのかなということで、今ご質問を受けて気づきましたので、

今後その辺に向けて協議していきたいと思います。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、民生費につきましての質疑はこれで終了してよろしいでしょう

か。（はいの声） 

それでは民生費の質疑はこれで終了いたします。ここで２時５分まで休憩といたし

ます。 

（午後 １時４２分） 

（午後 ２時０５分） 

石川委員長  それでは、それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 審査順序４番目、４款衛生費について審査を行います。説明のほうよろしくお願い

します。 
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保健福祉課長  予算書８０ページから８１ページをごらんください。４款１項１目

保健衛生総務費、本年度予算額２，００１万２，０００円。母子保健事業では、４月

からのこども家庭センター設置によるきめ細やかな支援相談を行った上で、母子手帳

の交付、妊産婦及び乳幼児の健診、産後ケア事業、子育て支援アプリ、乳幼児用防災

リュックなどに係る経費を計上しています。 

また、出産・子育て応援事業では、伴走型相談支援とあわせ、妊娠届出時５万円、

出産時５万円の経済的支援を引き続き実施します。８１ページ下段から８２ページを

ごらんください。 

２目予防費、本年度予算額４，０１９万８，０００円。成人保健事業では、各種が

ん検診実施に伴う検診料や受診券交付などの経費１，７８７万８，０００円を計上し

ています。８２ページ下段から８３ページをごらんください。 

 感染症予防事業では、乳幼児と高齢者に対する各種予防接種に伴う委託料などの経

費２，２１０万４，０００円を計上しています。なお、新型コロナウイルスワクチン

接種は、令和６年度より特例臨時接種から定期予防接種に移行したことから、対象に

なる６５歳以上の高齢者等の半額助成を計上していきます。 

予防経費では、狂犬病予防接種、畜犬登録などの経費２１万６，０００円を計上し

ています。 

住民課長  次に、８３ページ中段をごらんください。３目環境衛生費、本年度予算

額９５７万１，０００円。説明欄、環境衛生経費として４１万７，０００円。墓地管

理、スズメバチ駆除に要する経費などを計上しています。 

次に、南空知葬斎組合負担金として９１５万４，０００円を計上しています。 

４目病院費、本年度予算額２億６，６８８万９，０００円。詳細は、病院事業会計

予算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  ８４ページから８５ページをごらんください。５目保健福祉総合セ

ンター管理費、本年度予算額４，８１８万７，０００円。保健福祉総合センター管理

経費では、あいくる全体の維持管理に係る経費を計上しており、本年度は、自動制御

設備交換修繕工事、ファンコイルユニット交換修繕工事の費用を計上しています。 

以上です。 

住民課長  次に、８６ページ上段をごらんください。２項１目じん芥処理費、本年

度予算額１億３，７４６万５，０００円。説明欄、ごみ処理対策事業では、不法投棄

された処理困難物の処理等に係る経費のほか、南空知公衆衛生組合負担金１億６２０

万６，０００円及び道央廃棄物処理組合負担金２，９５３万５，０００円、新たに行

政区・町内会が実施するごみボックスの修繕費用に対する補助金を計上しています。

道央廃棄物処理組合の焼却施設につきましては、外構工事の植栽を除き工事は概ね完

了し、現在試運転を行っており、令和６年４月から本稼働となる予定です。 

２目し尿処理費、本年度予算額１，３３９万３，０００円。説明欄、し尿等処理委

託事業では、北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を計上しています。以上で、

４款衛生費の説明を終わります。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑を取りたいと思いま

す。 
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星委員  私のほうから２点なんですけれども、まず１点目は８１ページです。繰り

返しになるかと思うのですが、確認のため質問させてください。こども家庭センター

に係る費用の件なんですけれども、こちらは８１ページ上段にある乳幼児健康診査や、

歯科健診、産後ケアなどに係ることを、こども家庭センターに係る経費としてみてよ

ろしいかどうか確認します。 

次は８６ページの、塵芥処理費、ごみ処理対策事業についてなんですけれども、備

品の購入費について、ごみ処理対策用備品とあるんですけれども、この内訳をお聞か

せください。 

健康子育てＧ主査  １点目の、こども家庭センターの関係についてご説明します。

こども家庭センターの費用につきましては、今回計上しておりますのはこども家庭セ

ンターの運営に当たって事務処理が必要になりますので、一般の事務員の報酬と、あ

とは子育て相談を担当していただく心理士の関係で、今まで月に２回ほど来ていただ

いて子育て相談に対応していただいていたのですが、次年度につきましては週に２日

ほど来ていただいて子育て相談等に対応していただくということで、そちらの金額が

大きく増えております。そのほかに需用費として、こども家庭センターの設置に伴い

まして、おもちゃですとかそういった相談に使うような物品の購入を、こども家庭セ

ンターの主な予算として計上しているところです。以上です。 

環境交通Ｇ主査  ２点目の、ごみ処理対策用備品について説明します。こちらにつ

いては、新たに設置するごみステーションに置くごみボックス３台分の設置経費にな

ります。以上です。 

星委員  こども家庭センターに係る経費については理解しました。 

次にごみステーションに関してなんですけれども、ごみステーションを新たに３台

設置するということなんですが、これはどこに設置するのかをお聞かせください。 

環境交通Ｇ主査  ごみボックス３台なんですけれども、東町に２台と、６区に１台

設置予定となっております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。やはりこのごみはいろいろ問題が生活に密着して

いるので、常日頃いろいろなごみに関わる問題というものが浮き上がってくるんです

けれども、現在住民から何かごみに対しての要望ですとか、今回設置するごみボック

スについては３台ですけれども、実際に新しく設置してほしいという声がどのくらい

住民から上がっているだとか、そういう状況があればお聞かせいただきたいです。 

環境交通Ｇ主査  現在、新たに町内会からごみステーションの数を増やしてほしい

という要望は特に多くは来ていないんですけれども、今東町で住宅が増えていますの

で、それにあわせて今回も２台増設する予定ではあります。今後の住宅の建ち方を見

ながら、令和７年度についても台数を増やしていく予定で考えております。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

家塚委員  予算書８０ページの、保健衛生総務費の母子保健事業、こども家庭セン

ターの関係です。前回全員協議会の中で説明は受けたのですが、現体制の中で支援す

るのかということと、こども家庭センターを設置することによってどういうところが

変わってくるのか、その辺を再度説明いただきたいと思います。 

健康子育てＧ主幹  今の母子保健事業、こども家庭センターの設置についての、ま
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ず１点目の体制についてです。南幌町は保健福祉課内に児童福祉に担当する者、母子

保健業務に担当する者、今は一つのグループで専門職の配置をいただいております。

来年度についても、こども家庭センターを行うに当たっては現体制で行うのですが、

２点目も関わってきます、こども家庭センターを設置する意義といいますか、今、国

のほうでも子育て支援の充実をということで進められています。南幌町は、転入者の

増加や若い方々、子育てに携わっている方が増えていること、それから、子を育てる

というのはとても幸せなことでもあるんですが、若いお母様方はやはり今の情報過多

の中、慣れない土地での子育て等、とても私たちの想像がつかないようなお困りごと

を抱えている方、孤独の中で子育てに従事されている方の声を、日々私たち保健師は、

乳幼児健診や子育て相談等で聞き取っております。今まで現状も、保健福祉課、あい

くるの中で、私たち専門職保健師、作業療法士をはじめ言語聴覚士、保育士資格を持

った者は、何かお困りごとがあると、専門職として保健福祉課として打ち合わせ等を

行い、いろんなアイデアや対応策を考えてまいりました。こども家庭センターを設置

することで、よりお困りの方の対応を多職種で対応させていただくということと、よ

り連携を深めて今南幌町で行っている児童のサービス、母子保健のサービス、そして

連携を取らせていただいている各関係機関との支援策のプランを詰めながら、南幌町

で少しでも安心して子育てしていけるようにということで、窓口の一本化も図るとい

う意味で、こども家庭センターの設置を図らせていただきます。以上です。 

家塚委員  わかりました。今まで以上に連携を取りながら子育て支援を充実してい

くということなので、今の町の施策にあった形にやるということでよろしいですね。 

健康子育てＧ主幹  はい、そのとおりです。子育て支援にこれからも力を入れてい

きたいと思います。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

佐藤委員  １点です。資料の８４ページ、保健福祉総合センター管理経費なんです

けれども、今あいくるの中で、ふれあいの湯や健康マージャンとか、いろんな健康促

進事業で交流の場になっていると思うんですよね。その中で、入り口左のほうに健康

器具が何台かあるんですけれども、できたらぜひ数を増やしてほしいという住民から

の声がありました。購入するとなるとかなり金額もかかると思いますので、リース等

も含めて今後増やしていただく考えはあるかどうか。保健福祉総合センターなんです

けれども、あそこが唯一の健康器具がある所だというところで、ぜひ活用してほしい

なという思いもありますので、ぜひそこのところをお聞かせ願います。 

福祉障がいＧ主査  先ほどご指摘いただきました健康器具に関してなんですけど

も、今現在置いてある健康器具につきましては全て寄贈されたものという形になって

おります。今後、ご指摘いただいたとおり増やしていくという考えは、今後検討させ

ていただいて進めてまいりたいと思います。以上です。 

佐藤委員  ぜひよろしくお願いします。それと、できましたらあそこの後ろに衝立

か何かがあればうれしいというお話でした。思いっ切り漕いでいる姿を通行人に見ら

れたくないという方もおりましたので、そういう声への配慮に対してもぜひ検討して

いただきたいなと思います。 

石川委員長  要望ということでよろしいですね。（はいの声） 
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ほかにありませんか。 

熊木委員  ４点伺います。１点目は、環境衛生費のスズメバチの駆除のことについ

て、公共施設というか、公園とかそういう所でスズメバチの駆除が何件あったのかと

いうことと、今はみんな町民も個人で駆除しなければいけないんですけれども、町民

からの問い合わせとか相談件数とかがあったのか。その場合は町民にどのようにお知

らせとかをしているのか、それが１点です。 

次に、ごみ処理のことです。先日の議会報告懇談会の中で、国道をまたいで横断し

てごみ処理をしないといけないので、危険だという意見が出たんですよね。先ほどご

みボックスを３か所新設するというお話があったんですけれども、やはりそういうよ

うな声が届いているのか。もしそうであれば、危ない国道をまたがなくてもごみを出

せるように、そういうようなことが必要ではないかということが２点目です。 

ごみに関連して、３点目は資源回収団体への奨励金交付事業というのを南空知３町

でやっているんですよね。その３町の中でも、この団体にやっているのが南幌が１番

件数が少ないんですよね。前は老人会とかいろんな形で多かったのが、やはりだんだ

んその活動ができなくなって減っているということはあるんですけれども、やはり資

源を無駄にしないということと、地域で団体とかを組んでやることによって、持って

行ってもらえるのと奨励金が出るということもあるので、積極的に啓蒙する必要があ

ると思うんですけれども、南空知３町のニュースとかそういうものにも載っています

が、さらに町広報とかでも定期的に広めていくということをやるべきではないかなと

思うのが３点目です。 

４点目は、保健福祉総合センター管理事業のところで、あいくる室内の利用料の減

免基準についてです。サークルとかいろんな形であいくるを利用している方々が、例

えば病気を経験した人たちが自分たちでグループをつくって、あいくるを利用して講

師に来ていただいて体操をするということをやっている団体があるんですよね。その

場合、営利団体では全くないんですけれども、講師に来ていただくので１人１，００

０円とかお金を払ってやるという場合も会場費が普通にかかるというところで、やは

りそのような団体には会場費は減免するとか無料にするとか、そういうことが必要で

はないかなと思うんですけれども、その辺の基準はあるのでしょうか。そういう相談

を受けたことがあるのかどうか、お願いします。 

環境交通Ｇ主査  まず１点目の、スズメバチの駆除の関係なんですが、令和５年に

関しましては公共施設で４件、一般の町民の方からの相談件数が３件ありました。そ

れで、公共施設については町の予算で駆除を行っておりまして、町民からの相談を受

けた箇所については、一応念のためこちらから現地を確認した上で、所有者の方に駆

除の会社を紹介して対応していただいているところです。 

続いて、２点目の高齢者のごみ出し問題の関係です。国道をまたいでいるという話

だったので、おそらく今ちょうど相談を受けている６区の所のお話かなと思うんです

けれども、昨年から区長になっています大栗さんと、何回かどこかごみステーション

を設置できないかということで、区のほうと私どもと、あとは南空知公衆衛生組合の

３つで、現地を見ながらどこかいいかを今話しているところです。 

続いて、資源回収の奨励金の関係なんですけれども、もともと南幌町に２３団体あ
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ったところが今順次なくなりまして、９団体まで減ってしまっているという状況です。

なかなか増やしていくことは難しいかなという気はするのですが、いい事業ですので

今のところ年に１回の周知しかしていないものですから、これからは年に何回かに分

けて周知をしていければと考えております。以上です。 

福祉障がいＧ主査  先ほどご指摘いただきました減免の件ですけれども、まず、あ

いくるの減免の基準につきましては、あいくるのみならず、町内の公共施設で統一し

た減免の基準というものがありまして、それに該当する方がまず減免になるという形

で今運用しています。それで先ほどお話しいただきました、病気を持っている方たち

のサークルという形だったんですけれども、こちらにつきましては減免の条項には該

当しないという形になっておりまして、それで現状は減免には至ってないという形に

なっています。そういった利用の相談があったかということだったんですけれども、

こちらにつきましては、施設利用として減免できないかという相談はこちらでは受け

てはおりません。以上です。 

熊木委員  １点目の、ススメバチのことについてはわかりました。公共施設でも４

件あったということで、やはりその年によってはすごく活発だということがあって、

通学路とかそういう所では本当に危険な場合もあるので、やはりぜひ対応してほしい

と思います。 

それから２点目の、国道をまたぐというところで相談をしているということなので、

危険のないように早く解消されればいいなと思いますので、引き続きお願いします。 

それから資源回収団体への奨励金の交付は、この事業はせっかく南空知３町の中で

もできている事業なので、やはりぜひ積極的な啓蒙をお願いしたいと思います。 

最後の減免のことについてなんですけれども、町の施設を利用する減免基準という

ところで、自分たちが講師を招いてそこで身体をよくするために運動していると。そ

ういう時に、その利用料を自分たちが自ら払いながら、さらに減免もない中で利用料

金も払うというところでは、やはり二重に負担がかかると思うんですよね。それで、

そういう場合に別にその講師に利用料を払ったからといって、何もそこで営業するわ

けでも何でもないので、そういう時はやはり減免の対象になってしかるべきだと思う

んです。病気を抱えて、同じ体験をした人方が運動をして、さらにそこで交流をして、

自分たちがもう少し元気でいようという形でやっているサークルなので、やはりそこ

のところはぜひ対応していただきたいと思うんですけれども、その減免基準のところ

になぜ当てはまらないのかというところがちょっとわからないので、調べていただい

て適用になるようにしていただきたいと思います。これは要望と、もし答えがあれば

お願いします。 

福祉障がいＧ主査  減免の基準につきましては、あいくるの条例で定められており

まして、一応全部で１３項目の基準があります。ただ、こちらの中に病気を持たれて

いる方の団体というのが項目としてはない状態になっていまして、やはり主にあるの

が公共性の高いものということになっています。なので、ちょっと今回は減免には至

っていないという形です。以上です。 

熊木委員  では新たに立ち上げたりした時は、町のほうにこういう公共性のある団

体を立ち上げましたということで申請する必要があるということですか。何らかの申
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請をした上で、その減免措置を受けられるかどうかということになっていくのか、そ

の辺をお聞きしたいのと、あとは条例改正とか何かそういうことが必要なのか。今す

ぐ答えが出なかったら後でもいいです。 

総務課長  今、保健福祉のほうで答弁しましたが、今ある保健福祉課の条例の中で

減免される者、団体というのがあるんです。そこの中に、その条項に該当すれば減免

になるということなので、新たに立ち上げた団体が利用される場合については、こう

いった目的でこういう団体で利用したいんだということをあいくるに相談していた

だいて、あいくるのほうでそれを加味してその条項に当てはまれば、減免ができると

いうような現状の扱いにはなろうかと思います。ですから、今熊木委員おっしゃって

いるその団体が、そういった形で運営を行っているのか、またどういう形で利用され

るのかというところを、一度あいくると相談してみてという現状ではないかと思いま

す。 

石川委員長  よろしいでしょうか。（はいの声） 

ほかにございませんか。 

高橋委員  健康被害救済制度の認知のことで質問があるんですけど、昨日の一般質

問でも、僕のほうからこれに係ることで質問させてもらいました。救済制度の認知度

が国民アンケートでは１割程度ということで、認知されていないということなんです

が、医者でも６割程度、看護師で３割以下、薬剤師も８割ぐらいですかね。意外と歯

科医師が高くて６割ぐらい知っているということなんですが、僕の周りでもほとんど

知っている人がいなくて、医療従事者でも１人、名前だけ知っているという程度でし

た。なので、昨日の町長の答弁では、ほかの自治体と同じことをやっているから問題

はないんじゃないかというような感じの答弁だったんですけど、僕はやっぱりそこを

問題視していて、専門家などが言うには、今、一応副作用の報告件数が３万６，００

０件ぐらいあるんですけど、ざっくりとした計算でも１０倍ぐらい。でもまた違う専

門家は、１００倍の４００万人ぐらいは副作用で苦しんでいる人がいるんじゃないか

という話だったんです。それで、この健康被害救済制度の周知のことなのですが、今

後周知する時は接種券と一緒に入れるということだったんですけれども、これは今ま

でどおりの感じの周知の仕方なのか、それとも健康被害救済制度というもののパンフ

レットみたいなものは別口でちゃんとあるのかということをお伺いします。 

健康子育てＧ主幹  健康被害救済制度の認知度のことですが、まず私たちは、予防

接種につきましては一番初めの新生児訪問で、制度について予防接種の種類及び接種

期間や時期ですとか、わかりやすいものを説明しています。個別対応するとしたら、

その中で何かお困りのことがあったらとにかく私たち保健師にご相談くださいとい

うことに努めていきたいと思います。実際、子どもだけではないのですが、予防接種

後何かご不安がありましたら、町民の方はあいくるにお電話をいただいています。い

つどのような接種を受けて、今どのようなことでお困りなのか、私たち保健師が対応

させていただいています。あとは周知の方法なんですが、必ず医療機関では、接種に

ついての内容の周知文を読みましたかということで、その中に健康被害ですとかご不

安なことがあったらということで、この制度についての文面があります。昨日の町長

の答弁でもありましたように、担当としましては、町民に広くより周知を図るべく、
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広報の紙面や個別対応ですとか、より周知を図り、お困りごとがないように、ご心配

がないように対応させていただこうと考えています。以上です。 

保健福祉課長  追加しまして、新型コロナ感染症は臨時特例接種が除かれるもので

すから、広報４月号でそちらのことを周知するとともに、健康被害のことについても

同じく広報でしっかりと載せてございますので、まずはそちらを見ていただくという

ことが一番重要かと思います。また、接種に当たりましては今主幹が説明したように、

接種前に必ず説明書があります。そのところに必ず健康被害のことも載せていくつも

りでございますので、そこで確認して受けていただきたいと思っております。以上で

す。 

高橋委員  広報とかでは前もやっていたということでしょうか。それとも４月広報

というのは、今まではやっていなかったということですか。 

健康子育てＧ主幹  今までは、やはり接種対象者の方へその都度説明していました

ので、個別対応をさせていただいていました。それから、今回コロナワクチンが定期

予防接種になるということで、広く町民に周知するために、４月広報にわかるように

文面を入れております。以上です。 

高橋委員  例えば、南幌町のＬＩＮＥとかフェイスブックとか回覧版とかでもいい

んですけど、そういうところで個別ではないですが周知をするというようなことはで

きないということでしょうか。 

石川委員長  広報ではやるとは言っているんですけどもね。それ以外にということ

ですね。 

健康子育てＧ主幹  予防接種の必要性と、それから接種後の不安を極力減らすとい

うことで、今の委員のご意見を参考にして考えたいと思います。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは衛生費についての質疑を終了いたします。次の特別会計に行くんですけれ

ども、職員の入れ替えがありますので暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４３分） 

（午後 ２時４７分） 

石川委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

それでは審査順序の５番目、介護保険特別会計につきまして、あわせて関連議案が

ございますので、それも含めて説明をお願いいたします。 

保健福祉課長  令和６年度南幌町介護保険特別会計予算の説明をいたします。初め

に歳出の説明をいたします。１５ページをお開きください。１款１項１目一般管理費、

本年度予算額１７５万１，０００円。介護保険事務全般に要する費用を計上していま

す。 

次に、２項１目賦課徴収費、本年度予算額７３万９，０００円。保険料の賦課徴収

に要する費用を計上しています。１６ページをごらんください。 

３項１目認定調査等費、本年度予算額６４０万８，０００円。介護支援専門員報酬、

主治医意見書など、認定調査に関する費用を計上しています。１７ページをごらんく

ださい。 
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２目認定審査会共同設置負担金、本年度予算額２７９万８，０００円。栗山町、由

仁町の３町で共同設置している審査会の負担金を計上しています。 

 ４項１目計画策定委員会費、本年度予算額３万３，０００円。介護保険事業計画の

進捗状況における評価のための策定委員会１回開催分の費用を計上しています。 

５項１目趣旨普及費、本年度予算額４３万２，０００円。第９期計画の初年度とな

ることから保険料・サービス利用等に係る小冊子を町民に配布するものです。１８ペ

ージをごらんください。 

２款１項１目居宅介護サービス給付費、本年度予算額１億９，８００万円。要介護

１から要介護５までの方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。 

 ２目地域密着型介護サービス給付費、本年度予算額１億８，２４０万円。グループ

ホームや認知症対応型デイサービス等による給付費を計上しています。 

次に、３目施設介護サービス給付費、本年度予算額２億９，４６０万円。食費、居

住費を除いた特別養護老人ホームなどの施設入所に係る給付費を計上しています。 

４目居宅介護福祉用具購入費、本年度予算額１４０万円。福祉用具購入に係る給付

費を計上しています。 

５目居宅介護住宅改修費、本年度予算額２２０万円。住宅改修に係る給付費を計上

しています。１９ページをごらんください。 

６目居宅介護サービス計画給付費、本年度予算額３，１００万円。居宅で介護サー

ビスを利用する際のケアプラン作成料を計上しています。 

２項１目介護予防サービス給付費、本年度予算額２，９８０万円。要支援１と要支

援２の方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。  

 次に、２目地域密着型介護予防サービス給付費、本年度予算額２０万円。要支援認

定者が利用できるグループホームや認知症対応型通所介護の給付費を計上していま

す。 

次に、３目介護予防福祉用具購入費、本年度予算額６０万円。要支援認定者の福祉

用具の購入に係る給付費を計上しています。 

４目介護予防住宅改修費、本年度予算額１８０万円。要支援認定者の住宅改修に係

る給付費を計上しています。２０ページをごらんください。 

５目介護予防サービス計画給付費、本年度予算額４２０万円。居宅で介護予防サー

ビスを利用する際のケアプラン作成料を計上しています。 

 ３項１目審査支払手数料、本年度予算額７０万円。介護サービス並びに介護予防サ

ービス等の審査支払手数料を計上しています。 

４項１目高額介護サービス費、本年度予算額１，９７０万円。 

２目高額介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、サービス利用の

負担限度額を超えた部分について支給する給付費を計上しています。２１ページをご

らんください。 

５項１目高額医療合算介護サービス費、本年度予算額４２０万円。 

２目高額医療合算介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、１年間

に支払った介護と医療の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合に支給する給付

費を計上しています。 
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６項１目特定入所者介護サービス費、本年度予算額２，８００万円。低所得者の方

の施設利用が困難とならないよう、負担を軽減する給付費を計上しています。次ペー

ジにまいります。 

２目特定入所者介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、食費、居

住費の自己負担に伴う低所得者に係る給付費として計上しています。なお、保険給付

費全体では４０万円の増額で、ほぼ前年同額となっています。 

 ３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、本年度予算額９４４万８，００

０円。要支援１・２の予防給付の訪問介護と通所介護や住民主体のサービスなどに係

る経費を計上しています。 

 ２２ページから２３ページにかけて、２目介護予防ケアマネジメント事業費、本年

度予算額１１５万５，０００円。予防給付における個々の計画作成に係る経費を計上

しています。２３ページ中段をごらんください。 

３目一般介護予防事業費、本年度予算額５３９万９，０００円。主に健康な高齢者

が取り組める介護予防事業に係る経費を計上しています。２４ページをごらんくださ

い。 

 ２項１目包括的支援事業費、本年度予算額５２万３，０００円。総合相談や権利擁

護、介護支援専門員の資質向上に要する研修会負担金を計上しています。 

 ２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予算額４万９，０００円。在宅医療と

介護を一体的に提供するため、医療関係者と介護事業者との連携をすすめていくもの

で、本年度も南空知４町で研修会を予定しています。 

３目生活支援体制整備事業費、本年度予算額４８１万円。主に生活支援コーディネ

ーター配置に要する経費で、社会福祉協議会に事業を委託しています。 

４目認知症総合支援事業費、本年度予算額３７万４，０００円。認知症の方や家族

に対し、早期診断・早期対応に向けた支援を行うとともに、認知症の方を地域で支え

るための経費を計上しています。２５ページをごらんください。 

５目地域ケア会議推進事業費、本年度予算額１４万７，０００円。地域包括ケアシ

ステムを推進するため、自立支援型地域ケア会議の充実を図るための研修会開催に係

る経費を計上しています。 

６目任意事業費、本年度予算額９２３万７，０００円。シルバーハウジングの生活

援助員や家族介護者への支援、配食サービスなどに係る経費を計上しています。２６

ページをごらんください。 

 ４款１項１目介護給付費等準備基金積立金、本年度予算額３，０００円。基金及び

利子を積み立てるものです。  

 ５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、本年度予算額１５万円。被保険者が所

得更生を行った場合などに過年度分の保険料の還付が発生するため、実績を考慮し計

上しています。２７ページをごらんください。 

 ２目償還金、本年度予算額１，０００円。科目設定でございます。 

 ６款１項１目予備費、本年度予算額１００万円。前年同額で計上しています。 

続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２９ページをごらんください。 

１、特別職です。本年度、その他特別職２２名で、事業計画策定委員９名と地域包
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括ケア推進会議委員１３名の報酬１０万９，０００円を計上しています。３０ページ

をごらんください。 

一般職です。本年度、会計年度任用職員１名に係る報酬など合計で３５０万２，０

００円計上しています。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをお開きください。１款１項１目

第１号被保険者保険料、本年度予算額１億６，５１４万３，０００円。１節現年度分

で１億６，４９４万３，０００円、第１号被保険者数２，７１８人、収納率９９．０％

で計上しています。２節滞納繰越分、２０万円。実績を考慮し計上しています。 

続きまして、２款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億４，３１７万７，

０００円。１節現年度分で１億４，３１７万６，０００円、施設等給付費の１５％、

居宅給付費の２０％を計上しています。なお、２節過年度分につきましては、１１ペ

ージの道支出金まで科目設定としていますので、説明は省略させていただきます。 

次に、２項１目調整交付金、本年度予算額４，４７６万３，０００円。施設等給付

費及び居宅給付費の５．５％分、地域支援事業費（総合事業分）の５％分を計上して

います． 

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、本年度予算額３１

８万２，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の２０％を計上しています。

１０ページをごらんください。 

３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）、本

年度予算額５８１万７，０００円。包括的支援事業・任意事業費の３８．５％を計上

しています。 

４目保険者機能強化推進交付金、本年度予算額７２万６，０００円。令和５年度の

取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

 ５目介護保険保険者努力支援交付金、本年度予算額１４７万円。介護予防、健康づ

くり等に資する取組を重点に行う市町村に対して交付されるものであり、令和５年度

の取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

続きまして、３款１項１目介護給付費交付金、本年度予算額２億１，５８３万９，

０００円。 

２目地域支援事業交付金、本年度予算額４２９万６，０００円。１目、２目ともに

給付費および事業費の２７％を交付金として計上しており、財源は第２号被保険者の

保険料でございます。１１ページをごらんください。 

４款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億１，６６３万円。施設等給付費

の１７．５％、居宅給付費の１２．５％の道負担分を計上しています。 

続きまして、２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、

本年度予算額１９８万９，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％

を計上しています。 

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）、 

本年度予算額２９０万９，０００円。包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を

計上しています。１２ページをごらんください。 

 ５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額１，０００円。介護給付費等準備基金
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積立金の利子を計上しています。 

 続きまして、６款１項１目介護給付費繰入金、本年度予算額９，９９２万５，００

０円。施設等給付費並びに居宅給付費の１２．５％の町負担分を計上しています。  

２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、本年度予算額１９

８万８，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％を計上していま

す。 

３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）、本

年度予算額２９０万８，０００円。包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を計

上しています。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、本年度予算額１，２２７万９，０００円。別枠公

費による繰入金で、保険料第１段階から第３段階の方に対する軽減分でございます。 

５目その他一般会計繰入金、本年度予算額１，２１６万１，０００円。歳出の１款

で説明しました総務費のうち総務管理費、 徴収費、介護認定審査会費、計画策定委

員会費の事務費を、一般会計負担として計上しています。１３ページをごらんくださ

い。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、本年度予算額６５５万８，０００円計上し

ています。 

続きまして、７款１項１目繰越金、本年度予算額２００万円。令和５年度繰越金を

見込み計上しています。 

続きまして、８款１項１目第１号被保険者延滞金、２項１目第三者納付金及び２目

返納金。予算額それぞれ１，０００円につきましては科目設定でございます。１４ペ

ージをごらんください。 

３目雑入、本年度予算額９万３，０００円。地域支援事業の利用者負担金などを計

上しています。 

 以上、歳入歳出、本年度予算額８億４，３８５万７，０００円。前年対比で１６７

万６，０００円の増額でございます。以上で、議案第１９号 令和６年度南幌町介護

保険特別会計予算の説明を終わります。 

続きまして、関連がございます議案１５号の、介護保険条例の一部を改正する条例

制定についてご説明させていただきます。改正内容につきましては、第１号被保険者

間で所得再分配機能を強化し、所得の少ない方の保険料上昇の抑制を図るため、第 1

号保険料の標準段階、標準乗率及び公費軽減割合を見直し、改正するものでございま

す。それでは、別途配布いたしました議案第１５号資料の新旧対照表にてご説明いた

します。左側が改正後の新条例、右側が改正前の旧条例、アンダーラインの箇所が改

正部分です。 

第２条は、令和６年度から令和８年度までの保険料率を定めています。第１項では、

現行の９区分から４つの区分を新設し標準１３区分にした上で、第１段階から第３段

階までにかかる割合を引き下げ、今回新設する第１０段階から第１３段階までに係る

割合を高く設定するものです。 

第２項から第４項につきましては、所得の少ない方へ公費を投入し軽減を図るもの

で、標準乗率からさらに公費軽減割合により年間保険料を引き下げるものです。 
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第２項では、保険料段階が第１段階の基準額に対する割合を、現行の年額保険料１

９，９００円を１８，９００円に軽減、第３項では、第２段階の基準額に対する割合

を現行の年額保険料３３，３００円を３２，３００円に軽減、第４項では、第３段階

の基準額に対する割合を、年額保険料４６，６００円を４５，６００円に軽減するも

のです。 

第４条は、賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の

月割の保険料額について定めていますが、４つの区分を新設したことによる文言整理

です。 

附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行する。第２項は、経過措置の

定めです。以上で、議案第１５号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例の説明

を終わります。 

石川委員長  説明が終わりました。これより質疑を取りたいと思います。 

熊木委員  今ちょうど１５号資料で説明いただいたんですけれども、１３段階に分

けるということで、下がる人と上がる人がいるということですよね。それで、本町の

介護保険料の基金残高はいくらあるのかを教えてください。 

高齢者包括Ｇ主査  現在における介護保険準備基金の残額につきましては、９，７

００万円になっております。以上です。 

熊木委員  基金残高が９，７００万円ということですか。それしかないんですかね。

いや、今本当に生活が大変になっているので、もう少し多い自治体でも介護保険料を

引き下げるという所があるんですけれども、本町は９，７００万円では、一部でも組

み入れるということはできないんですかね。ちょっと考えを伺います。 

高齢者包括Ｇ主査  本町においては、基金の残額は９，７００万円となっておりま

すが、今後の安定的な保険運営のための必要な額を除いた額として、６，８４０万円

を３年間で取り崩すことを考えておりまして、第８期と同じ保険料の基準額を第９期

においても予定しております。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

なければ私のほうから一つ聞きたいんですけれども、介護保険料がまた新年度に向

けて新しく金額が出るんですけども、これはいきなり全道とかほかの町とは比較でき

ないかもしれませんが、昨年までの介護保険料基準額というのは、全道の順位でいっ

たらうちの町はどれぐらいの位置にあるんでしょうか。介護保険が始まった頃という

のは結構うちの町は高く出ていて、それは施設が多かったからということだったんで

すけれども、今の状況としてはどういう位置にあるのか。わかれば教えてください。 

高齢者包括Ｇ主査  正確な何位という数字はちょっと持ってきておりませんでし

たが、第８期計画での全道的な平均の金額が、月額の保険料としまして６，０１４円。

北海道の平均的な金額としましては５，６９３円。そして南幌町の基準額としまして

は５，５５０円になります。それで、来年度以降の第９期計画でも５，５５０円を継

続する予定となっております。ただし先ほど課長のほうから説明のありました、介護

保険料の多段階によりまして、保険料の再配分が行われますので、非課税世帯になり

ます第１段階から第３段階の方は保険料が若干下がる形になりまして、新しく新設さ

れました１０段階から１３段階の方は、保険料が上がる形となります。以上です。 
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石川委員長  わかりました。皆さんのほうで何かございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、質疑をこれで終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、介護保険特別会計についての審査はこれで終了いたします。次の特別会

計に入る前に、職員がまた入れ替わりますので、暫時休憩いたします。 

（午後３時１１分） 

（午後３時１３分） 

石川委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

それでは審査順序６番目、国民健康保険特別会計について説明をお願いいたします。 

住民課長  議案第１７号 令和６年度南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を

いたします。初めに歳出の説明をいたします。予算書１３ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、本年度予算額３８３万７，０００円。各業務システム保

守をはじめ、国民健康保険全般に係る事務処理経費を計上しています。 

２目連合会負担金、本年度予算額１１７万１，０００円。北海道国保連合会への負

担金を計上しています。 

 次ページ、２項１目賦課徴収費、本年度予算額７４万１，０００円。国保税の納税

通知書印刷や収納手数料などの経費を計上しています。 

 次に、３項１目運営協議会費、本年度予算額２０万７，０００円。国保運営協議会

委員９名分の報酬、費用弁償などの経費を計上しています。 

 次ページ、４項１目医療費適正化対策事業費、本年度予算額７２万３，０００円。

特定健診受診勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリック医薬品の利用

促進に係る経費などを計上しています。 

 次に、５項１目収納率向上対策事業費、本年度予算額２６８万８，０００円。次ペ

ージにかけまして、滞納データ整理などに係る会計年度任用職員・一般事務報酬など

の保険税収納率向上対策に係る経費を計上しています。 

 次に、２款１項１目療養諸費、本年度予算額５億６，４１１万９，０００円。北海

道国保連合会に対する、入院、入院外、歯科、調剤などに関する療養給付費負担金５

億５，８００万円、補装具制作などに関する療養費負担金４６０万円を、それぞれ実

績に基づき必要額を計上しています。 

 ２目高額療養費、本年度予算額８，３２０万円。被保険者の高額療養費に係る保険

者負担分の経費として高額療養費負担金８，３００万円、高額介護合算療養費２０万

円を、それぞれ実績に基づき必要額を計上しています。 

 次ページ、３目出産育児諸費、本年度予算額３００万２，０００円。出産育児一時

金として１件当たり５０万円、出産予定件数６件を見込み計上しています。 

 ４目移送費、本年度予算額１０万円。医師の指示による緊急的な移送に係る費用と

して移送費交付金を計上しています。  

 ５目葬祭諸費、本年度予算額４５万円。葬祭費として、１件当たり３万円、１５件

分を見込み計上しています。 

 ６目傷病手当金、本年度予算額１０万円。傷病手当金は、新型コロナウイルス感染

症の５類移行前に感染等により療養し、給与等の支払いを受けることができなくなっ

た場合において、傷病手当金を支給するもので、支給額は、国から示された算定式に
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基づき支給します。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金につきましては、北海道において決定された

通知額をそれぞれ計上するものです。 

 １項１目医療給付費分、本年度予算額２億２，１０１万７，０００円。一般医療給

付費分として計上しています。 

 ２目後期高齢者支援金等分、本年度予算額６，５６２万２，０００円。後期高齢者

支援金等分を計上しています。 

 次ページ、３目介護納付金分、本年度予算額２，６２８万２，０００円。介護納付

金分を計上しています。 

 次に、４款１項１目共同事業拠出金につきましては、科目設定です。 

 次に、５款１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額１，６１９万２，０００

円。２０ページ上段にかけまして、各医療保険者に義務付けされている特定健康診査

及び特定保健指導などに係る経費を計上しています。特定健診受診率向上対策として、

健康ポイント制度などの費用のほか、北海道及び国保連合会並びに市町村の共同事業

で、特定健診等データをＡＩ等により分析し、効果的・効率的な受診勧奨を行う、特

定健診受診率向上支援共同事業の経費を計上しています。 

 次に２０ページ中段、２項１目保健衛生普及費、本年度予算額４２４万２，０００

円。被保険者の健康づくりのため、人間ドック健診事業などへの助成、医療費通知、

高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌の予防接種助成に係る経費を計上しています。

なお、令和６年度から新たに脳梗塞・心筋梗塞などの発症を予防するため、頸動脈エ

コー検査を行います。 

 次ページ、６款１項１目基金積立金、本年度予算額１万円。国民健康保険事業特別

会計基金利子積立分を計上しています。 

 次に、７款１項１目財政安定化基金償還金につきましては、科目設定です。 

 次に、８款１項１目保険税等還付金、本年度予算額７０万円。保険税の過年度還付

金として計上しています。 

 ２目保険給付費等交付金償還金及び３目その他償還金につきましては、科目設定で

す。 

 次ページ、２項１目直診施設勘定繰出金、本年度予算額４１２万５，０００円。直

診施設勘定繰出金では、病院事業会計繰出金として、道保険給付費等交付金のうち、

直診施設整備に対する特別調整交付金分を町立病院へ繰り出すもので、本年度は、調

剤部門システムの購入に係る補助金相当額を計上しています。 

 次に、９款１項１目予備費、本年度予算１００万円。前年度同額で計上しています。

以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２３ページをごらんください。 

 １、特別職です。本年度、その他特別職９名で、国保運営協議会委員の報酬１８万

６，０００円を計上しています。次ページにまいります。 

２、一般職です。本年度、会計年度任用職員２名に係る報酬３６６万４，０００円、

期末手当４２万円、勤勉手当２９万７，０００円、共済費７９万８，０００円と、住

民課及び保健福祉課職員、計８名分の時間外勤務手当５８万５，０００円、合計で５
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７６万４，０００円を計上しています。 

 次ページ以降については、その内訳などとなっておりますので説明を省略させてい

ただきます。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。１款１項１目

国民健康保険税、本年度予算額１億９，９６４万１，０００円。１節から３節につき

ましては、現年課税分として、いずれも必要額を見込み収納率９８％で計上していま

す。４節から６節につきましては、滞納繰越分として、いずれも実績を考慮して計上

しています。なお、２節後期高齢者支援金分現年課税分については、令和６年３月末

に予定されている地方税法等の改正に伴う課税限度額の引き上げを見込み計上して

います。 

 次に、２款１項１目手数料につきましては、科目設定です。 

 次ページ、３款１項１目災害臨時特例補助金につきましては、科目設定です。 

次に、４款１項１目保険給付費等交付金、本年度予算額６億７，７２６万９，００

０円。１節保険給付費等交付金（普通交付金）、６億５，０８７万１，０００円。本

町の保険給付の実績に基づき北海道から交付され、本町から国保連合会などに対し、

保険給付費として支払うものです。２節保険給付費等交付金（特別交付金）、２，６

３９万８，０００円。説明欄、保険者努力支援分では、特定健診・保健指導の実施な

どの取組の指標に対する交付として、４５２万１，０００円。特別調整交付金分（市

町村向け）では、医療費適正化に係る費用などに対する交付として、１，３５９万４，

０００円。道繰入金（第２号分）では、レセプト点検や収納率向上対策、特定健診受

診率、個別指導の積極的な取組に対する、いわゆるインセンティブ分として６２２万

５，０００円。特定健康診査等負担金では、特定健診に係る負担分として、２０５万

８，０００円をそれぞれ計上しています。 

 次に、２項１目財政安定化基金交付金につきましては、科目設定です。 

 次ページ、５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額１万円。国民健康保険事業

特別会計基金積立金の利子分を計上しています。 

 次に、６款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額７，９５８万５，０００円。一

般会計繰入金については、国が定める一般会計が負担すべき繰入基準に基づき計上し

ています。説明欄、国民健康保険基盤安定繰入金、５，７９３万２，０００円の内訳

としましては、保険税軽減分として、応益分の軽減相当額を公費により財政支援する

もので、財源は道４分の３、町４分の１で、３，７６０万７，０００円です。また、

保険者支援分として、保険税軽減の対象者数に応じて、公費により財政支援するもの

で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、２，０３２万５，０００円です。

いずれも、補助金は一般会計の歳入で受け、町負担額とあわせて、本特別会計に繰り

入れるものです。次の未就学児均等割保険税繰入金は、未就学児均等割保険税５割の

軽減措置に対する公費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、５

８万９，０００円を計上しています。次の産前産後保険税繰入金は、産前産後被保険

者の保険税の軽減措置に対する公費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４

分の１で、１２万１，０００円を計上しています。次の国民健康保険財政安定化支援

事業繰入金は、市町村国保の財政安定化のため、地方交付税で措置され、一般会計か
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ら国保会計へ繰り入れるもので、１，５３１万５，０００円を計上しています。次の

国民健康保険出産育児一時金等繰入金は、歳出の出産育児一時金の３分の２となる２

００万円を計上しています。次の国民健康保険事務費繰入金は、国民健康保険事務に

係る経費のうち、繰入基準に基づき３６２万８，０００円を計上しています。 

 次に、２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、本年度予算額４，１６２万

９，０００円。国民健康保険財政の安定化を図るため財源調整分を計上しています。  

参考としまして、令和６年度末基金残高は、９，３５６万６，０００円となる見込み

です。 

 次ページ、７款１項１目繰越金、本年度予算額１００万円。令和５年度からの繰越

金を見込み計上しています。 

 次に、８款１項１目延滞金から、２項２目過誤払給付費返納金までは、科目設定で

す。 

 ３目雑入、本年度予算額３９万２，０００円。特定健診に係る一部負担金を計上し

ています。   

 以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額９億９，９５３万２，０００円。前年度対

比で９１７万７，０００円、０．９％増額の予算編成となっています。以上で、議案

第１７号 令和６年度南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。 

石川委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

続いて審査順序７番目、後期高齢者医療特別会計につきまして、説明をお願いいた

します。 

住民課長  議案第２０号 令和６年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明

をいたします。初めに歳出の説明をいたします。予算書９ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、本年度予算額１５０万４，０００円。システム保守など

一般事務に係る経費を計上しています。 

 次に、２項１目徴収費、本年度予算額４３万４，０００円。保険料納入通知書の印

刷、郵送料や収納手数料などの経費を計上しています。 

 次ページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額１億３，２

９３万円。ここでは、広域連合の構成員である市町村が納付する負担金を計上してい

ます。事務費負担金は、市町村均等割、７５歳以上の高齢者人口割、及び市町村人口

割により算定されています。次の保険料等負担金につきましては、本町が徴収する保

険料と延滞金を広域連合へ納付するものです。次の保険基盤安定負担金につきまして

は、低所得者の保険料軽減分を広域連合に納付するもので、財源につきましては、北

海道が４分の３、本町が４分の１をそれぞれ負担し、いずれも一般会計で措置をして

います。 

 次に、３款１項１目保険料還付金、本年度予算額１２万円。実績を考慮して前年度

同額を計上しています。 

 次に、４款１項１目予備費、本年度予算額１０万円。前年度同額で計上しています。 

続きまして、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。１款１項１目
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後期高齢者医療保険料、本年度予算額９，４２８万１，０００円。１節現年度分９，

４２５万１，０００円。２節滞納繰越分３万円です。後期高齢者医療保険料は、広域

連合が算定したもので、予定収納率は１００％で計上しています。なお、保険料につ

きましては、都道府県単位で計算され、２年ごとに見直されます。令和６年度、７年

度の保険料率は同一となっています。 

 次に、２款１項１目督促手数料につきましては、科目設定です。 

 次に、３款１項１目事務費繰入金、本年度予算額６５９万５，０００円。事務費繰

入金のうち町業務分につきましては、歳出で説明しました、総務費と予備費の合計額

を計上しています。広域連合共通経費分につきましては、歳出の広域連合納付金のう

ち事務費負担金と同額を計上しています。 

 ２目保険基盤安定繰入金、本年度予算額３，４０９万円。歳出の広域連合納付金の

うち、保険基盤安定負担金と同額を計上しています。保険料軽減額を道が４分の３、

町が４分の１の割合で負担するものです。道の４分の３の負担額は、一般会計の歳入

で受け、町負担額とあわせ本特別会計に繰り入れし、歳出で一括広域連合に納付する

ものです。 

 次ページ、４款１項１目繰越金、本年度予算額１，０００円。令和５年度からの繰

越金として科目設定しているものです。 

 次に、５款１項１目延滞金につきましては、科目設定です。 

 次に、２項１目雑入、本年度予算額１１万９，０００円。実績を考慮して計上して

います。 

以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額１億３，５０８万８，０００円。前年度対

比で１，０２３万８，０００円、８．２％増額の予算編成となっています。以上で、

議案第２０号 令和６年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。（なしの声） 

それでは質疑を終了いたします。本日予定しておりました審査項目が全て終了いた

しましたので、来週月曜日、１１日の午前９時半まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

 

 

（午後３時３４分） 
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予算審査特別委員会記録 

（２日目 R6.3.11  9:30 ～15:13） 

 

石川委員長  皆さんおはようございます。８日より延会となっておりました予算審

査特別委員会をただいまから再開いたします。本日の出席人員は１０名です。では、

直ちに会議を開会いたします。 

審査順序８番目、５款農林水産業費について、説明をお願いいたします。 

農業委員会事務局長  予算書につきましては、８７ページ下段から８８ページ上段

となります。５款１項１目農業委員会費、本年度予算額７８４万６，０００円。農業

委員会運営経費として６０７万７，０００円。事務局経費として１７６万９，０００

円を計上しております。増額の主なものは、農地台帳システムのバージョンアップ及

び道営農地整備事業、三重地区換地処分に伴う農地台帳のデータ更新及び地図更新に

より１３３万１，０００円増となっています。以上です。 

産業振興課長  予算書８８ページ下段です。予算資料は１３ページから１４ページ

になりますので、あわせてごらんください。 

２目農業振興費、本年度予算額５億６，０３９万５，０００円。説明欄、次ページ

にかけて、農業振興経費では、総合農政推進協議会開催経費、農業気象情報システム

運営費負担金、農業関係団体等への負担金や補助金など２１４万２，０００円を計上

しています。次ページにまいります。 

有害鳥獣対策事業では、実施隊員１０名の報酬、個体処理手数料、捕獲業務委託料、

狩猟免許取得支援助成金など３６２万４，０００円を計上しています。 

次に、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標の調整や確認を行う南幌町農

業再生協議会への補助金として２８８万円を計上しています。 

次に、耕地利用高度化推進事業では、各地区の圃場整備完了後に生じる農地補修に

係る農機具の導入経費として１，４４６万９，０００円を計上しています。１７節備

品購入費のレーザーレベラーは、三重地区に１台。畦塗り機は、三重地区に１台、鶴

城１期地区に２台導入する予定です。なお、昨年度の事業地区による導入機種や導入

台数の違いもあり４９０万円ほど減額となっています。 

次に、農業振興補助金交付事業では、南幌町農協が取り組む重点施策事業に対する

補助金として４００万円を計上しています。 

次ページにかけて、農業経営高度化促進事業では、農地及び農業水利施設の整備に

伴う、農家の負担軽減措置の費用と、工事に伴って休耕となる農家の所得損失の補て

んのための負担金として３億４６９万８，０００円を計上しています。なお、財源措

置として、歳入予算の道補助金で２億２，１７３万円、町債で５，２００万円、総額

２億７，３７３万円を計上しています。 

次に、農業制度資金利子補給事業では、平成２４年度までに認定農業者等が借入を

行なった農業経営基盤強化資金の利子補給補助金として１５４万３，０００円を計上

しています。 

次に、担い手育成対策事業では、農婚塾負担金や４Ｈクラブ活動補助金のほか、新
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規就農に対する支援として、国の農業次世代人材投資事業補助金、町独自のふるさと

就農促進給付金、担い手育成対策奨励金などの経費として３３８万１，０００円を計

上しています。次ページにまいります。 

地産地消活動推進事業では、農産物加工センターの管理経費、キャベツキムチ町民

還元事業などの経費として２８３万７，０００円を計上しています。 

次に、都市との交流と販路拡大事業では、グリーンツーリズム事業をはじめ、町内

外に本町の農産物をＰＲする経費として８３万７，０００円を計上しています。予算

資料１３ページ下段をごらんください。農産物のＰＲは、昨年より参加しているボー

ルパーク連携協議会の事業として、ボールパークＦビレッジにて、参加市町村の農産

物提供・ＰＲを実施しています。多くの方々が来場する施設でありますので、引き続

き事業に参加し、本町農産物のＰＲを図ってまいります。予算書９２ページに戻りま

す。 

下段から次ページにかけて、食育活動推進事業では、食育推進計画策定委員会開催

経費をはじめ、小学生によるバケツ稲づくり学習や子育て支援米支給業務経費、外部

講師による食育講演会のほか、包括連携協定している北海道文教大学との連携事業な

どの経費として６６８万３，０００円を計上しています。なお、子育て支援米につい

ては、本年度より品種をゆめぴりかに変更し支給してまいります。 

次に、多面的機能支払事業では、農業農村が有する多面的機能の維持・発揮を目的

に、分水区ごとに組織されている３つの活動組織への支援交付金と推進事務費として、

１億９，６９６万円８，０００円を計上しています。なお、財源措置として、歳入予

算の道補助金で１億４，７３２万円を計上しています。 

次ページにかけて、環境保全型農業直接支援対策事業では、環境保全に効果の高い

営農活動の普及・推進を目的に取り組む農業者への補助金と推進事務費として１，６

３３万３，０００円を計上しています。なお、本年度、事業の取組対象者が２戸増加

し、１４戸分の取組に対する経費であるため、増額となっております。 

続いて、３目農地費、本年度予算額３，７１３万４，０００円。次ページにかけて

土地改良事業経費では、道営経営体育成基盤整備事業、三重地区ほか２地区の換地業

務経費、水利施設管理強化事業補助金などの経費として３，７１３万４，０００円を

計上しています。なお、昨年度予算計上しました、高規格道路工事に伴う鶴城地区の

農道補償工事分の費用負担分と南７線排水路改修工事費については、事業完了により

減額、また、農業集落排水事業特別会計繰出金は、下水道事業会計への統合により繰

出金の計上がないことから、前年対比で大きな減額となっております。続いて９８ペ

ージ下段にまいります。 

次ページにかけて、２項１目林業振興費、本年度予算額２３１万１，０００円。林

業振興経費では、防風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布業務経費、町有

林の倒木等処理経費のほか、地域材活用推進事業として、森林環境譲与税基金を活用

し、町内企業が製作する道産木材を使用した道具箱を小学一年生に贈呈する経費など、

２３１万１，０００円を計上しています。以上で、農林水産業費の説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を取りたいと思います。 

家塚委員  予算書９１ページ、資料のほうは１３ページということで、担い手育成
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事業、新規就農の関係なんですが、ふるさと就農促進給付金は月額２万円で２年間、

また新規就農で月額４万円の３年間ということなんですが、この辺の対象人数がどの

くらいなのかをお知らせ願いたいと思います。 

農政Ｇ主幹  ふるさと就農促進事業の対象人数の関係ですけれども、令和６年の対

象者は３名ということになっています。それで、この事業なんですけれども、国の新

規就農支援制度の対象とならない親元就農者に対して、町独自に支援をしているとい

ったものになっています。今言われたように、研修型と新規就農型がありまして、研

修型については月額２万円を２年間、就農型については月額４万円を３年間支給して

います。それで、令和４年から国の新規就農支援制度の見直しがありまして、もとも

と対象となっていなかった親元就農者が国の支援対象となりましたので、令和４年か

らはこの事業の新規の受付をしていません。代わりに新規就農者に支度金として奨励

金を渡すという形に変えています。そういったこともありまして、新規で受付をして

いないということで、令和４年以前に受付をした方の残りの分を令和６年に支払うと

いうことになっております。以上です。 

家塚委員  わかりました。こういう制度を町で設けて独自の施策でやっているので

すが、農協とのこの辺の関わりといいますか、新規就農の関わりがうちの場合ではど

のような格好になっているのかお知らせ願いたいと思います。 

農政Ｇ主幹  農協の関わりですけれども、国の新規就農支援制度を活用するという

ことを基本としているということもあって、農協としての新規就農者に対する支援と

しては、今は新規就農者激励会で記念品を渡す程度にはなっています。農協の関わり

については、農業の形態によって地域差といいますか、温度差があります。集約型の

農業をやっている地域と土地利用型の地域とありますけれども、集約型の地域につい

ては施設園芸ですとか、野菜、酪農地帯も含めますけども、こういった地域について

は少ない面積でも新規参入しやすいということもあって、助成金ですとか研修制度が

充実している傾向にあります。特に酪農の部分については牛舎といった施設を居抜き

で新規就農者に継承させるような研修や、助成制度が充実している傾向にあります。

それに対して、南幌町のように土地利用型の農業を展開している地域というのは、新

規で参入するとなると大きな面積の農地が必要になります。それと、それに伴って機

械の確保、多額の資金調達ということが課題になってきます。そういうこともあって、

土地利用型の地域については、親から引き継ぐ親元就農以外の新規参入というのは非

常に難しいというのが現状です。それと、土地利用型の場合、大規模経営ということ

もあって、１農家当たりの農業所得が他府県といいますか、本州なんかに比べて高め

であるということもあって、後継ぎ問題もそれほど深刻ではないということもあり、

南幌町のような水田地帯については、新規就農に対する支援としてはあまり手厚くな

いということが言えます。以上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

熊木委員  １点だけ伺います。子育て支援米事業は、今までも支給率が１００％に

ならないということで、現在は１００％なりましたか。（はいの声） 

農業者への支援は今までもお聞きしていたんですけれども、１００％になったとい

うことは、農家の方もこの支援米を受け取っているということですか。もし受け取っ
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ていないのであれば、その代替品とかを考える必要あるのではないかと思ったんです

けれども、それはわかりました。 

それで、今年からゆめぴりかを支給ということなんですが、仕入れ先というか、農

家を限定しているのか、それともＪＡとかそういう所から支給するのか、その１点お

願いします。 

農政Ｇ主幹  子育て支援米のお米ですけれども、ゆめぴりかについては、ホクレン

のほうでブランドを維持するために、ゆめぴりかの出荷できるタンパクの上限値を設

定しています。お米の食味はタンパクとアミロースで決まってくるんですけれども、

タンパクの基準値を設定しておりますので、基準品を提供するということで、お米に

ついては農協から仕入れる予定になっています。以上です。 

熊木委員  それは了解しました。先ほどの子育て支援米で、農業者が受け取ってい

るというか、全体の割合からしてどのくらいの人数になっているのか、それがわかれ

ば教えてください。 

農政Ｇ主幹   子育て支援米の対象者のうち、町内の農家が約１６０戸ありますけ

れども、そのうちゆめぴりかをつくっている農家というのは８０戸程度あります。そ

のうち、子育て支援米の対象となっているのは３０戸程度ということになっています。

以上です。 

石川委員長  ほかにいかがですか。 

加藤委員  予算書９１ページ、先ほど関連で質問したかったんですけれども、新規

就農支援事業についてです。５年度の予算資料には、担い手育成対策事業とありまし

て、今回新規就農支援事業と書いているんですけれども、その部分で金額の考え方が

ちょっとよくみえなかったので、項目の変更なのかを詳しく教えていただけたらと思

います。 

農政Ｇ主幹  担い手対策の関係ですけれども、予算の組み替えをしただけであって、

令和５年と令和６年の内容については変わっておりません。変わっている部分につい

ては、先ほどふるさと就農のお話をしたように、対象者が減っていることによって、

ふるさと就農の給付金が大幅に減っているということが１点です。それともう１点、

農業次世代人材投資事業という、これは国の支援策を受けている方が１名いらっしゃ

るんですけれども、令和元年の１０月から５年間、年額１５０万円を受け取るといっ

た支援になっています。この方は令和元年の１０月から令和６年の９月で給付が終了

しますので、その分の予算が１５０万円の半額の７５万円となっているということで、

減額になっているということです。以上です。 

石川委員長  ほかによろしいですか。 

佐藤委員  予算資料の１４ページ、食育活動推進事業の中の食育講演会について、

もし方向性や内容が決まっているのでしたら、わかるところまででいいんですけれど

も教えてください。 

それと北海道文教大学との連携事業、これも令和６年度の事業予定があれば教えて

いただきたいと思います。 

農政Ｇ主幹  まず食育講演会ですけれども、食育事業としては小学生にバケツ稲と

学習田の田植え、稲刈りということを実施しています。そして中学生向けに、運動と
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栄養をテーマに健康な体づくりですとか、成長に食事が必要不可欠であるということ

を伝えるのを目的として、講演会の形で実施することを予定しています。 

それと文教大の関係ですけれども、南幌町産米のＰＲ事業として、新米１００キロ

の贈呈ということで令和３年から続けてきています。令和３年についてはおにぎりプ

ロジェクトということで、文教大学のほうで新米をおにぎりにして学生に配るという

やり方をしています。令和５年については、１００円カレーライスということで、学

生食堂で学生と教職員に提供をしています。令和６年については、新米１００キロの

贈呈はしますけれども、内容についてはこれから文教大のほうと話していきたいと思

っておりまして、教職員と生徒にＰＲになるような内容にしたいと考えています。以

上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。食育講演会のほうなんですけれども、小学生と

中学生にそういう形で講演していただけるということで、今ＳＤＧｓが大変叫ばれて

おりますので、今回決まっているならいいんですけれども、来年度に向けて、食品ロ

スとかＳＤＧｓとか、そういう部分でお子さんたちにもう少し広めていただけるよう

な講演会をお願いしたいと思います。 

それと北海道文教大学との連携事業なんですが、今のところ何年まで続ける予定な

のか、もしそれがわかれば教えていただきたいということと、すごくいい取組だと思

うんですよね。大学と南幌町のそういう農業を通した交流というのは、やはりこれか

らの育成事業として、お子さんたちにすごくいい事業だと思いますので、ぜひ長く続

けていただきたいと思うんですが、これはくくりがあるのかどうか、この２点をお聞

きします。 

農政Ｇ主幹  まず、講演会の関係ですけれども、今行っているのは小学生向けに食

育事業を行っています。今後も続けるんですけれども、食育講演会についてはその次

のステップということで、中学生向けに行うという予定になっています。 

それと文教大学の関係ですけれども、このＰＲ事業については、令和３年に包括連

携協定を締結したことから行っているものですので、これが続く限りはできる限り続

けていきたいというように思っています。それと、お米の提供だけではなくて、文教

大学のほうについては民間企業との商品開発ですとか、給食の研究活動といった、幅

広く食育の活動を行っていますので、今後町で行う食育事業にも協力してもらう形、

それと大学の行事に南幌町産の農産物を活用してもらうといったような形で、新たな

協力は検討していきたいと思っています。以上です。 

佐藤委員  質問の仕方が悪かったみたいなんですけれども、その講演の予定にＳＤ

Ｇｓの考えを入れたものを考えていただけるのかという質問だったのですが、よろし

くお願いいたします。 

それと２点目のほうは、期限がないということでこれからも続くことを期待してお

ります。 

農政Ｇ主幹  食育講演会のほうですけれども、まず食育事業については、農業分野

のほかに教育と保健福祉とそれぞれの分野で事業を実施しています。農業分野の役割

としては、農産物の収穫体験ですとか栽培体験といったことを通じて、食の大切さを

伝えるということが食品ロスにつながるということで、これまで事業を進めておりま
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す。ですから農業分野のほうではあまり考えていませんけれども、ほかの分野も含め

て食品ロスについては対応していきたいと思います。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

湯本委員  ９２ページの都市との交流と販路拡大事業なんですが、北海道ボールパ

ークＦビレッジでの食材提供についてちょっとイメージが湧かなくて、どういう形で

使用されているのか。そしてそれが南幌の農産物の宣伝にどういう形で生かされてい

るのかというようなところを教えていただければと思います。 

農政Ｇ主幹  説明の中でもありましたけれども、北海道ボールパーク連携協議会の

中で、食を通じて関係市町村の魅力を発信する取組として、食材を提供するといった

ものになっています。新球場のＶＩＰエリア、カフェテリア、選手ラウンジへの食材

を提供するというものになっています。提供した食材については、メニュー表記に産

地を記載してＰＲするといった内容になっています。令和５年でいいますと、ＶＩＰ

エリアとチームエリアに、ピュアホワイトとピュアホワイトスープの提供をしており

ます。選手からもとても好評だったということもありますし、一般の方の感想も、北

海道らしさが感じられてとてもよかったといった感想もあります。また、ＶＩＰエリ

アについては会社経営者が多く利用しているということもあって、ＰＲになったので

はないかと思います。以上です。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  ３問質問させていただきます。まず１問目、農業委員会の関係で８８ペ

ージ、換地データ更新内容の内容について教えていただきたいと思います。 

それと、９０ページの関係で有害鳥獣対策です。この関係については、かなりやは

り農業の被害が増えてきているという話も聞いております。そういう中で、鹿・アラ

イグマ等の生息の分布がどのようになっているのかと。南幌町内にどのぐらい広がっ

ているのかということを教えていただきたいと思います。それと、やはり農業者にと

っては必要な事業だということで、どのようにしたら個体数の削減になるのかなとい

うふうに思っております。それで、以前鹿よけの威嚇音等の設置などをやったのです

が、それらの効果と、今後それを継続するのかどうか。その辺についても教えていた

だきたいと思います。 

それと、９０ページの耕地利用高度化推進事業の関係です。今レーザーレベラーで

すとか畦塗りに出ているわけなんですが、これは作業機的には水田の畦をつくり変え

るみたいな形の機械が増えてきているのは、利活用の関係で水田をまたつくり変えな

ければならないとか、そういう部分にあわせてやっていくのかなというふうに思うん

ですけれども、今後もこれらは増えていくような形になるんでしょうか。工事完了後、

この後ですと晩翠ですとかそういう所にどんどん出てくるのかなと思うんですが、そ

こら辺からの要望等はもう出てきているのかどうかを確認させていただきたいと思

います。 

農業委員会事務局主査  １点目のご質問の、農地台帳データ更新の内容につきまし

ては、道央農地整備事業、三重地区３８７筆の換地処分に伴い、農地台帳を新しい地

番、地目、地積等へ更新するものとあわせて、地図の区画を新しい区画に更新するも

のです。説明は以上です。 
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農政Ｇ主幹  まず、有害鳥獣の関係です。鹿とアライグマの生息の分布ですけれど

も、アライグマに関してはもう全町どこにでもいるという状況になっています。それ

と鹿なんですけれども、中樹林の夕張川沿いから、旧夕張川沿いの青葉から夕張太ま

で、川沿いに多く生息しているという状況になっています。鹿の対策としまして、令

和５年も銃で２頭駆除はしているんですけれども、銃が使える所というのは実際に限

られますので、進入路がわかる所については音と光の撃退装置、モンスターウルフで

すけれども、これを設置するといった対応と、今はくくり罠も用意していますので、

現場の状況にあわせた駆除の対応になります。それで、これは引き続きモンスターウ

ルフとくくり罠、あとは銃を使える所は銃での駆除ということで続けていくというこ

とになると思います。 

それと、耕地利用高度化推進事業の関係ですけれども、この事業については今言わ

れたように、基盤整備事業の関連ソフト事業として機械を導入しているものになって

います。それで、水活の見直しの問題もありまして、５年に１回水張りの問題もあっ

て、要望が非常に増えているという状況になっています。基盤整備のほうが今回三重

地区と鶴城地区で完了を迎えますので、令和７年以降の要望としては、今暁地区だけ

になっていますので、現時点では畦塗り機１台とレベラー４台ということになってい

ますけれども、今後、基盤整備のほうも夕張太地域の事業採択を予定していますので、

その中で新たにまた要望が出てくると思われます。以上です。 

西股委員  再質問させていただきます。まず農業委員会の関係ですが、３８７筆に

変えたということですか。元の筆数というのは何筆だったかというのを教えていただ

きたいと思います。変わらないということはないですよね。 

それと有害鳥獣の関係で、ある程度はわかるんですけれども、今そういうウルフだ

とかを設置するということなんですが、効果があったかどうかというお話をしたかと

思うので、そこをもう一度教えていただければと思います。 

それとレーザーレベラー、畦塗り機の関係ですが、これは個人ではなくて集団か何

かで導入するような形になっていますよね。その辺の条件をある程度教えていただき

たいと思います。 

農業委員会事務局主査  １点目のご質問の換地の筆数ですが、３８７筆から２８４

筆に変更するものです。以上です。 

農政Ｇ主幹  まず有害鳥獣のほうで、モンスターウルフの効果なんですけれども、

町内２か所に置いています。特に鹿の出入りがわかっている２か所に置いています。

鹿は非常におくびょうな動物ということで、音と光に敏感だということもあって、地

元の方から聞いている話では一切入ってこないということになっております。 

それと、レベラーの導入条件になります。この耕地利用高度化推進事業については、

事業の制度として、市町村しか事業主体になれないということになっています。です

ので、町が購入して町が農協に貸し出しをしているという状況です。農協については、

基盤整備の地元期成会でつくる機械利用組合に利用と管理をさせているという状況

です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

高橋委員  環境保全型農業直接支援対策事業についてお聞きします。聞き漏らして
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いたとしたら申し訳ないですけど、使う方が今増えてきているということでしょうか。 

農政Ｇ主幹  環境保全型農業の取組者ですけれども、肥料高騰の関係もあって、肥

料を減らして、有機肥料である堆肥だとか緑肥を増やそうという傾向が現在農家の方

は強いですので、問い合わせが非常に増えている状況です。その中で肥料等の約５割

低減される方については、取組を始めていくということで増えているということで、

今後も増えるという見込みになっています。それで、国のほうも今みどり戦略の関係

で、この辺は令和６年、令和７年に見直して取組を増やしていこうという考えですの

で、今後もどんどん増えていくだろうと思います。以上です。 

高橋委員  これは多分前にもオーガニックみたいなものとかも出るということは

お聞きしたんですが、全体的な流れとして、今後のということになると思うんですけ

ど、化学肥料とかそういう農薬関係も高くなっているということで、同じだけの量が

この先何十年もずっと入り続けるということは僕はないと思っています。自分たちで

外資に頼らないような、例えば燃料とかも全部そうなんですけど、農業の自給率でい

うと１％未満と一応世の中ではいわれているところで、やはり自分たちでできるよう

な、オーガニックということになってしまうと思うんですけれども、そういうふうな

ものを推していくような、何か南幌町としての取組だとか、やはり自給自足というか、

全部が全部じゃないけれども、そういうのは今後考えていらっしゃるのかをお聞きし

ます。 

農政Ｇ主幹  今の有機農業の関係です。有機農業以外もそうですけれども、化学肥

料と農薬の低減に関しては、単純に低減すると作物の収量と品質が低下します。これ

は農家の所得が下がるということに直結します。それと、食料自給率の向上にも逆行

しているということになります。生産性が確保できるような新たな技術開発ですとか、

農家所得を確保できるような新たな経営対策を踏まえた上で拡大していくという考

えです。以上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。（なしの声） 

ないようでしたら、これで質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。（はいの声） 

では続きまして、審査事項９番目、第６款商工費について審査してまいります。説

明をよろしくお願いいたします。 

産業振興課長  予算書は９９ページの下段になります。予算資料は、１４ページ中

段から１５ページになりますので、あわせてごらんください。 

６款１項１目商工振興費、本年度予算額１億１，８０９万８，０００円。増額の主

な理由は、昨年度、総務費の一般管理費にて計上していたふるさと応援寄附事業並び

にふるさと納税返礼品など、コーディネート活動する地域おこし協力隊設置事業経費

の移行によるものです。 

説明欄、商工会運営助成事業では、商工会が実施する経営改善普及事業と地域振興

事業に対する補助金として７２２万４，０００円を計上しています。 

次に、中小企業資金利子補給事業では、中小企業者への負担軽減対策として、北海

道中小企業総合振興資金融資に対する、中小企業総合振興資金利子補給補助金として、

１６９万３，０００円を計上しています。なお、新型コロナの関連融資に伴う中小企

業等経営支援利子補給補助金は、令和５年度の終了により計上はありません。次ペー
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ジにまいります。 

ふるさと応援寄附事業では、ふるさと応援寄附に係る事務経費、中間業者との業務

委託料など、１億１２万円を計上しています。なお、歳入予算のふるさと応援寄附金

は、令和５年度の寄付見込みを踏まえ２億円を計上しています。 

次に、地域おこし協力隊設置事業では、令和３年度に採用したふるさと納税を活用

して、町の情報発信やＰＲ、納税謝礼品の発掘など、特産品コーディネート活動に取

り組む地域おこし協力隊員の配置に要する経費として６１８万円を計上しています。

なお、令和６年度は会計年度任用職員の任用から、委託契約による委嘱に設置形態を

変更しています。 

次ページにかけて、商工振興経費では、南空知４町広域連携事業で行う消費生活相

談窓口業務などの負担金のほか、空き店舗活用支援事業補助金として２８８万１，０

００円を計上しています。 

続いて、２目観光振興費、目の新設です。本年度予算額２，８３４万１，０００円。 

目の新設により前年対比、皆増です。昨年度、総務費の文書広報費で計上していたデ

ジタルサイネージ運用委託料のほか、１目商工振興費より南幌温泉経費、観光協会経

費、商工振興経費の一部の移行によるものです。 

説明欄、観光協会運営助成事業では、町長杯争奪パークゴルフ大会経費、観光協会

特販所常駐職員配置経費、観光協会サポートアドバイザー業務委託など観光協会の運

営に対する補助金として、５０３万円を計上しています。 

次に、南幌温泉経費では、南幌温泉指定管理料、町民無料入浴券配布事業負担金と

して１，４３０万円を計上しています。 

 次ページにかけて、イベント経費では、本年度新たに開催するなんぽろ盆踊りの経

費として９０万円を計上しています。なお、実施内容ですが、開催時期は８月中旬か

ら下旬にかけて、開催場所は中央公園を予定しています。実施体制は、これから職員

の中で体制を組み、運営協議をする予定となっております。 

次に、地域おこし協力隊設置事業では、令和３年度に採用した、観光情報の収集発

信や観光資源の利活用など、観光振興活動に取り組む、地域おこし協力隊員の配置に

要する経費６１８万円を計上しています。なお、令和６年度は、会計年度任用職員の

任用から委託契約による委嘱に設置形態を変更しています。 

次ページにかけて、観光振興経費では、町内４施設に設置しているデジタルサイネ

ージの運用経費のほか、北海道そらちグルメフォンドイベント負担金など１９３万１，

０００円を計上しています。 

続いて、３目ふるさと物産館管理費、本年度予算額１，６９０万６，０００円。ふ

るさと物産館管理経費では、施設の管理運営、並びに維持管理に係る経費として、１，

６９０万６，０００円を計上しています。昨年度より増額する理由は、エネルギー高

騰による水道光熱費の増加であります。以上で、商工費の説明を終わります。 

続いて、統計調査費を説明いたします。予算書６３ページをお開きください。下段

になります。２款５項１目統計調査費、本年度予算額１０４万４，０００円。統計調

査経費では、定期的に実施される法定統計調査の経費として、１０４万４，０００円

を計上しています。本年度は、農林業センサスの本調査、令和７年度の国勢調査に向



 

 ６０ 

けた準備調査のため７８万４，０００円の増となっております。以上で、統計調査費

の説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

家塚委員  予算書では１０１ページになります。観光協会の運営助成事業の関係で

すが、予算計上では５０３万円ほどみているんですね。先ほど説明もありましたが、

この運営助成の中で観光協会のほうに助成金を出しているんですが、その使い道とい

うか、内容を具体的にお聞きしたいと思います。 

商工観光Ｇ主査  観光協会の補助金に関する使途ということですけれども、町から

の補助金の内容につきましては、特販所の販売員の人件費、町長杯争奪パークゴルフ

大会の経費、観光協会サポートアドバイザー業務委託、それからあいるーとに係るＷ

ＡＯＮチャージの手数料となっております。また、協会内での主な使途につきまして

は、観光協会の特販所への経費が主なものです。その次にかかっているものとしまし

ては、広告宣伝などのイベントの経費が大きくなっております。以上です。 

家塚委員  特販所の人件費が大きいのかなと思うんですが、これはほかの経費もあ

りますれけども、町のほうで５００万円近く観光協会のほうに払っているということ

で、例えば商工会だとかＪＡ、これらと連携して観光協会を運営していくという考え

からいくと、それぞれの団体からの助成金だとか補助金だとか、この辺はどのように

なっているのかをお聞きしたいと思います。 

商工観光Ｇ主査  商工会、南幌町農協との連携につきましては、観光協会としては

補助金は特にいただいておりません。主に会員の会費なんですけれども、現在観光協

会は９３会員、そのうち農協と商工会も入っておりまして、会費は法人で一口１万円、

個人で２，０００円いただいております。ＪＡは８口、商工会につきましては５口の

会費をいただいて、法人としての会費をいただいております。ただ、観光協会の事務

局のメンバーとして、南幌町農協、それから商工会からも事務局員として参加してい

ただいております。その中で人員的な協力という形で、基本的なイベントなどの対応

は南幌町の事務局のほうで行っているんですけれども、例えば観光協会で主催してお

ります収穫祭や冬まつりといった大きなイベントはもちろんなんですけれども、オー

タムフェストなどの町外の大きなイベントにつきましては、農協と商工会の事務局職

員にもスタッフとして出ていただいております。また、事務局として定期的に打ち合

わせを行っておりまして、商工や農業、また観光の動向などの情報提供を３団体で行

っている状況であります。以上です。 

家塚委員  大きな金銭的な補助だとか負担はないのですが、人的な支援をいただい

ているということで、引き続きそういう形で進めていただければと思います。以上で

す。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

加藤委員  予算資料１４ページ、商工会運営助成事業についてお伺いしたいと思い

ます。商工会のほうから要望書というものを受け取っているかと思うんですけれども、

どのようにその要望書を受け止めていただいたのかなと。町としてどう考えたのかを

伺いたいと思います。 

商工観光Ｇ主幹  ただいまの要望書についてなんですけれども、内部で理事者を含
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めまして協議させていただき、それぞれの項目ごとに回答させていただきました。で

きる部分についてはもちろんやっていきますし、国からの補助等といった部分のもの

がないものについては、国の補助金の創出をもって実施を今後検討していきたいとい

うような形で回答させていただいたところです。以上です。 

加藤委員  しっかりと受け止めて検討していただいて、考えてくれたということで

理解しました。自分としても、なかなか予算が潤沢にあるわけではないので、全てが

そのとおりになるとは思ってはいなかったのは事実なんですけれども、プレミアム付

商品券が見送りになったということで、この部分をどのように検討して回答したのか、

詳しくお聞きします。 

産業振興課長  今回、令和６年度にも要望はいただいたところでございます。正直

に言いますと、やはりこれまでのコロナの交付金ですとか、経済支援をやってきた経

過も踏まえながら、昨年度までもプレミアムチケットという形ではやりましたけど、

今回の要望についてはそれらの経緯を踏まえた中で、財政的な部分も踏まえながら理

事者と協議した上で、今回は見送りました。ただ、国の動向は経済支援がまだまだコ

ロナの後はもうないとは出ていますけれども、エネルギー高騰対策ですとかそういう

のがありますので、そこらの部分を踏まえながら、再度予算化できるものは補正なり

をするような検討はしていきたいと思います。ただ、現時点では令和６年度の部分の

協議結果としては見送りという形になっています。以上です。 

加藤委員  理解しました。ただ、やはり経済対策として商工会が疲弊しているとい

うのは、多分要望書の中でもしっかりと何回も書いていると思いますし、お気持ちは

多分伝わっているのかなと思っています。ですので、また来年度に向けてもおそらく

予算編成に対する要望書として上がってくるとは思うんです。それをまたしっかりと

受け止めていただいて、ぜひ来年度はいいお答えを期待しております。商工会として

もきっと頑張っていくと思うので、ひとつよろしくお願いいたします。 

石川委員長  要望ということで、ほかにございませんか。 

高橋委員  開業助成５０万円の限度額について伺います。そもそもこの助成金がな

いと店をやらないということ自体もだめだとは思うんですけど、ただこの金額という

のはもう少し上げたほうがいいというか、上げられないのかなというところを質問さ

せていただきます。 

商工観光Ｇ主幹  創業支援の部分です。令和３年度から、新たに家賃補助のほかに

創業支援限度額５０万円ということで、拡充させていただいております。この効果は

非常にあるのかなというふうに思いまして、ハードル等も下がっていて、出店も今回

で９店舗ということにつながっております。ただ、予算にも限りがある関係もありま

して、件数もそれなりに来ているというところもありますので、当面は現状のままで

行わせていただきたいというように考えております。また、申請者のほうの改修費用

につきましても、見積りを見ている段階ですけれども、大体１００万円前後で今上が

ってきておりますので、まずまずのところなのかなというふうには考えております。

以上です。 

高橋委員  わかったんですけど、僕も商売をやっていて、何にお金をかける、かけ

ないというところでいうと、広告宣伝費とかは結構はじいてしまったりするところが
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あるんですよね。なので、その辺でちょっと言い方がわるいかもしれないですけど、

この助成事業というのは餌みたいなところになってくると思うので、例えば全町民と

いうか、全世帯に広告を配る費用とか、そういうものを無料でこれにプラスしていま

すよとか、そういうことも付け足してあげるといいのかなと思いました。だからこの

５０万円というのもそもそも引いて、もう４５万円なら４５万円にして、広報などで

チラシをつくって全世帯に配布するみたいなところもお伝えしてあげると、なおさら

そこがお金がかからないのかなとは思うんですけど、いかがでしょうか。 

商工観光Ｇ主幹  現状の要綱ですと、改装費用として備品購入費まではみているん

ですけれども、確かに広告宣伝費の部分は対象としておりません。今後今のお話も踏

まえて検討していきたいなというように考えております。以上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

熊木委員  ４点伺います。南幌温泉の指定管理料のことについて、８５０万円にな

っているんですけれども、コロナ以前はしばらく５００万円だったと思うんですよね。

コロナの影響もあって水道代とかいろんなものをつけるという形で増えていった経

緯があると思うんですけれども、この８５０万円になった経緯と、これからずっとこ

んな形でいくのかどうか、それを１点伺います。 

それから２点目に、デジタルサイネージの運用業務が１０１万円になっているんで

すけれども、これは毎年発生していくのか。それからその内容を更新したり、いろい

ろと含まれるかと思うんですけれども、その内容について伺います。 

それからもう１点は、ふるさと物産館の活用ということで、いろいろ今資料のほう

にも載っているんですけれども、現在はれっぱのオープンに伴って観光客が増えてい

ますよね。それで、商工のところでなかなか観光客を受け入れるお店とか、食べる場

所が少ないかと思うんですけれども、そういう形でふるさと物産館にある軽食コーナ

ーをもっと改善していくべきではないかなと思うんですよね。それで、例えば１階の

軽食コーナーを観光協会でやっているんですけれども、もっと違う形で委託をするだ

とか、あとは居心地のいい場所づくりというか、そういう形で予算を組みながらとい

うことは考えていないのか。それから軽食コーナーの所も、南幌のたもぎ茸とかいろ

んなものを使ってメニューは工夫しているんですけれども、いろいろ町外から子ども

連れの方とかが来るのを考えると、もう少しメニューを開発して、お子様ランチとか

いろんな形のものがそこで食べられるというような形になっていったほうがいいん

じゃないかと思うんですけれども、その辺の検討はどうなっているのか伺います。 

それからもう１点、３階で起業している会社の運営状況がなかなかよく見えないと

ころがあるんですけれども、それが今現在どうなって、今年の計画の中ではどういう

ふうな形に進んでいくのかお聞きします。 

商工観光Ｇ主幹  まず、指定管理料につきましては、令和５年度からこれまでの指

定管理料が５００万円、これに令和２年４月１日に改定した水道料金の年間アップ分

を試算しますと３５０万円なんですけれども、この分を令和５年から上乗せさせてい

ただいております。その３５０万円の内訳ですけれども、本館側のほうで約２００万

円、新館側のほうで約１５０万円ということで、改定後に増額しております。こちら

もアンビックスからの支援要請を受けた形で令和５年からということで、令和６年度
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につきましても引き続きその３５０万円を上乗せして増額したいということでござ

います。 

企画情報Ｇ主幹  デジタルサイネージの関係でございますけれども、こちらの委託

料につきましては、機械の保守等が含まれておりますので、基本的には設置している

期間につきましては毎年発生してくるものになろうかと思います。以上です。 

商工観光Ｇ主査  ビューローの軽食コーナーについてですけれども、皆さんご存じ

のとおり、現在水曜日が定休日で、１１時から午後２時半まで営業しておりまして、

キャベツキムチラーメンやジンギスカン丼などの特産品を使ったメニューを提供さ

せていただいております。ここは実際の会計上の軽食コーナーの実情について少しご

説明させていただきたいんですけれども、軽食コーナーの経費につきましては、南幌

町からの補助金等はいただいておりません。令和４年度の決算において、軽食コーナ

ーの人件費を含めた収支につきましては大体２００万円の赤字となっておりまして、

この赤字分を、売店の収益とバス券の販売の収益で補っている状況であります。赤字

の大きな要因は当然人件費なんですけれども、令和５年度以降も賃金の上昇や、あと

は材料費の高騰が続いているので、メニューの開発ですとかそういったことにつきま

しては、やはり経営面でもコストのかからないメニューを考えていかなければいけな

い状況になります。また、新メニューにつきましては、やはりキャベツキムチ、ジン

ギスカンやたもぎ茸など、安定して仕入れができる特産品が必要になってきてしまう

ものですので、なかなかそういう新たな特産品というのが今現在生まれていない状況

です。なのでメニューを増やしたりというのは今のところコスト面を考えて難しい状

況です。あとは軽食コーナーの営業につきましても今こういった赤字状態であります

ので、例えばですけれども、はれっぱにつきましては土・日・祝日に来る人数が多い

状況ですので、そういった金・土・日のみというように営業日を減らすというような

検討段階に来ていると考えております。以上です。 

商工観光Ｇ主幹  ４点目の、ふるさと物産館３階の企業の運営状況についてですけ

れども、現在レンタルオフィスと利用されている株式会社ニーヴですが、全国のリモ

ート試験後の解答用紙を振り分け配送する配送拠点として稼働されています。職員数

ですけれども、常時いるわけではなく、業務量に応じて１名から３名程度で対応して

おります。今後はこの業務にプラスして、リモート試験用具を前段で仕分けして、全

国の試験会場へ発送するという部分を行っていきたいというふうに予定を聞いてお

りますけれども、コロナの５類感染症移行により、リモート試験の需要が減少してい

ます。当初の予定どおりの進捗がなかなか難しい状況での運営を行っているところで

ございます。また、逆にレンタルオフィスのほうは残り２部屋空いておりますけれど

も、最近で検討されている企業さんが、ラピダス関係の関連事業者、それと南幌高校

の跡利用を検討されている事業者が施設を検討して現在協議中ということで、状況に

よっては借りられる可能性があるというようなところでございます。以上です。 

熊木委員  南幌温泉について、先ほどの説明では水道料金などが３５０万円プラス

されて８５０万円になったということなんですけれども、来館する方が増えていけば、

水道料金も発生していくということにもなるんですが、例えば今、南幌温泉の大改修

が始まりますよね。そうなった時に、この指定管理料がそれに伴ってまたさらに増え
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るとか、そのような見通しを考えているのかどうか。改修されることによって、改善

されるものは多分あると思うんですよね。そういう意味では、指定管理者側の要望を

どこまで聞くのかというところがやはり大事になってくると思うんですけれども、そ

の辺の考えを伺いたいと思います。 

それから、デジタルサイネージについては毎年かかっていくということではわかり

ました。内容は順次更新していくということでしょうけれども、故障やサイネージの

不具合などが起きた時には、その金額の中で賄い切れるのかどうか、さらにまた費用

が発生するのか、その辺はどういう見通しを持っているのかを伺います。 

それからふるさと物産館については、軽食コーナーのほうが赤字であるということ

で、いろいろ穴埋めをしながらということなんですけれども、はれっぱに町外から９

割の方が来ているということで、すごい人数になっているんですけれども、やはりそ

の誘導策というか、はれっぱに来た方が南幌町をこういうふうに歩いて利用してくだ

さいという、何か看板なり、ここに行ったらこうですというようなものを、今よりも

工夫してそういうことが必要になるのではないかと思うんですよね。秩父別とかそう

いう所では、前にも話したかもしれないんですけれども、町をあげてそこに遊びに来

た方に、フラッグを立ててこういうものがあります、子どもパスポートを利用できま

す、子どものメニューがこういうふうに加わりましたとか、そういう形のものが割と

町に入ったら結構あるんですよね。だからそのような工夫がやはり必要ではないかな

と思います。それから、やはりその軽食コーナーの所でもう少し座りやすい椅子とか

テーブルとか、今のあのイメージではなくて、ファミリーレストランに近いような形

になっていくことで、そこに立ち寄ってもらう、それでちょっと食事をしてもらう、

そのついでではないですけど、その流れで商店街に入っていくという、そういうもの

をつくって、そして帰りに戻っていくというような順路というか、そういうところも

工夫する必要があるのではないかなと思うんですよね。それで、今の中ではなかなか

赤字もあるし、観光協会とかができないというのであれば、やはりその部分を切り離

して、ふるさと物産館全部ではなくて１階のこの部分の運営を例えば募集するという

か、こういう形でやってみませんかというようなことを商工会と一緒に募集をして、

手を挙げてそこでやってみたいという業者とかそういう方があらわれたら、やはりそ

れを工夫して取り組むと思うんですよね。それが町の活性化につながっていくのでは

ないかなと思うので、今よりももっと工夫が必要かと思うんです。予算とかいろいろ

経費もかかるということもありますけれども、その辺はどういうふうに考えているの

かなと思ってお聞きします。 

あとは３階で起業している所のレンタルオフィスのお話はわかりました。借りてす

ぐにコロナの影響とかがあったので、なかなか最初の予定どおりにはいかなかったと

いうことは十分わかるんですけれども、今このままでいくと、１名から３名が結局常

時いるわけではなくて都度いるという形になっていくと、今後撤退するような方向に

つながっていくということも考えられると思うんですよね。今新たに２社が検討して

いるということなんですけれども、やはりせっかくの物産館の利用という形で、今ま

で町民にもなかなか３階とかは使われていなくて、ただ空いているよりはやはり貸し

出したほうがいいということで道をつくったと思うんですけれども、やはりこれから
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それをもっと活用してもらえるような形で、今も十分やっていると思うんですが、そ

こをもう少し視野を広げていくことが必要かと思いますので意見を伺います。 

商工観光Ｇ主幹  １点目の、指定管理料８５０万円の話ですけれども、改修後につ

いては、この増額要請を受けまして、そこでアンビックスさんのほうと検討したとこ

ろ、当面の現状体制としてはわかりましたということで、支援はしますけれども、大

規模改修後はあくまでもランニングコストの削減を目的として今計画しております。

もちろん水道料のほうも下がる見込みとなっておりますので、その実績を踏まえまし

て、この部分については再度検討させていただく、減額でいくというような流れで、

その辺のお話をさせていただいております。 

企画情報Ｇ主幹  サイネージの関係でございますけれども、維持管理経費の中に軽

微な故障対応等、ソフトの管理ですとかそういったものが全て含まれておりますので、

基本的にはこれ以外のお金がかかるということは想定していません。ただ、例えば機

械が物理的に壊れてしまったですとか、あとはコンテンツの大規模な更新ですとか、

そういったものが出てくれば別途予算が必要になるかと思いますけれども、現状の運

用に関しましては、この委託料の中でこれ以上のお金がかかるということはないと思

います。以上です。 

商工観光Ｇ主査  ビューロー１階の利用につきましては、やはりはれっぱの観光客

ができるだけ町内の飲食店ですとか、そういう施設などを周遊して、町内を周遊する

ような施策は当然必要かということは十分承知しております。そのために、はれっぱ

にもビューローもありますけれども、デジタルサイネージの中で、飲食店ですとかス

ポットですとか、そういったものも紹介しておりますし、あとは２年前に作成しまし

たグルメ＆ナイトマップにつきましても、ちょっと今は品切れで置いてはいませんけ

れども、現在作成中であります。なので、おそらく４月には各公共施設のはれっぱ、

ビューローも含めて、新しいお店の情報なども含めたグルメ＆ナイトマップを配架す

る予定であります。また、お子さんのメニューにつきましては、先ほど説明させてい

ただいた軽食コーナーの現状もありまして、今はきゃべどらだとか、あとはアイスキ

ャロルのアイスだとか、そういったものでしか甘いものなどは対応できないんですけ

れども、地域おこし協力隊のほうで、軽食コーナーの中で子どもさんが遊べるような

スペースをつくろうという考えもあるので、それは令和６年度の中で、一部分のスペ

ースを使ってできるようにしていく予定です。また、やはりはれっぱのお子さんが来

ているということで、一応現状では子ども用の椅子の設置ですとか、そういったこと

で軽食コーナーは対応させていただいております。また、民間事業者の募集につきま

しては現状のところまだ考えてはいないんですけれども、そういった意見があったと

いうことで受け止めさせていただくということでお願いいたします。以上です。 

熊木委員  １点目と２点目についてはわかりました。南幌温泉の指定管理料につい

ては下がる方向で検討していくということに期待したいと思います。 

それから、ふるさと物産館の活用はいろいろと大変な状況があるのかもしれないん

ですけれども、やはり商工会などとも連携を取りながら、今よりもいい形でぜひ進め

てほしいと思うんですよね。それで、ビューローに来た方が１階から展望台まで上が

って南幌町をぐるりと見るという形で、やはりそれも売りの一つかと思うんですよね。
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ですから今ある建物を有効に活用していきながら、さらによくするということでは、

引き続き検討はぜひしてほしいと思いますし、例えば自治体とかでそこのコーナーに、

クラウドファンディングとかも結構あちこちでやっていますよね。民間とかいろんな

個人とかでやっているんですけども、例えばふるさと物産館の１階をこういうふうに

するために、椅子とかテーブルとかを置くために、クラウドファンディングという形

で取り組んでみてもいいのではないかなと思うんですよね。それもぜひ検討してみて

ほしいと思うのですが、どうでしょうか。もし答えがあれば伺います。 

産業振興課長  ご意見ありがとうございます。我々も、今のビューローの活動の部

分は、内部でも日々検討させていただいております。最初の話からお伝えさせてもら

いますけれども、軽食コーナーの部分ですから、観光協会としては町の特産品をＰＲ

するという部分からこの軽食コーナーがスタートしていて、本来民間さんの飲食店を

圧迫しないようにしていくという部分なものですから、現状その特産品を使ったもの

をＰＲしてということで、本当は儲けを取りたいんですけども、そこの部分をしない

で今まで来ています。今は赤字だという話もありまして、それであれば、そこのメニ

ューの検討はしていかなければいけないねという部分は、現状内部で話はあります。

ですので、そこの趣旨も踏まえた中で考えていくというのは実際あります。それで、

入りやすい環境づくりというのは、現状あるものを使って椅子と机を利用しています

ので、それはやはり今の委員のご意見のとおり、検討していきたいというように考え

てございます。あとは民間さんを軽食コーナーにもし入れていこうかという時に、や

はり公共施設の一部なので、居座るだとかということにはならないものですから、民

間さんが入った時は条件をつけながらだとか、飲食店をやらせるとしたらそういうよ

うなことも検討はしていかなければならないですけど、現状、当初の目的は町の特産

品をＰＲするということがきっかけでスタートしていますので、そこの部分を崩さな

いような形で、ただ赤字が今増えているので、どうしようかというような現状に至っ

ています。ただ、はれっぱに人が多く来ていますので、今がちょうど検討・変更する

タイミングでもあるかなというふうに思っていますので、ご意見を伺いながら、その

点は本年度に協議できるところはしていきたいというように考えています。よろしく

お願いいたします。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  関連なんですけれども、今ふるさと物産館管理経費として１，７００万

円くらいの維持経費が予算としてありますが、今ビューローは１階から展望室まで入

れて５階までありますよね。それで、１階は先ほど言ったように直販所とかである程

度利活用されていますし、２階も会社が入って利活用されているんですけれども、４

階はエレベーターが一応開くんですけれども、何も活用されていないというか、利活

用するようなものとしてはつくっていないということを前にお聞きしました。ただ、

やはりこのぐらいの経費をかけておりますので、今何か利用できないかと。結局エレ

ベーターが止まるということは、やはり観光に来た方もここは何かあるのかと見ると

思うんですけれども、そういう部分でこれまで検討されたことがあるのか、そういう

所だから何もつくらないというお考えなのか、そこのところをお聞きします。 

商工観光Ｇ主幹  ビューロー４階の利用ということで、内部でも見て検討はしたん
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ですけれども、もちろん何かいい活用がないかという話はあるのですが、実際に見て

いただければわかるかと思うんですけれども、面積として、例えば店舗を出すとかそ

ういった使い方ができないようなつくりになっております。階段のほうもかなり食い

込んでおりまして、高さも取れないというところで、例えば美術品か何か、絵画とい

った町民が書いたものや写真みたいなものを展示するぐらいであればというところ

はあるんですけれども、いかんせん先ほどの高さの部分があって、頭をぶつけたりと

いう部分の安全性の配慮などを考えていくと、実態としては非常に難しいのかなとい

うように考えております。以上です。 

佐藤委員  私も何回か行って、ちょっと利用できるようなスペースではないなとい

うことは理解しています。ただ、あそこのスペースとしては本当に空間的にはすごく

縦のスペースはあるなと思いました。それであれば、４階を見せるのではなくて、レ

ンタルスペースにするとか、または本当に小さく区切ってワークスペースにするとか、

何か収益性のあるものを考えていただいたほうが、あそこの空間は大変もったいない

なと思いますので、再度検討していただけないかなと思います。よろしくお願いしま

す。 

石川委員長  要望ということでよろしいですか。（はいの声） 

ほかにございませんか。 

細川委員  予算書の１０１ページのイベント経費と、予算資料１５ページの南幌盆

踊り事業について質問したいと思います。まず、今回町主催で盆踊りが行われるとい

うことは大変喜んでいるところなんですけれども、それで質問をしたいと思います。

まず概要なんですけれども、盆踊りをするのに多分やぐらを組んだりすると思います

が、中央公園のどの辺の位置で開催する予定なのかが１点です。 

それと、予算書のほうで運営協力謝礼とあるんですけれども、運営協力はどちらに

依頼されるのかを教えていただきたいと思います。 

産業振興課長  盆踊りについてです。今回中央公園の中でやるということで先ほど

ご説明させていただきました。場所については、中央公園のステージの前から通路が

３方向に分かれているかと思うんですけれども、その真ん中の位置で、やぐらはレン

タルをしたいなというような考えです。その場所でどのような形になるかも、内部で

これから設置場所ですとか、今我々のほうで予算を組ませてもらっていますので、今

の考えとしてはその位置でしようかという考えです。 

運営協力については、やはり太鼓ですとか歌い手にお願いしなければならないとい

うような形になっていますので、そこの部分の謝礼を見させていただいております。

ただ、内容を詰めていくに当たっては、やはりこれ以外のことでもあるかと思います

が、現状で考えている部分としてはこの内容となっています。 

細川委員  先ほども説明があったんですけれども、これから打ち合わせという話も

聞いておりましたので、今大体の概要は教えていただきましたが、その関係で１点お

聞きします。運営協力について歌い手とかのお話が出ていたんですけども、以前やっ

ていた時に、文化協会のサークルだと思うんですけども、歌を歌っていただいたりと

か太鼓とかでやっていたと思うんですよね。そういったところの団体にも声をかけて、

委員会の話の中に入れていただいたり、あとは商工会さんも出店等をもししていただ
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けるのであれば、そういったところにも協力を要請していただければと思うんですけ

れども、その辺についてお願いいたします。 

産業振興課長  まず、運営協力の太鼓ですとか歌い手の方は、これまで太鼓は拓心

会さんにお願いしたりですとか、歌は俵つみ唄保存会ですとか、それらに協力してい

ただいたところです。現状拓心会が今１人しかいないようなお話もいただいています。

これをスタートするに当たっては教育委員会とも話はしていまして、やはり太鼓につ

いて子どもたちに教えるきっかけづくりにもなるかなというようなことも内部で話

しているので、これらをやるに当たってそういうことも可能か、サークル化というか、

そういう団体をつくっていくというのもお話としては出ていますので、それも含めた

中でやっていきたいと思います。また、出店はもちろんはれっぱ横の中央公園でやり

ますので、はれっぱのそういうスペースもございますし、直接会場としても、そうい

う商工会を通じて飲食店が入ってこられるような体制づくりにはしたいなというよ

うに考えています。 

細川委員  やはり商工会を含めて、そういった団体が一緒に協力してやることによ

って盛り上がっていくと思うんですよね。これ要望なんですけれども、そういった団

体にも声かけて、できれば委員会の中に入っていただいて協力体制を取っていただけ

ればなと思います。 

石川委員長 ほかにございませんか。 

湯本委員  南幌盆踊りの事業についてなんですけれども、先ほどの説明で、開催時

期は中旬から下旬にかけてというようなお話があったと思うんですが、ふるさとに戻

ってくる人方のことなどを考えると、やはりその時期設定というのは親元に戻ってき

たり、ふるさとに戻ってきた人方との交流を新しく定住された方々も含めて深めてい

くという意味では、時期の設定というのは非常に慎重に考えなければいけないのかな

というふうに思っています。この時期設定についての要望になると思うんですが、な

るべくそういったことを考慮しながら決めていただきたいというふうに思いますの

で、今のところどのような方向で議論されているのかをお教えください。 

産業振興課長  先ほど中旬から下旬ということでお話ししましたが、これまで商工

会が実施主体でやった盆踊り大会が８月２０日でございます。一応町内では、三重湖

盆踊り大会が８月１５日ですので、そうなるとその間の期間ということで考えるんで

すけれども、やはり今委員おっしゃるとおり、帰省される方の参加、はれっぱの利用

者の参加、あとはやはり参加しやすい環境だと、小学校の夏休み期間中がいいという

考えがありますので、その日時も考慮した中で、なおかつ平日がいいのか土曜日がい

いのかだとか、その辺はこれからという形になりますが、その時期を目がけての設定

になろうかと思います。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  コロナの巣ごもり需要で、ふるさと応援寄附金事業というのは非常に寄

附金額が伸びてきたということで、今年は１億７，０００万円ほどになるだろうと言

われております。来年度の目標が約２億円ということになるんですが、コロナが５類

に切り替わったということで、巣ごもりの需要というのはどうなのかなというように

見ていくと、２億円というのは非常に高いハードルなのかなと思っております。それ
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をクリアするためのシナリオというか、どのような考えを持ちながらこれをやってい

くのかということについて教えていただきたいと思います。 

財務Ｇ主査  ふるさと応援寄附金の、令和６年度の歳入予算額を２億円とさせてい

ただいております。まず初めに、令和５年度の寄附額についてですが、５月からコロ

ナが５類になっておりますが、まず中央食糧さんの新規お米の出店、それから、これ

まで人気の高かったタマネギの寄附が増加しております。そしてさらに、去年の１０

月１日に、総務省のほうで経費に係る見直しということで、一律寄附設定額の見直し

も行っておりまして、これまでよりも寄附設定額が増加しております。そういったこ

とを踏まえて、２月末現在では１億８，０００万円の寄附額をいただいておりまして、

それで現在残り１か月ですが、３月は例年でいきますと５００万円くらいの寄附を大

体いただいている実績となっておりまして、令和５年度の寄附見込みは１億８，５０

０万円くらいを見込んでおります。令和６年度につきましては、今年度返礼品で出品

した数と同等の数を確保できる見通しとなっておりますので、まずはやはり最低限、

今年度の実績を下回らないようにというのが最低条件としております。さらに、プラ

スアルファで１，５００万円として見込んでおりますけれども、やはり他の自治体と

価格競争が生まれています。同じお米にしても、寄附額の少ない自治体に寄附される

傾向が非常に高いですので、お米やタマネギといった、今うちのほうで人気の高い農

産物の経費をもう一度見直して、他の自治体と価格競争できるような寄附設計を検討

して、この１，５００万円を捻出したいと考えております。以上です。 

西股委員  再質問させていただきますけれども、寄附金を集めていくということに

なってくると、いかにリピーターを増やしていくのかなというふうに思うのですが、

リピーターを増やすためにはやはりいいものを取り扱いしなければならないんだろ

うというように思っております。昨年のものを見ていくと、とうきびあたりがやはり

干ばつの影響等もあってかなりマイナスになったというのがあって、これがかなり採

れていたとすれば、今年は２億円にいっていたかもしれないというのもあります。総

じて農作物というのは天候にかなり左右されるものでありますので、この辺でやはり

うまい形で安定的に確保できるものを、やはりどこかしらで集めなければならないと

いうか、用意しなければならないということになるとすれば、やはり加工品なり何な

りというものもかなりのウエイトを占めていくような商品構成を考えていただきた

いと思うのですが、この辺についての考え方はどうなんでしょうか。 

財務Ｇ主査  やはりうちの町の寄附につきましては、農産物がほとんどと言ってい

いぐらい人気の高い商品となっております。なので、やはり天候に左右されると、採

れたり採れなかったりという年がどうしても発生します。そのため、安定的に返礼品

を用意するとなると、委員がおっしゃるように加工品というのは非常に重要となって

おりますが、やはり地場産品の基準がどうしてもあるものですから、例えば新規返礼

品を検討するにも、そういった基準からなかなか新規というのはつくりにくいところ

もありますし、やはり既存の返礼品を伸ばしていく取組をしていくしかないというよ

うに考えております。令和５年度につきましてはたもぎ茸のパウダーがテレビで取り

上げられて、地元の企業のことではないのですが、そういった同じような商品が取り

扱われて人気が出たということもありますので、やはりそういった機会を逃さないよ
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うに広告宣伝なりそういった手法を使いながら、加工品のほうにも力を入れていきた

いとは考えております。ですが、やはり現状は農産物に頼らなければいけない状況と

なっておりますので、ご理解いただければと思います。 

西股委員  最後に質問させていただくのですが、５年度で、米の関係で定配という

か、３カ月だとか６カ月だとか１０カ月という契約の項目をつくっていたようでした

が、これらの取り扱いというのは今年もやると思うんですけれども、そういうような

長期的にやる部分というのは、契約本数はかなり増えてくるようなイメージでしょう

か。 

財務Ｇ主査  今、定期配送は３カ月と４カ月、それから６カ月で定期的に配送をし

ていくというようにやっております。ただ、定期配送につきましては、やはりその年

の米の取れた数量につきますので、やはり取れないとそこの数字を確保できませんの

で、増やしていくとか減らすとかというのは現時点では申し上げられない状況となっ

ております。ご理解いただければと思います。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。（なしの声） 

それでは、これで商工費についての審議を終了いたします。ここで１０分間ほど休

憩いたします。 

（午前１１時０６分） 

（午前１１時１５分） 

石川委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序１０番目、７款土木費について、同時審査といたしまして、機場施設管理

費について審査を行います。説明をお願いいたします。 

都市整備課長  それでは、７款土木費についてご説明いたします。予算書１０４ペ

ージをごらんください。また、予算資料は１６ページから１７ページとなりますので、

あわせてごらんください。 

７款１項１目土木総務費、本年度予算額 ７６万５，０００円。土木総務経費では、

土木積算システムなどに係る経費を計上しています。 

２項１目道路橋梁総務費、本年度予算額２４０万８，０００円。道路橋梁総務経費

は、次ページにかけて、道路台帳の修正業務並びに道路、治水など関連７団体の負担

金を計上しています。 

２目道路維持費、本年度予算額５億５,１３２万８，０００円。町道管理経費は、

次ページにかけて、町道及び普通河川などの維持管理費として２億８,６０８万円を

計上しています。予算資料１６ページをごらんください。 

町道長寿命化改修事業、２億１,４５１万３，０００円は、老朽化する町道及び道

路施設の改修について、個別施設計画に基づき整備を進めるために、委託料並びに工

事請負費で 1３事業の経費を計上しています。財源は、補助金及び起債を活用してい

ます。予算書にお戻りください。１０７ページです。 

町道除排雪事業は、次ページにかけて、町道及び公共施設などの除排雪業務に係る

経費として２億６,３６８万５，０００円を計上しています。本年度は、準工業用地

等整備に伴う雪捨て場の移設工事として工事請負費５，８１９万円を計上しています。 

総合保安センター管理経費は、施設の維持管理に係る経費として１５６万３，０００
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円を計上しています。次ページにまいります。 

３項１目都市計画総務費、本年度予算額２億５，８６１万８，０００円。都市計画

総務経費は、次ページにかけて、都市計画審議会委員の経費、本年度新たに準工業用

地等看板設置実施設計の委託料及び準工業用地等整備工事を計上しています。 

２目公園費、本年度予算額１億４,２７７万６，０００円。公園施設管理事業は、

次ページにかけて、公園および緑地帯などの維持管理に係る経費を計上しています。

１２節委託料６,０３２万円は、緑地帯などの施設管理及び公園の指定管理料、樹木

剪定業務、毎年義務付けられている公園遊具の点検業務を計上しています。１４節工

事請負費７，２４０万１，０００円は、中央公園電気設備改修工事、北町児童公園遊

具改修工事、東町児童公園遊具改修工事、中央公園ブランコ設置工事に係る経費を計

上しています。 

３目公共下水道費、本年度予算額９,９８１万１，０００円。下水道事業会計繰出

金は、別途下水道事業会計にてご説明いたします。次ページにまいります。 

４目街路事業費、本年度予算額５９３万１，０００円。街路事業経費は、街路灯電

気料及び緑花活動に係る経費を計上しています。 

４項１目住宅管理費、本年度予算額５，６９６万７，０００円。建築事務経費は、

建築業務の設計積算に必要な経費として２７万１，０００円を計上しています。 

町公営住宅管理事業は、次ページにかけて、町公営住宅３団地１０８戸及び子育て

住宅４戸の維持管理を行う経費として４，０７４万５，０００円を計上しています。

１４節工事請負費、３，６４６万５，０００円は、夕張太公営住宅改修工事、栄町公

営住宅浴槽設置工事３戸分を計上しています。 

道公営住宅受託管理事業は、次ページにかけまして、道より指定管理者として指定

管理料を受け、道営住宅６０戸の維持管理を行う経費６２５万１，０００円を計上し

ています。      

住宅リフォーム助成事業は、平成２７年度からの継続実施で助成金８００万円を計

上しています。また空き家対策事業として、空き家等解体助成金と中古住宅購入助成

金を計上しています。以上で、７款土木費の説明を終わります。 

続きまして、同時審査の機場施設管理費についてご説明いたします。予算書９５ペ

ージをごらんください。 

５款１項４目機場施設管理費、本年度予算額１億４，８４９万１，０００円。次ペ

ージにかけまして、管理する９機場の機能を維持するため、点検整備及び機場の運転

に必要な経費と負担金などを計上しております。１０節需用費の修繕料では、揚排水

機場の点検結果に基づく修繕、及び計画的な整備補修に必要な経費を計上しています。

１４節工事請負費では、幌向運河調整池等浚渫工事を計上しています。以上で説明を

終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

高橋委員  空き家対策事業のところですけども、助成金で１５万円とか、購入助成

で２５万円とかいろいろあると思うんですけど、ドーナツ化とも言われているので、

新しい所に町民さんが来られることも大事だとは思うのですが、古い所というか、中

心のほうに来てもらうことも大事かなと思うので、この金額というのは引き上げとか
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はできないものなのでしょうか。あとは年齢制限とかでも、４０歳未満の方でもいい

んですけど、もっとここを上げられないものかなと思って、質問させていただきます。 

都市施設Ｇ主査  空き家等、中古住宅の増額についてお答えいたします。まずこの

事業ですけれども、他市町村において数少ない事業となっておりまして、令和４年度

に移住定住の促進と空き家の増加の抑制を目的に創設しております。それで、その際

の助成額等の制度設計につきましては、他市町村においておおよそ２５万円から５０

万円の間で設定しており、加えて子育て世代に限定するなどの条件を付している所が

多いのがほとんどです。当町においては、そのような条件を付せずに多くの方に利用

できるように設定しておりまして、特に南幌町においては従前より中古住宅の流通が

進んでいることから、より一層の流通を促し、中古住宅や空き家に対する認識度を高

めるきっかけづくりの一つとなればと想定して、現在の助成額としております。そう

いった内容の中で、実績としましては、募集件数５件に対し、令和４年度が２件、令

和５年度は５件で、問い合わせも数件となっており、実績からみてもニーズにお答え

できていると考えられますから、十分に効果を発揮しているのではないかと感じられ

ます。そのようなことから、こちらの事業も長く多くの方に利用していただきたいと

考えておりますので、現在のところ補助額の変更等は考えておりません。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

熊木委員  何点かあります。資料１６ページの公園長寿命化改修で、中央公園の電

気設備改修工事について今説明があったんですけれども、その改修工事の内容につい

て伺います。中央公園の中の通学路というか、あそこを通っていく所で街路灯とかが

暗いんじゃないかと以前視察した時に思ったんですけれども、その辺の改修も含まれ

ているのかどうかが１点です。 

それから、１１２ページの栄町公営住宅浴槽設備について、今年は３棟ということ

でしたけれども、今まで何戸改修しているのかということと、今後の改修計画につい

て伺いたいと思います。 

それから、公営住宅の建築年数について、結構経っているかと思うんです。それで

近隣の町とかを見ても、結構建て替えなどもここ何年かで始まっていて、より快適に

住めるように、３階建てなどではなくて平屋とかでつくっているのが結構見られます。

そういう意味では、今後の改修計画及び新設するような計画というのは持っているの

かどうかを伺います。 

それと、住宅リフォーム助成事業は今年も予算額が８００万円なんですけれども、

資材費は昨年からみても高騰しています。それで、今回このまま８００万円になった

というのは予算の関係で厳しいということなのかと思うんですけれども、それがもっ

と引き上げられるべきではなかったのかなと思うんです。それに伴って、今、住宅の

耐震化について、今回の石川県の地震とかを見て、やはり耐震化されていないことで

崩れてしまったということがすごく大きな要因だと思うんですよね。本町の住宅も結

構古かったり、新しく引っ越して来られた方ももう３０年を過ぎているという中で、

耐震化の補助を検討してはどうかと思うんですけれども、そのようなことはグループ

の中では意見が出されなかったのかどうか伺います。 

あともう１点、通学路の除雪についてです。東町とかに今どんどん家が建ってきて
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いて、通学路の所での見直しというのは、土木だけではなくて生涯学習課等も連携し

て見直しを図る必要があるのではないかと思うんですけれども、除雪する箇所で令和

６年度は冬に向けて見直しを考えているのか。またそういう要望があるのかどうかと

いうところも含めて、返答をお願いしたいと思います。以上です。 

土木Ｇ主査  まず、中央公園電気設備改修工事についての内容ですが、中央公園内

は現時点で既設街灯の灯具が壊れており、点灯していない状態です。はれっぱから美

園まで街灯を整備し、利用者が帰宅する際の安全確保を目的としております。既設の

街灯全ての撤去と美園までの街灯１１基の新設、分電盤の改修がこの工事の内容とな

っております。 

あわせて通学路の改修ですが、通学路は今年度ＬＥＤ化しております。現地を確認

したんですけれども、照明自体は暗くなったら点灯する仕組みになっておりまして、

帰宅時間帯には点灯している状態です。ＬＥＤ化したことにより、昨年と明るさが異

なるように見えるかもしれないですけれども、登下校には問題ない照度があると認識

しています。現時点では苦情や要望も特にございませんので、今後相談があった場合

は検討させていただこうと思っております。以上です。 

都市施設Ｇ主査  ２点目の、栄町公住の浴槽設備改修状況につきまして説明いたし

ます。改修状況につきましては、現在まで栄町公営住宅７２戸中１２戸の整備を行っ

ており、全て入居済みとなっております。令和６年度においては３戸分の整備を予定

しており、今後も整備を進めていきたいと考えております。 

続いて、３点目の公営住宅の建て替えについてです。現在、公営住宅は長寿命化計

画に基づいて、既存ストック住宅の有効活用を図るため、改修工事を行っているとこ

ろです。計画年数は令和８年度までで、令和７年度の夕張太団地改修で現在の計画を

終了する予定ですが、引き続き浴槽給湯設備の改修などの適切な改修を施し、既存ス

トック住宅の有効活用を図っていくとともに、入居率においても現在のところ著しく

低い団地は見られないことから、現在のところ建て替えについては考えておりません。 

続いて、４点目の住宅リフォーム助成事業の資材費高騰に対する補助上限額につき

ましては、令和５年度から２００万円増額した予算としておりまして、増額前から１

０件以上多く交付されていることから、これまでより多くの方に活用されているとと

もに、資材費高騰に対しても、実績から見て十分に対応できているのではないかと考

えております。そのようなことから、今後も長く多くの方にこの事業を利用していた

だきたいと考えておりますので、現在のところ補助額等の変更は考えておりません。 

続いて、５点目の住宅の耐震化への補助等の新設につきましては、現在耐震改修の

助成を、住宅リフォーム事業の中で実施できるメニューの一つとしております。その

うち耐震改修の実績につきましては現在まで０件で、問い合わせにつきましても現在

のところないことから、リフォーム事業との兼ね合いを踏まえ、個別での助成につい

ては現在のところ考えておりませんが、現在町で行っている無料耐震診断や耐震改修

に関わる出前講座を数件行っている実績がありますので、耐震に関する認識度を高め

るため、継続して情報提供や啓発を行い、広く周知を図っているところです。 

土木Ｇ主査  通学路の除雪につきましては、美園、東町については今のところ要望

等は来ておりません。 
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熊木委員  栄町の公営住宅の改修済みの件数などはわかりました。今後も改修して

いくということですが、栄町公営住宅は３階まであるんですけれども、高齢になった

方が３階までの階段を上るのが大変ということで、新たに申し込みする方とかは、１

階や２階が空いていたらという希望の方がすごく多いと思うんですよね。それで、今

の申し込み状況とか、３階の空き状況がどういうふうになっているのかを教えていた

だければと思います。 

それから、今後新設する計画はないということでしたけれども、今、南幌は戸建て

住宅がすごく増えていますが、やはり戸建て住宅を建てられる方ばかりというわけで

はないと思います。高齢になって、例えば農村部とかでもうだんだん市街地に移って

くるという方も多い中で、やはりその需要はすごくあると思うんですよね。地方自治

体の役割の一つにはやはり福祉の向上というか、住民の生活しやすい環境づくりに力

点を置くべきだと思うんですけれども、やはりこれから先の計画の中にぜひ組み込み

ながら検討してほしいと思いますので、これは要望しておきます。 

また、住宅も家が古くなって、町営住宅に入りたいという方が、道営のシルバーハ

ウジングを見た時に、やはりあそこに移りたいという希望の方がたくさんいます。だ

けれども順番待ちというか、なかなか入れないということで、申し込みしようと思っ

ている方で亡くなった方もいますし、やはりああいう形で住みよい所を提供するとい

うことはやはり大事だと思うので、その辺もぜひ検討してほしいと思います。これも

要望です。 

それから住宅リフォーム助成事業は、８００万円で十分とは私は思えないんですけ

れども、耐震化への要望は０件だったということで、先ほど無料の耐震診断を出前講

座などの中で啓蒙していくということでしたが、やはり今不安に思っている方がすご

くいると思うんですよね。だからそういうことにはやはりきちんと対応していただき

たいと思いますので、これも要望します。 

あとは通学路の除雪については、今のところ変更はないということで捉えていいん

ですか。東町の場合沢山住宅が建っていて、今まで全く使っていなかった所とかも子

どもたちは通っていると思うんですけれども、その辺の見直しはされないのかどうか、

１点確認させてください。 

総務課長  通学路を決めるのは教育委員会なので、それに基づいて除雪をするよう

なイメージですから、これは教育のほうで聞いた方がいいかもしれません。 

石川委員長  では、教育費のなかで聞いてください。（はいの声） 

では、聞くものとしては要望ということですね。たくさんありましたのでしっかり

記録しておいてください。ほかにございませんか。 

家塚委員  １０１ページの住宅リフォームの関係で、ここ３年の申請件数だとかを

調べると、３年度に申請が４６件で交付が３０件なので、６５％ぐらいですよね。４

年度は申請が前年度と同じ４６件で、交付が２３件で交付率が５０％です。５年度は

４１件で若干減っているんですが、交付が３４件、交付率が８３％と高いのですが、

当然不交付の方がおられます。翌年また申請をしようということで、その方が翌年に

交付になるかどうかというのはあるのですが、例えば救済措置といいますか、その辺

を考えていたのか、以前考えたことがあるのか、この辺をちょっとお聞きしたいと思
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います。 

また、例えば住宅があって、この部分は国・道の補助金を使ってやりますと。それ

とこの部分は町のこのリフォーム助成でやりますという、二通りを併用してやるのが

多分いいのかなと思いますが、この辺の補助の考え方をお聞きしたいと思います。 

都市施設Ｇ主幹  まず、優遇措置の件についてですが、リフォーム事業については

平成２７年からやらせていただいて、元年度まで補正対応によって助成をずっと行っ

てきました。令和２年度からは予算の範囲内ということで事業を進めてきているので

すが、家塚委員おっしゃるように、大体年間４０件から４５件程度の申し込みが来て

おりまして、現状全員には当たらないという形にはなっているところです。それもあ

りまして、令和５年度からは建築費高騰分として２００万円予算額を追加して事業を

行っているのですが、この抽せんに漏れた方々の優遇措置という部分で、今後の申し

込み状況等を考えると、助成内容の変更等も十分検討していかなければいけないとい

うこともあるものですから、交付決定を受けられなかった年度と、それを優遇する次

の年度という時に、助成内容等の変更があった場合には、例えば前年の助成内容につ

いてそれを保障するといったようなことというのもなかなか難しい部分があるもの

ですから、申請の受付時において予算額に達した場合については抽せんになりますと

いうことは重々ご説明させていただいて、了承の上で申し込みをいただいております。

申し込みが外れた方についても、特段苦情といったらおかしいですが、そういったこ

ともないものですから、現時点においてはこれといった特段の優遇措置については考

えておりません。 

もう１点目の補助についてですが、国のほうでも確かに受けられる補助というのが

あります。ただ、町のほうの補助と被ることができないという形になっていますので、

国のほうではここまで、町のほうではここをやりたいという形で区分けするような形

であれば、補助の申し込みについても、こちらのリフォームの申し込みについても可

能だというように考えているところです。 

家塚委員  わかりました。救済措置について、件数を押さえているかどうかはわか

りませんが、過去に最高で何回まで申請して、ようやく補助金の該当になったという

方がいるかは押さえているでしょうか。 

都市施設Ｇ主幹  覚えているだけなんですが、２年落ちた方はいらっしゃいます。

そして３年目に交付となりました。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

佐藤委員  １点だけお伺いします。資料１６ページの、公営住宅についてです。昨

年も質問したんですけれども、現在公営住宅の玄関の入口から道路に出る所までは、

雪が降った時の除雪は入居者が話し合って交代でしますということを、入居する時に

申しあわせ事項としてお話しされているようなんですけれども、現在入居者も高齢化

していますし、障がいを持った方なども入居されております。なかなか当番制として

もできない状況だということで、このように昨年質問した時に、地域からそのような

声も出ているので担当で協議するということをお話しされたんですけれども、改善策

は見つかったのかと、どのように協議されたのかをお聞きします。 

都市施設Ｇ主査  通路の除雪につきましては、今お話があったように入居者の皆さ
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んで協力して行うことを入居時にご説明させていただいて、ご理解、ご了承された上

で入居されています。その後の協議といいますか、そちらにおいてはやはりこちらは

皆さん最初の入居時のご説明を受けて皆さんお入りになっていますので、やはりここ

は同じ回答になりますけれども、入居者皆さんで行うことを理解されて入居をしてい

ただいていると。ただ、これは車の駐車スペースの除雪も同じで、やはり車を使用し

ている方は自分の停める場所の除雪を行っています。それと同じように、通路も皆さ

んが使用している部分の一つですから、入居者の皆さんで行っていただいていると。

それと、一部でそういったような負担ですとか除雪は大変だというお話は確かにされ

る方もいらっしゃいます。その際も、入居時の条件を再認識いただくようにこちらと

しては説明をして、理解を求め、場合によってはご家族やご親族、知人等の協力支援

を得ることをお願いし、町としても入居者の皆さんに協力を呼びかける周知文を配布

するなどの支援を継続的に行っているところです。 

佐藤委員  ありがとうございます。入居する時にご丁寧にそのようにお話しをして、

納得して入っていただけているのだから仕方ないという感覚だと思うんですけれど

も、今入っている人方は、結構長い人はもう本当に２０年、３０年近く入っている方

もいらっしゃるんですね。若い時には了解は得ているんですけれども、やはり入って

いるうちにだんだん歳をとりますよね。今公営住宅をみた時に、本当に高齢者が多い

という中で、説明しましたから仕方ないですよねという考え方というか、また、公営

住宅の入口によって入居者の人数も違うんですよね。それで業者に頼んで、皆さん折

半をして何も問題のないところとか、もう全く話し合いができないところとか、その

入口によってもう様々なんです。特に元町にある２階建ての公営住宅は、車椅子用の

スロープが結構長いんですよね。そこも入居者が除雪するということになって、３０

年前はそれでよかったのかもしれないんですけれども、本当に今後ますます高齢化が

進む時に、やはり何か対策を考えていかなければいけないんじゃないかということで、

共益費ということなので難しい部分はあると思うんですけれども、例えば条例を改正

して家賃に上乗せをするとか、有償ボランティアを使うとか、高齢者事業団にお願い

するとか、何とか手だてを考えていただきたいと思うんですけれども、何かお考えが

あればお願いいたします。 

都市施設Ｇ主幹  佐藤委員のほうから、都度ご相談等が今までありましたが、基本

的には前段で説明があったように、入居者の中で対応していただくというのが大原則

になっていて、入居時の説明だけではなくて、それからどうしたらいいだろうという

相談というのは、夕張太もそうなんですけれど、栄町でもたまに来ていたことはあり

ました。その中で、行政の中で対応できるように、先ほども言いましたが皆さんで共

用部分も含めて協力しあってやってくださいというような啓発は行っております。そ

れで、公住の管理としては、やはりそこの家賃と一緒にそういった部分のお金も一緒

に取るということ自体は難しい形になっています。なので、通常の一般住宅もそうで

すが、基本的に高齢化というのは日本全国で進んでいる話ですから、まちなかにも一

般住宅で高齢者という形の部分はたくさんいると思います。その方々も業者さんに頼

んだり、そういった形で対処している部分があると思いますので、やはり公営住宅に

ついても、一般住宅の方でもそういう形でやっているということを考えると、入居者
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の中で何とか対処していただくと。方法としては、福祉サイドの目線でやっていくと

か、そういった部分もほかにも考えられる可能性というのはあろうかと思うんですが、

私たちの公住管理の目線としては、やはり入居者の話し合いの中でやっていただくと

いう部分が、現状でできる手段の一つだというように考えていますので、ご理解いた

だきたいなと思います。以上です。 

佐藤委員  お話をお聞きしまして、決められた部分でしか今は対応できないという

お話でしたけれども、今後ますますこういう問題が増えてくるのではないのかなとい

うように思いますので、そこは保健福祉課と連携しながら、一番いい方向で模索を続

けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

細川委員  予算書１１０ページの、中央公園ブランコ設置工事ということで５２２

万５，０００円予算計上されているんですけれども、こちらのブランコは普通のブラ

ンコなのか、どのようなブランコを入れられるのかお伺いします。 

土木Ｇ主査  中央公園のブランコ改修工事ですが、児童用２基、幼児用２基、うち

１基はチェアタイプの４連になっているブランコを設置予定です。 

細川委員  ありがとうございます。内容的に今聞いたら結構大がかりな感じにみえ

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  まず、空き家解体補助の関係です。この事業を町のほうでは４５万円予

算をみているわけですが、国のほうでも空き家の解体事業の関係というのは調べてみ

るとあったものですから、この事業というのは南幌町に活用できるかどうかという部

分についてお聞きしたいと思います。 

それと、先ほどの住宅リフォームの関係だったんですが、リフォームの関係でもや

はり国の資金というのがあるんですが、内窓の分でそういうのだけをやるという人が

いるのであれば、そういうのをお知らせしてあげることによって、例えばリフォーム

事業のほうもまた少し枠が広がる可能性もあるだろうし、国をうまく利用できるとい

うのもあるのかなと思うので、そういうものがいろいろあるのであれば、どんどん町

民に知らせていいんじゃないかなと思いますが、その辺についての考え方を教えてい

ただきたいと思います。 

都市施設Ｇ主幹  空き家の国の支援ということなんですが、大きく分けて空き家対

策の総合支援事業とか、空き家の再生の推進事業というものがあると思いますが、い

ずれにしてもこの空き家対策計画、また空き家対策特別措置法に基づく協議会という

ものが必須条件になっているところです。本町の空き家状況については、市街地の中

の一般住宅については現在更新調査をやっている最中で、若干前になりますが、令和

２年の３月末で５７戸の一般住宅というのは確認されています。そのうち特定空き家

と呼ばれる、倒壊の恐れがある空き家については確認されていない状況となっている

というのもありまして、本町においては空き家対策計画と協議会というものについて

は設置していないという形になっておりますが、空き家対策特別措置法に基づいて、

町内の昇月旅館なんですが、調査をやらせていただいたという実績はあります。今ち

ょっと昇月旅館と言いましたが、その部分の結果としてはまだ特定空き家に至らない
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というような診断基準が出ていますので、現状では特定空き家はないというような形

になっています。ただ、西股委員言うように今後年数がどんどん進んでいくと、当然

空き家のほうも老朽化が進んでいくと思いますので、その空き家対策計画ということ

と、町の中の協議会ということも今後視野に入れながら、それをあわせて国の補助と

いうことも必要に応じて検討していかなければいけないと考えているところです。 

もう１点国の補助なんですが、私たちも内窓の助成だとか、こういったものがあり

ますよというので、業者さんのほうから逆に町の補助はこういう形、国の補助はこう

いう形というので、希望設計さんとかにはよくお知らせしていたというのを確認はし

ているのですが、まだまだなかなかそういうところが浸透していかないという部分も

あろうかと思いますので、そういった部分については情報提供等を随時やっていけた

らと思います。何かしらいい方法を検討しながら考えていきたいと考えています。 

石川委員長  ほかございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、これについての質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの

声） 

もう大分時間も迫っているので、この後下水道会計もあるんですけれども、これは

午後という形で進めさせてもらいます。それでは、これで土木費についての審査を終

了いたします。昼食に入りますので１時まで休会といたします。 

（午前１１時５５分） 

（午後 １時００分） 

石川委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序１１番目の下水道事業会計について、あわせて同時審査として一般会計の

合併浄化槽整備事業、それから上水道費につきまして説明をお願いいたします。 

都市整備課長  令和６年度下水道事業会計予算についてご説明いたします。本

年度から公営企業会計となりましたので、要点を中心に説明させていただきます。

最初に、予算書の７ページをごらんください。 

 収益的収入及び支出のうち、収益的収入の説明を行います。１款下水道事業収

益、本年度予算額３億１，９１２万６，０００円。 

１項１目下水道使用料、本年度予算額１億１，４５２万２，０００円。下水道

使用料、農業集落排水使用料を計上しています。 

 ２項１目他会計補助金、本年度予算額９，８８４万５，０００円。町からの一

般会計繰入金で、下水道事業、農業集落排水事業の不足分を計上しています。 

２目負担金、本年度予算額４００万６，０００円。江別市への起債償還に対す

る公社負担金、準工業用地等公社の負担金を計上しています。 

３目長期前受金戻入、本年度予算額９，９２３万２，０００円。下水道事業、

農業集落排水事業の前受金戻入を計上しています。 

４目消費税及び地方消費税還付金、本年度予算額２５１万８，０００円。下水

道事業、農業集落排水事業の消費税還付金を計上しています。次ページにまいり

ます。 

５目雑収益は、科目設定です。 

３項１目過年度損益修正益も、科目設定です。次に９ページをごらんください。 
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ここからは、収益的支出の説明に入ります。１款下水道事業費用、本年度予算

額３億３，５５１万１，０００円。 

１項１目管渠費、本年度予算額１，１３７万２，０００円。管渠維持に係る経

費を計上しています。 

２目処理場管理費、本年度予算額１，０７４万６，０００円。次ぺ―ジにかけ

まして、夕張太浄化センターの維持に係る経費を計上しています。 

３目ポンプ場費、本年度予算額２，０７５万６，０００円。次ページにかけま

して、晩翠汚水中継ポンプ場の維持に係る経費を計上しています。 

４目総係費、本年度予算額８，６９６万１，０００円。１３ページにかけまし

て、職員給与費２名分及び産業廃棄物処理や下水道徴収業務などの委託料、江別

市施設維持管理に係る負担金を計上しています。 

５目減価償却費、本年度予算額１億９，４９７万３，０００円。下水道事業、

農業集落排水事業に係る減価償却費を計上しています。次ページにまいります。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費、本年度予算額７４５万３，０００円。

起債償還利息及び一時借入金利息を計上しています。 

３項１目過年度損益修正損、本年度予算額３２０万円。下水道事業、農業集落

排水事業に係る過年度損益修正損を計上しています。 

２目その他特別損失、本年度予算額５０万円。過年度還付金を計上しています。

次に１５ページをごらんください。 

ここからは、資本的収入及び支出に入ります。初めに資本的収入について説明

いたします。１款資本的収入、本年度予算額３億１，５２１万７，０００円。 

１項１目企業債、本年度予算額１億８，２４０万円。江別市関連事業の他起債

借り入れ分です。 

２項１目他会計出資金、本年度予算額９６万６，０００円。建設改良費不足分

を一般会計より繰り入れするものです。 

３項１目国庫補助金、本年度予算額１億３，１８５万円。準工業用地整備事業

ほか、下水道事業の社会資本整備総合交付金です。 

４項１目受益者負担金及び分担金は、科目設定です。次ページにまいります。 

ここからは、資本的支出の説明となります。１款資本的支出、本年度予算額３億

９，４５７万３，０００円。 

１項１目建設改良費、本年度予算額３億３，９２７万１，０００円。建設改良

に係る委託料、工事請負費、負担金を計上しています。 

２項１目企業債償還金、本年度予算額５，５３０万２，０００円。建設改良に

係る企業債償還金を計上しています。１７ページをごらんください。 

１７ページから２３ページにかけましては、給与費明細書となってございます。

この項目は概要説明とさせていただきますのでご了承願います。１総括です。２

名分の職員給与費、職員手当の内訳、１８ページでは、会計年度任用職員以外の

職員、職員手当の内訳、１９ページでは、２給料及び職員手当の状況について、

２０ページでは、級別職員数、２１ページでは、級別の基準となる職務内容につ

いて、２２ページでは昇給について、２３ページは期末手当・勤勉手当の支給率、
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定年退職及び応募認定退職に係る退職手当の支給率、特殊勤務手当、その他手当

の支給率等となっています。 

２４ページから３０ページは財務諸表となっております。こちらも概要説明と

させていただきます。２４ページ、２５ページは、令和６年度予定貸借対照表で

す。このうち、２５ページ下段の７、剰余金、（２）欠損金、ロの当年度未処理

欠損金でございます。令和６年度中の収益的収入と支出の差し引きで、マイナス

１，６３８万５，０００円を見込んでいます。これは、１月の議会全員協議会に

おきまして、公営企業会計において、減価償却費の計上による留保資金の積立金

について、将来の改築事業に必要な財源については、起債及び交付金で賄うこと

から、赤字予算を計上する旨を説明させていただいています。次に２６ページは、

予定キャッシュフロー計算書です。下水道事業会計の１会計期間における資金の

流れをあらわしているものでございます。先ほどの予算赤字計上の説明をさせて

いただきましたが、このキャッシュフロー計算書では、表の一番下段資金期末残

高２，２２７万９，０００円について、２４ページの予定賃貸貸借表の２、（１）

現金・預金の金額を算出しており、現金上の赤字は発生しておりません。次に２

７ページは、注記事項となっています。記載のとおりでございます。次に２８ペ

ージ、２９ページは、債務負担行為の支出額等に関する調書で、過去に実施した

江別市公共下水道事業負担金で翌年度以降に支出を予定する内容となっていま

す。最後に３０ページは、地方債に関する調書で、令和６年度借入予定の３件を

含む、全４７件の地方債の明細となってございます。それでは１ページにお戻り

ください。 

第１条は、令和６年度南幌町下水道事業会計予算は、次に定めるところによる

とし、第２条は、業務の予定量です。処理区域面積を下水道事業３６０ヘクター

ル、農業集落排水事業２１ヘクタール、年間総汚水量、下水道事業７１万立方メ

ートル、農業集落排水事業３万８００立法メートル、主要な建設改良、下水道事

業３億３，４５３万円、農業集落排水事業４７４万１，０００円でございます。 

続きまして第３条は、収益的収入及び支出です。収入３億１，９１２万６，０

００円、支出３億３，５５１万１，０００円とし、収入と支出の差し引きでマイ

ナス１，６３８万５，０００円の純損失を予定しています。次ページにまいりま

す。 

第４条は、資本的収入及び支出です。収入３億１，５２１万７，０００円、支

出３億９，４５７万３，０００円、収入と支出の差し引きで不足します７，９３

５万６，０００円は、損益勘定留保資金で補填するものでございます。第４条の

２は、公営企業会計の初年度にあたり、３月打ち切り決算となるため、前年度か

らの債権及び債務の未収金４，７６５万７，０００円と未払金６，５０２万２，

０００円とするものです。 

第５条は企業債です。江別市南幌関連負担事業５，６７０万円、準工業用地等

下水道整備事業１億２，１２０万円、晩翠汚水中継ポンプ場整備事業４５０万円

とし、起債や償還方法、利率を記載しています。 

第６条は、一時借入金です。限度額を２億円とします。 
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第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用で、営業費用と営業外費用を流

用することができることとしています。 

第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費７０７万２，

０００円とするものです。 

第９条は、一般会計からの補助金で、９，８８４万５，０００円とするもので

す。以上で、令和６年度下水道事業会計予算の説明を終わります。 

続きまして、同時審査の一般会計、合併処理浄化槽整備事業費、及び上水道費

についてご説明いたします。一般会計予算書８６ページ下段をごらんください。 

４款２項３目合併処理浄化槽整備事業費、本年度予算額３６４万７，０００円。

この事業につきましては、農村地区における合併処理浄化槽設置に要する補助金

等を計上しています。本年度の予定基数は７基を予定しており、水洗化にかかわ

る改造資金貸付金は１件を予定しています。 

３項１目上水道施設費、本年度予算額５，０４０万９，０００円。長幌上水道

企業団負担金です。１８節負担金補助及び交付金は、企業団に対しまして南幌関

連事業の第２浄水場フェンス改修事業、第１浄水場２期事業、高度浄水施設等整

備事業、水道施設耐震化事業、水道施設機能維持管理整備事業の起債償還負担金

並びに企業長給与の負担金を計上しています。また、第２浄水場の関連工事とし

て旧第２浄水場の解体工事を実施いたします。以上で説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

家塚委員  合併処理浄化槽の関係で、予算書８６ページになろうかと思います

が、農村部のほうの合併浄化槽は今後も整備があるんだろうと思うんですけれど

も、今回７件整備するということで、南幌全体でまだ整備されていない農家戸数

がどのくらいあるのかを教えていただければと思います。 

都市施設Ｇ主幹  ちょっと数字が定かではないので、後ほど調べてからお答え

させていただきます。 

家塚委員  後ほどで結構です。今回７件で、ここ数年で何件か、多分来年も予

定されているものがあるのかなと思うのですが、それに対応するような予算計上

していくんだろうと思います。その辺で将来見込みの数も含めて、もし押さえて

いるというか、計画の中で年次的に整備する戸数を押さえていれば、それもあわ

せてお願いしたいと思います。 

石川委員長  それも後ほどよろしいですか。（はいの声） 

では、ほかにいかがでしょうか。（なしの声） 

ないようでしたら、下水道会計につきましてはこれで審議を終了いたします。

職員の入れ替えがありますので、暫時休憩いたします。 

（午後 １時１７分） 

（午後 １時２０分） 

石川委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序１２番目、第９款教育費について、あわせて同時審査として、農村環

境改善センター管理費、そして関連議案につきましても説明のほどお願いいたし

ます。 
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生涯学習課長  それでは、教育費について説明をさせていただきます。予算書

は１１４ページです。予算資料につきましては１７ページからとなりますので、

あわせてごらんいただきたいと思います。 

９款１項１目教育委員会費、本年度予算額１９２万８，０００円。教育委員会

運営経費では、教育委員４名分の報酬、旅費、負担金などの経費を計上していま

す。 

２目事務局費、本年度予算額１４８万９，０００円。事務局経費では、事務局

運営に係る経費のほか、いじめ問題専門委員会委員４名、学校運営協議会委員１

５名に係る報酬、費用弁償及び教育委員会における附属機関のうち、教育文化表

彰審査委員会、いじめ問題対策連絡協議会、学校給食運営委員会の各委員の報酬、

費用弁償を計上しています。 

次に１１５ページ、３目教育振興費、本年度予算額７，３２９万円。外国語指

導助手招致事業では、外国語指導助手に係る経費、旅費など４７９万６，０００

円を計上しています。 

次に１１６ページ、特別支援教育推進事業では、特別支援教育学習支援員を小

学校に４名、中学校２名配置するための経費及び小学校に配置する特別支援学級

に在籍する児童の学校生活への補助を行う特別支援学級生活介助職員１名を配

置する経費として、８２１万７，０００円を計上しています。 

次に１１７ページ、高等学校等通学費補助事業では、学校毎の定額補助として

１，３６４万２，０００円を計上しています。 

次に、中学生国際留学プログラム事業では、派遣生徒１０名を予定しており、

６９８万１，０００円を計上しています。次に、少人数学級教職員加配事業では、

南幌町立小学校適正規模適正配置基本方針に基づく１学年２学級を維持するた

め、第６学年に少人数学級を導入し、町独自の教職員を配置する費用として５３

５万５，０００円を計上しています。 

次に１１８ページ、公設学習塾事業では、基礎学力の向上や家庭学習の定着化

などを目的として、小学４年生から中学３年生までを対象とした、公設学習塾運

営に係る経費として５２１万６，０００円を計上しています。 

次に、学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業では、学習支援アプリの使

用料、転入児童生徒用及び教員用クロームブックの購入及び修繕に係る経費など

１，０２８万７，０００円を計上しています。 

次に、英語検定料助成事業では、英語力・学習意欲の向上を図るため、英語検

定料の２分の１を助成するため１８万２，０００円を計上しています。次に、予

算資料１８ページをごらんください。 

新規事業になります。地域おこし協力隊設置事業では、ＧＩＧＡスクール構想

により導入したタブレット端末をはじめとしたＩＣＴ機器の効果的な活用によ

る学習環境づくりや、運用支援、児童生徒がＩＣＴ機器をスムーズに使えるよう

サポートに取り組むため、地域おこし協力隊を活用したＩＣＴ支援員の配置に係

る経費５２０万円を計上しています。次に、予算書１１９ページに戻ります。 

教育振興経費では、学校歯科医並びに薬剤師の報酬、教科書改訂に伴う教師用
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教科書及び指導書の購入費、児童生徒、教職員の各種健康診断業務費用、教育文

化功労表彰に係る費用、関係団体への負担金及び補助金などをあわせて１，３４

１万４，０００円を計上しています。次に、１２２ページです。 

４目教育財産管理費、本年度予算額２，３４５万５，０００円。教育財産管理

経費では、教育財産に係る修繕料、火災保険料、維持管理の委託料など４０１万

７，０００円を計上しています。 

次に、通学バス運営事業では、スクールバス３台分の運行経費１，９４３万８，

０００円を計上しています。なお、通学バス運営事業につきましては、令和５年

度まで５目通学バス運営費において計上しておりましたが、令和６年度より４目

教育財産管理費にて計上しております。次に１２３ページになります。 

２項１目学校管理費、本年度予算額５，５１９万１，０００円。学校運営経費

では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補、公務補の業務委託料など

９３６万４，０００円を計上しています。 

次に１２４ページ、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守

点検委託料など校舎管理に係る経費、小学校改修実施設計業務など４，５８２万

７，０００円を計上しています。次に１２５ページになります。 

２目教育振興費、本年度予算額１，２９２万６，０００円。総合的な学習の時

間事業として１６万円、教育コンピューター施設整備事業として１９５万８，０

００円、次ページ教育振興経費では、教材消耗品、スキーバス借上料、教育振興

備品、要保護・準要保護児童就学援助費など１，０８０万８，０００円を計上し

ています。次に１２７ページになります。 

３項１目学校管理費、本年度予算額２，７４０万３，０００円。学校運営経費

では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補、公務補の業務委託料など

８３４万３，０００円を計上しています。 

次に、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点検委託料な

ど校舎管理に係る経費１，９０６万円を計上しています。次に１２８ページにな

ります。 

２目教育振興費、本年度予算額１，７１１万４，０００円。総合的な学習の時

間事業として１５万５，０００円、次ページの教育コンピューター施設整備事業

として６２９万５，０００円。教育振興経費では、教材消耗品、スクールバス借

上料、教育振興備品として生徒用机・椅子の購入、課外体育文化振興事業及び部

活動全道大会等補助金、要保護・準要保護生徒就学援助費などあわせて１，０６

６万４，０００円を計上しています。次に１３０ページになります。 

４項１目社会教育総務費、本年度予算額９０万１，０００円。社会教育総務経

費では、社会教育審議会委員１２名分の報酬及び旅費、消耗品、印刷製本費、各

団体の負担金などを計上しています。次に１３１ページになります。 

２目社会教育振興費、本年度予算額３１７万３，０００円。社会教育振興事業

では、ふるさと南幌みらい塾、さわやかカレッジ、二十歳を祝う会、生涯学習サ

ポーター謝礼などに係る経費９９万２，０００円を計上しています。次に１３２

ページになります。 
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社会教育施設管理経費では、三重レークハウスの管理経費として、指定管理料

など２１８万１，０００円を計上しています。なお、社会教育施設管理経費につ

きましては、令和５年度まで５目社会教育施設費において計上しておりましたが、

令和６年度より２目社会教育振興費にて計上しております。 

次に、３目子ども未来費、本年度予算額５６５万３，０００円。家庭教育支援

事業では、すくすく広場、親学講座など家庭教育支援に係る経費として５万９，

０００円を計上しています。 

次に、青少年健全育成事業では、放課後子ども教室やプロフェショナル講演会

のほか、今年度新規事業になりますが、町内の小・中・高校生が道内外の大学生

などと交流し、将来の自分を見つめるためのきっかけづくりを目的とした青少年

異世代交流に係る経費として５５９万４，０００円を計上しております。次に１

３３ページになります。 

４目文化振興費、本年度予算額２１８万円。芸術文化推進事業では、書初め大

会、幼児・児童・生徒芸術鑑賞会、文化協会への補助金など、芸術文化の振興に

係る経費１５６万７，０００円を計上しています。 

次に、読書活動推進事業では、図書室読み聞かせ、ブックスタート事業、読書

感想文コンクールに係る経費６１万３，０００円を計上しています。次に１３４

ページになります。 

５目生涯学習センター管理費、本年度予算額４，００３万１，０００円。生涯

学習センター運営経費では、施設消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、管理清

掃委託、各種保守点検などの施設運営経費、図書室備品購入費などのほか、１３

６ページの１４節工事請負費では、郷土資料室へ新たな資料を展示するため、展

示ケースを設置する工事に係る経費を計上しています。次に１３７ページになり

ます。 

５項１目保健体育総務費、本年度予算額６９０万３，０００円。スポーツ推進

委員事業では、委員８名分の報酬など３６万４，０００円。スポーツコミュニテ

ィ推進事業では、全町ソフトボール大会、はれっぱマラソンなどの開催経費、体

育関係団体への補助金など５７万９，０００円を計上しています。 

次に、子ども体力向上事業では、ジュニアアスリートクラブや小学生夏休み水

泳教室など、子どもの体力や運動能力の向上を図るためのスポーツ教室の開催経

費、スポーツ少年団への補助金などのほか、１３８ページ上段の中学校部活動か

ら地域部活動への移行を検討するため、部活動地域連携検討協議会設置経費など、

２８５万９，０００円を計上しています。次に１３８ページになります。 

健康づくり体力向上事業では、町民スイミングスクール、フィットネス教室な

ど、町民が継続的にスポーツ活動に取り組む機会の提供に要する経費及び学校開

放に係る経費として３１０万１，０００円を計上しています。 

次に、２目体育施設費、本年度予算額４１万３，０００円。体育施設費では、

町営野球場の維持管理に係る経費を計上しています。 

次に、３目スポーツセンター管理費、本年度予算額４，７４１万円。スポーツ

センター管理経費では、町民プールを含むスポーツセンターの管理に係る経費を
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計上しています。１４０ページ、１４節工事請負費では、町民プール監視員室へ

のエアコン設置に係る経費を計上しています。 

次に、４目給食センター運営費、本年度予算額９，５９９万５，０００円。給

食センター運営経費では、厨房等の各種消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、

賄材料費、調理配送業務委託料など、学校給食に係る全ての経費を計上していま

す。予算書１４１ページ、予算資料２０ページをごらんください。賄材料費は、

南幌産の給食米のほか、麺やパンを含めた主食分、物価高騰による食材費への影

響分を全額町で負担する費用を計上しています。次に、予算書９６ページにお戻

りください。 

５款１項１目農村環境改善センター管理費、本年度予算額２，３９７万３，０

００円。改善センター管理経費では、消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、管

理清掃業務や各種保守点検業務委託料などの施設運営経費を計上しています。９

７ページ下段になります。１４節工事請負費では、２階研修室、和室及び１階管

理人室へのエアコン設置に係る経費を計上しております。 

続きまして、関連議案の説明を行います。議案第１４号 南幌町高等学校等通

学費補助に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明をいたします。

初めに、改正の概要について申し上げます。今回の改正は、高等学校等に通学す

る生徒の通学費補助基準等の見直しに伴い、所要の改正を行うものです。それで

は、別途配付しております議案第１４号説明資料新旧対照表をごらんください。

左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

第２条第２項については、令和５年第４回定例会におきまして、南幌町町税等

の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の全部改正を行ったこ

とから、引用する条例を改めるものです。 

次に第３条については、補助基準等について規定をしておりますが、保護者な

どの送迎による通学や下宿、寮への入居も対象としている現行の基準にあわせる

ため文言整理を行うものです。また、昨年３月に南幌高校が閉校したことから、

ただし書き部分を削除するものです。最後に附則として、この条例は令和６年４

月１日から施行する。以上で、教育委員会生涯学習課所管の予算及び関連議案に

ついての説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入りたいと思いま

す。 

星委員  ３点質問させていただきます。まず、予算書１１９ページ、地域おこ

し協力隊設置事業についてなんですけれども、こちらの協力隊の方の配属先がど

ちらになるのかを教えてください。また、ＧＩＧＡスクール構想などに伴ったり

ＩＣＴの子どもたちの対応のためにということだったんですけれども、この事業

の導入に当たって、子どもたちがＩＣＴに対する機械の取り扱いや、受け入れな

どにばらつきがあったのかなど、どのような課題があって協力隊の方を学校に配

属するのかを伺います。 

次に、予算書１２５ページと１２９ページなんですけれども、教育コンピュー

ター施設整備について、小学校と中学校で教育コンピューター施設整備という項
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目で出ているんですけれども、この整備事業についてちょっとわからないのです

が、内容やお金のかかり方も小学校と中学校で中身が違いまして、小学校のほう

は委託料が１４５万円程度かかっているんですけども、中学校のほうではかかっ

ていないですよね。同じ業者さんでどういうコンピューター施設設備事業を行う

のか、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

３点目は、青少年健全育成事業なんですけれども、こちらのほうも今年度から

始められるということで、事業内容はどういうことをやるのか、詳しく説明いた

だきたいと思います。 

学校教育Ｇ主幹  まず、ＩＣＴ支援員についてのご質問です。配属先は教育委

員会を母体として、小学校・中学校に週１回ずつ行っていただくようなことを考

えています。また、小・中学校に入っていくに当たって、もう少し増やしてほし

いなどの要望がありましたら、随時柔軟に対応していきたいと思っていますが、

今のところは小学校・中学校に１日ずつ、あとは教育委員会を主体として考えて

います。 

次に、どのような理由でＩＣＴ支援員を投入したかというご質問でございます。

まずＩＣＴ支援員なんですけれども、コロナウイルスに伴ってＧＩＧＡスクール

構想、１人１台端末が整備されています。当初は使ってみようという習慣だった

んですけれども、現在は効果的に活用した授業改善ということが求められていま

す。授業でのＩＣＴの活用においては、それぞれの市町村で温度差があるといわ

れています。本町においてもＩＣＴを活用して授業を行っているところでありま

すが、今後さらに効果的な活用に向けて、児童生徒をサポート、支援していきた

いということが１点です。また、視覚優位性といって、直接視力から情報を得る

ということはすごく効果的だといわれています。電子黒板を使ったりですとか、

そういう授業を今以上に展開できるようにしていきたいということと、また、中

学校卒業後は南幌高校も閉校しましたので、町外の学校に通うということにもな

ります。高校へ行っても自信を持ってＩＣＴを活用できるような人材に教育委員

会としても育てていきたいという願いもありまして、今年度ＩＣＴ支援員を配置

したということが主な理由です。 

それと、コンピューター施設事業費です。小学校・中学校でそれぞれ予算がつ

いております。小学校の予算につきましては、委託料１４５万８，０００円とい

うことで、保守点検における委託料となっています。こちらは富士電機ＩＴソリ

ューションという業者で、小学校も中学校も同じ業者に委託しております。 

続きまして、１２９ページの中学校費の教育コンピューター施設なんですけれ

ども、こちらに関しましては主な内容が備品購入費でありまして、こちらのほう

が２０７万円ほど計上しているところなんですけれども、こちらは校務用パソコ

ン３台と電子黒板２台を購入する経費となっております。委託料はないんですけ

れども、こちらに関しては学校等で使う備品等の購入を計上していますので、少

し違った予算の計上にはなっているんですけれども、内訳としてはそういう内容

になっています。以上です。 

社会教育Ｇ主幹  青少年育成事業の、青少年異世代交流事業に係る内容につい
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て説明をさせていただきます。令和５年度で実施をしておりまして、令和６年度

が２年目の事業の展開になりますので、まず申し添えます。こちらのほうは事業

を委託しておりまして、委託先があしたの寺子屋という、教育関連のイベントや

人材派遣などを行っている会社でございます。こちらの会社は、都会でも田舎で

も同じ教育環境をつくっていきたいというようなことで、当町でも行っているよ

うな長期の休みの中での教育イベントなどを全国で１０か所程度展開している

会社でございます。こちらのほうに事業を委託しておりまして、道外のスタッフ

が８名、道内が１名で運営をしております。こちらの教育に関わるスタッフにつ

いては、今年度については筑波大学や北海道大学、九州大学、そして台湾静宜大

学ということで、留学生の方もおりました。こちらはどういう教員の人選をする

かというところで事前に打ち合わせをしておりまして、南幌から進学していつか

札幌や道外に巣立った時に、いろいろな見識を持って中学校生活を送ってもらい

たいというようなことで、そういったスタッフの内容についても打ち合わせがで

きております。今年度については、８月７日から５日間、午後１３時から１８時

まで、ぽろろを会場に開催をいたしました。参加人数は延べ人数で３４名、中学

生が２２名、高校生が１１名、あとはちょっと例外なんですが、小学生でも聞い

てみたいということで１名参加しております。１日の平均が１３名弱ぐらいにな

っておりますが、昨年からの継続参加も４０％ほどいまして、昨年楽しかったと

感じていただいた児童・生徒の方は来ていただいたのかなというふうに思ってお

ります。当日の進め方ですが、目標設定等をまず行います。受付に来た生徒に、

大学生のスタッフが今日何をやるか、何をどこまでやろうかということでまず確

認をします。そこで聞き取りをしながら、人間関係をつくっていく入口を準備し

まして、学習サポートということで夏休みの宿題をやってもいいですし、興味の

あるものを大学生と一緒に話しながら、パソコンを使いながら広げていくという

こともやっております。また、大学生が専門としているゼミの発表をしたりとか、

あとはただ何も目標を持たず雑談をしたり、将来や進路について話をしたりとい

う時間もあります。また、ワークショップといって全員を集合させて、ＡＩツー

ルを使ったイラストをつくってみようですとか、振り返りでレゴを使ったワーク

ショップなど、かなり専門的な要素も入れながら展開をしております。その中で、

アンケートを取っておりまして、新しく知ったことや新しい考え方がありました

かということで、１００％の子たちがそういう考え方をしたというような回答を

いただいております。また、また来たいと思える場所かどうかという質問につい

ても、１００％の回答をいただいております。その中で、参加者をいかに増やし

ていくかという方策についても、夏休み中に開催をしているところなんですが、

どうしても中体連や夏休みの事業などもありまして忙しいということもありま

すので、選択肢として、まだ決定はしてございませんが、夏休み明けの学校祭や

テストが終わった落ちついた時に、例えばですけど平日も絡めた木・金・土・日・

祝日などのような開催も検討してみたいと考えております。また、今年の事業の

様子を動画にまとめてございますので、募集を図る時にはそういった動きのある

動画も学校のほうに協力をいただきながら放送して、できるだけ広く周知を図っ
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ていきたいと考えてございます。 

星委員  地域おこし支援事業のほうは理解いたしました。やはりＩＣＴに関係

して、町外の高校、さらにその先へという事業の取組に対してすばらしいことだ

なと思いますし、子どもたちは目で見たものの吸収力が高いという話も聞いたの

ですが、これはお願いみたいになってしまうんですけれども、さらにそこから子

どもたちの主体性というか、学ぶ楽しさなども引き出していただければ、さらに

こう子どもたちの発信する力や主体性なども伸びてくるのではないかなという

ところで期待をしたいと思います。 

次の、コンピューター施設整備に関しては理解いたしました。 

あとは青少年健全育成事業に関しても細かく説明いただきまして、理解いたし

ました。やはりすごくいい取組だと思いますので、もう少し参加人数を増やして

いって、大学生や大学でやっているような様々な学びだとか、自分たちのやりた

いこと、教えてもらいたいことをいろいろ吸収できるように、事業の設定日です

とかそういうところを工夫しながら、なるべく多くの子どもたちが参加できるよ

うにつなげていただきたいと思います。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

家塚委員  私のほうから２点なんですが、まず予算書の１１８ページ、公設学

習塾事業です。これは委託を５年しているうちの今回が２年目ですよね。５年か

ら始まって、昨年度からみると５０万円弱ほど予算が増えているのですが、この

辺の要因をお伺いします。 

それともう１点、予算書１３３ページの芸術・文化推進事業に多分なってくる

のかなと思うんですが、今うちの郷土芸能では、南幌俵積み保存会が残念ながら

令和４年に解散しているんですね。残る南幌音頭と南幌太鼓の拓心会も、高齢化

によって今は休止状態といっていいのかなという状況なんですね。本町にとって

は本当に昔からの郷土芸能ということで、これは当然のことながら、何とか残し

ていく必要があると思っています。そういう中で、町の関わり方を教えていただ

きたいと思います。 

学校教育Ｇ主査  公設塾の件について説明いたします。公設塾は平成３０年か

ら実施していまして、今年度、２回目のプロポーザルを実施しました。増額の理

由なんですけれども、例年中学校で参加者が少ないことから、参加者を集めるた

めに周知用のチラシの制作費用、講師の研修費、学校での長期休み期間、夏休み

ですとか冬休みでも塾が実施できるような取組ですとか、参加人数が多くなるよ

う取り組むために、４７万７，０００円の増額を計上しております。 

社会教育Ｇ主幹  芸術・文化推進事業の、郷土芸能の伝承についてお答えをい

たします。委員ご指摘のとおり、コロナ禍の影響も追い打ちをかけまして、もと

もと少人数、高齢化となっていた文化芸能団体が非常に活動に困って解散をして

いるというのはご指摘のとおりで、私ども教育委員会にとっても非常に苦慮して

いる内容、項目でございます。ただ、そのような中でも昨年は俵つみ唄の様子を

残した映像をぽろろのロビーで放映したり、歌詞を大きくレタリングした紙を張

り出したり、郷土資料室の前には俵や法被なども飾って、伝承に至るまでのその
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前段でございますが、まずはしっかりその記録を情報として発信するといった、

記憶をあまり風化させないというような取組を、まずはできるところから行って

いるところでございます。ただ、それが実際の芸能活動として伝承されていくか

どうかというところがもう一つ大きな問題でございますが、まずは小学生を対象

としました遊びの達人教室という、放課後の様々な活動を行っている地域の方が

ボランティアとして協力をしていただいている事業があります。単発ではござい

ますが、南幌太鼓や俵つみ唄、また南幌音頭の体験などをできればということで、

こちらも既に解散されている団体もございますが、個人にもご相談をして、まず

は南幌町にはこのような郷土芸能があるんだよというようなことを、子どもたち

の体験として伝えていければというようなことで考えてございます。 

家塚委員  まず公設塾の関係だったのですが、今後広く周知をするのに経費を

かけますということだったと思うのですが、それによって少し質問が変わってく

るのでそこだけ先に聞いてもいいでしょうか。 

学校教育Ｇ主幹  今回、確かに参加人数も少ないということもあるのですが、

まずは業務の内容といいますか、やり方をちょっと検討してみようということも

ありまして、夏休み・冬休み明けのテスト対策に対応した塾を新たに設けるとい

うところの趣旨が主な理由となっています。それに加えて周知もやっていきまし

ょうというような内容になっています。 

家塚委員  わかりました。その事業者を決めるのにプロポーザルで決めて、単

年度ごとに特命随契で年間の事業費を出していただいて、その中では今回上がっ

た分はそういうテスト対策に要する経費、それと周知に対する経費ということで

理解していいんですね。そちらのほうはわかりました。 

それと、今の芸能の関係で、やはりうちの町は本当に歴史は浅いですけど、郷

土芸能はこれしかないので、やはり言われるように遊びの達人を通してといいま

すか、そういう形の中で小さいお子さんが南幌にはそういうものがあってこうい

うことをやっていたということを続けて伝えていく必要があるのかなと思うの

で、ぜひそれをやっていただきたいと思います。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

高橋委員  スポーツセンター使用料についてなんですけど、ちょっと安過ぎる

なと思っていて、高くならないのかなと。高くしたところで何も影響がないんだ

ったらいいんですけども、ちょっと安過ぎるなと思います。僕が札幌にいた時は

１回６００円くらいだったので、３０円というのは随分安いなと思って質問させ

ていただきます。 

それともう一つが、給食運営事業です。給食の食べ残しについて確認なんです

けれども、出した量に対して、どのぐらいの食べ残しがあって捨てているのかと

いうことを確認させてください。 

社会教育Ｇ主幹  スポーツセンターの使用料についてのお尋ねでございます。

使用料につきましては、平成２２年に自立緊急実行プランというものに基づきま

して、各公共施設、スポーツセンター単独ではなくて、公共施設によって不公平

が出ないように統一した算定方法で定めております。各施設の直近３カ年の平均
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の人件費、物件費などの維持管理費をもとに、受益者の負担を何割いただくかと

いったことも定めておりまして、その中で現行の使用料と比較をして決めている

ところになります。例えば、スポーツセンターの受益者負担の割合３０％という

ことでございます。こちらにつきましては、影響が出る、出ないというところが

どのような観点からかというところが、施設自体をより多くの人に使ってもらお

うという視点なのか、単純に町内の方の利用を促進するためのものなのか、そこ

の部分が目的にもよって変わってくるかと思いますが、まずは公共施設全体が同

じ基準の中で料金を策定しているので、単独でスポーツセンターのみ町外を上げ

るということには今の仕組みの中では至っておりませんので、説明をさせていた

だきます。 

給食センター主査  給食の食べ残しの量についてでございます。給食は出す重

さと戻ってきた重さを計量しまして、残食率というものを出しております。令和

４年度につきましては、全体で残食率が１９．６％となっております。 

高橋委員  多分足りる量を出すというところが目的としてもあるとは思うん

ですけれども、この食べ残しについては多いとかわるいとかではなくて、僕はや

はりあってはいけないものだと思っているので、それについては何か今まで残す

量をもっと減らそうというような取組みたいなものはございましたか。 

給食センター主査  給食の残食率を減らす取組というところでございます。ま

ず給食の出す量につきましては、給食で児童生徒に必要な栄養量を定めている学

校給食摂取基準というものがあるんですけれども、そちらで栄養を満たすように

量を計算して出しているところでございます。今お話のありました残食率を減ら

す取組というところだったんですけれども、基本的に今お話しした栄養量の基準

を満たすために、計算して量を出しているというところもございます。残食率が

多いからといって減らすということができないので、残食率を減らす取組といた

しましては、例えば町内の農産物を多く活用して、そういった野菜が南幌町でつ

くられているということを紹介しながら給食に取り入れて、食育といった部分を

やるということと、あとは残食率のお話をしたと思うんですけれども、栄養教諭

のほうで献立ごとの残食率も見ていまして、残食が多いものでも組み合わせによ

って残食率が違うケースというのもあるので、残食率の記録からどのような組み

合わせが食べられているのかというのを分析して、残食率が減っていくように今

後の献立作成に役立てているところでございます。 

高橋委員  国のそういう基準みたいなものにのっとってやっているというこ

とは確かにそうなんですけど、食べ物とかは足りないぐらいでちょうどいいとは

思っていて、学校で食べ残しがあって、捨てて、そして他の生徒を見ていて、捨

ててもいいんだというような考え方になるというのは、やっぱりそれも教育だと

思うんですね。全部ひっくるめて捨ててもいいんだ、残してもいいんだというと

ころ、そういうところもしっかりと教育していくというのが大事なのかなと何と

なく僕は思いますので、もう少しこの先もそのことについては考えていったほう

がいいのかなと思います。 

石川委員長  スポセンについてはよろしいのですか。（はいの声） 
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それではほかにございませんか。 

細川委員  予算資料１８ページの、小学校改修事業について質問いたします。

災害発生時の避難所として長期継続していくということで、今回は改修の実施設

計ということなんですけども、こちらの避難場の関係で何か改修する予定がある

のかどうか、もしあれば内容を教えていただきたいと思います。 

学校教育Ｇ主幹  小学校改修事業の内容の、実施設計についてです。避難場と

しての改修も含まれているかというような内容でございます。今回の小学校の改

修工事の実施設計の改修内容なんですけれども、主な内容は校舎と体育館の屋上

防水、体育館の暖房設備の更新、校舎のボイラー及びポンプの更新、音楽室の暖

房・空調の追加、校舎と体育館アリーナを抜いた照明のＬＥＤ化、また屋外のキ

ュービクルの更新に伴いまして、非常用発電装置に接続する外部の電源盤の新設、

これが災害における改修の項目になっています。 

細川委員  最近災害が多くて、今お話があったように非常用のものが設置され

るということで、よかったなと思います。ありがとうございました。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

佐藤委員  資料１８ページの国際留学プログラム事業ですが、１０名ほどとい

うことで先ほどお話がありました。それで、令和５年の予算では６８７万９，０

００円で、令和６年では６９８万３，０００円と１０万円ほどの増額なんですけ

れども、現在相当物価が高騰しておりまして、海外に行くとなると航空代金とか

も値上がりしていると思うんですが、この１０万円程度の増額で大丈夫なんでし

ょうかということが１点です。 

それともう１点、資料２８ページの生涯学習センター管理費の中の、図書室等

運営経費なんですが、これも令和５年から令和６年に１８７万５，０００円上が

っているんですけれども、この中身について教えていただきたいと思います。 

学校教育Ｇ主査  中学生国際留学事業の予算１０万円増額についてですけれ

ども、一応燃料代の高騰ですとか、為替レートの増額も見込んだ形で１０万円を

見込んでおります。 

社会教育Ｇ主幹  図書室等運営経費の増額の理由でございますけども、図書室

職員の勤勉手当の分が増額の要因になってございます。 

佐藤委員  １０万円ほどのアップでよかったなとは思うんですけれども、国際

留学プログラムは１０名の子どもたちが行くので、途中で補正予算とかが出たら

困るなと思ったものですから、今のお話を聞いて安心しました。 

それと図書室等運営経費なんですけれども、これは人件費の中で精査している

という経費だということで確認しました。それで、読書活動推進事業ということ

で関連してお話ししたいんですけど、読書活動を推進するために、今いろんなこ

とを工夫していただいているんですけれども、さらに今ＩＣＴの時代とかデジタ

ル化ということで、なかなか読書離れの子どもたちが多くなりつつあるんですけ

れども、そういう中で読書を進めるために、来期こういう事業をやっていこうと

か、何かそういうお考えがあれば教えていただきたいと思います。 

社会教育Ｇ主幹  図書離れという部分での事業の展開というお尋ねでござい
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ます。こちらのほうは、町内には読み聞かせサークルの皆様に非常に尽力をして

いただいて、春のおはなし会ですとか、幼稚園のほうに出張に行っていただいて

読み聞かせをしていただくなどの事業を既に展開してございます。また、小・中

学生には読書感想文のコンクールで非常に昨年・今年と参加人数も増えておりま

して、図書に関わる機会が定着してきているというところがあります。十分今の

事業を展開している部分がございますので、新しい事業をということももちろん

あるのですが、まずは現在行っている事業の改善・周知と、あとは広報などの機

会で町民の方に促すといったものを、それぞれの事業ごとに精査していきたいと

考えてございます。 

佐藤委員  読書感想発表会というところでは私も審査員をさせていただいて、

本当に本好きな子どもが多いなということは感じています。それで一つの提案な

んですけれども、年間ランキングとして、１年間でどういう本が読まれているの

かを一般・児童書などで分けて年間ランキングを出していただいて、図書室や広

報などに出していただければ、より増えるのではないかなと思いますので、そう

いうところも考えていただきたいと思います。これは要望です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

熊木委員  ４点伺います。１点目は、先ほど家塚委員が質問した公設学習塾に

ついて関連で質問します。いろいろ取組をされていて、今年はもっと広げる形で、

宣伝などもするというご答弁でした。それで、やはり公費で学習塾をやっている

というところは全道の中でもそんなにたくさんはないと思うんですよね。それで、

無料でこういうことができるということは、やはり町の取組としてはもっと宣伝

もして、確かに学力のレベルアップを図るためにいろいろ取り組むけれども個人

差がいろいろあるので、そこではなくてもっとレベルの高いところに行くという

こととか、あとは町内でも学習塾とかをいろいろ個人でやっているところがある

ので、そういうところを選択していくというのはそれはそれでもちろんいいんで

すけれども、やはりせっかく公費でやっているので、そこのよさというか、そう

いう部分について、今後宣伝すると言っていたので、そこももう少し力を入れて

ほしいなということで要望したいと思います。 

２点目は、パソコン教室の改修について１２５ページに出ていました。具体的

にどういう内容で改修するのか、今ＩＣＴの地域おこし協力隊も来るということ

もあって、その辺との絡みもあるのかなと思ったりするので、その内容を伺いま

す。 

それから学校図書の充実というところで、先日生涯学習課に行ってお話を聞い

てきました。それで、小・中学校で新聞の活用がされているのかということをお

聞きしたら、南幌では小学校・中学校とも２誌置いているということで、それは

本当によかったなと思います。学校図書館に新聞はありますかということで、国

の予算が１９０億円とか、それから蔵書の整備にいくらという形で予算を組んで

います。南幌町もそういうものを使いながら入れていると思うんですけれども、

この前調査した中では今入っているのは読売新聞と朝日新聞ということでした。

私は道内のというか、この空知管内の記事がたくさん載るという意味では、北海
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道で出している新聞を一部入れるべきではないかなと思います。毎週土曜日にこ

ども新聞というのが入ってくるのですが、ほかの江別市などに聞いたら、江別で

は結構どういう形で入るのかはわからないんですけども、教室にこういうのが何

部かあって、子どもたちがよく見てクイズをやったり、工作とかいろんなものも

あるので、それを使って活用しているというようなことをお聞きしました。それ

で、ほかの新聞にもこういうものがあるのかもしれないんですけれども、やはり

今購読している一部をそういうものに変えることをぜひ検討できないかなとい

うことで質問します。それから、私たちも委員会とかいろんな中で、議員のなり

手不足とか選挙の投票率が下がっているという、いろんな話を今委員会などの中

で話しているんですけれども、それが子どもたちにどのように結びつくかという

のは、やはり小学生・中学生のうちから世界に目を向けていくということで、新

聞の記事や内容に関心を持つということもすごく大きなことだと思うので、そう

いう意味でもぜひ検討してほしいなと思います。 

それからもう一つは、先ほど土木グループのほうに通学路の除雪のことでちょ

っとお聞きしたんですけれども、通学路の見直しということになると教育委員会

のほうではないかということだったのでお聞きします。今、美園は学校からすぐ

通学できるんですけれども、東町とかですごく住宅が増えていて、現在の通学路

で全く見直す必要がないのかどうか。それから今除雪体制がもう少し細かい形で

の変更とか、何かそういうことをする必要があるのではないかとも思うんですけ

れども、その辺で検討しているのかどうかを伺います。 

学校教育Ｇ主幹  まず、小学校パソコン教室の改修内容はというご質問です。

転入の増加に伴いまして、令和７年度に新１年生が３クラスになる予定でありま

す。また、児童の増加に伴いまして、普通教室の確保を行うために、コンピュー

ター室を簡易的にブース化しまして、教室として活用するための工事を行う内容

となっています。 

次に２点目の、学校図書、子ども新聞の関係です。現在小学校では、朝日の小

学生新聞と読売の子ども新聞を購読しています。これは図書室の前に掲示してい

ます。中学校に関しましては、大人が読む朝日新聞と読売新聞、そして英字新聞

の３つを購読しています。この朝日新聞と読売新聞につきましては、公務補の方

が台をつくってくれまして、生徒玄関の前に掲示するような形で子どもたちが好

きな時間にめくって見るような対応を取っているのと、英字新聞は３年生の教室

の前に掲示しているところです。北海道新聞も購読してみてはというお話だった

のですが、こちらの新聞につきましては学校からの希望によりまして購読してい

るということでございます。ただ、この子ども新聞は道新のほうも毎週土曜日に

子ども向けの新聞があるとお話しされていました。ただ、読売に関しましても、

子どもがニュースを理解できるようわかりやすく説明されて書かれていたりと

か、あとは漢字に平仮名が振ってあったりとか、すごく読みやすい新聞の内容に

もなってございます。ですので学校からの要望も、そういうところも含めて購読

しているという内容もございますので、学校等でまた違う新聞を購読したいとい

う希望があれば変更する可能性もありますけども、今のところは変更する予定は
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ございません。また、道新に関しましては実は小・中学校とも教材費ではないん

ですけれども学校として購読していまして、空知版であったりとかを見る機会は

ございます。授業の中でも道新を活用しているということも聞いていまして、全

く道新を注文していないということではありませんので、その部分はご理解いた

だければと思っています。 

また、通学路の見直しです。今後子どもたちが増えていくということで、通学

路の見直しというか、増やすということの考えなんですけれども、まず、通学路

に関しては安全が確保されていることが第一優先、第一基本と考えております。

現在の通学路は道も広く、冬の場合でも排雪が広くされているということで、安

全面は確保して通学できるということから、今のところ通学路を増やすというこ

と、また変えるということは考えていないということでご理解いただければと考

えております。 

熊木委員  パソコン教室の改修は、令和７年に１年生が３クラスになることに

伴うということで、それはわかりました。 

学校図書については、学校の希望ということが今言われましたけれども、この

ような意見があったということはぜひ伝えてほしいとは思います。朝日新聞と読

売にずっと固定されてしまうということはどうなのかなというふうに思います

ので、別に道新の味方をしているわけではないんですけれども、やはり地元の記

事がすごく多いので、そういうことを検討してほしいなと思うので要望します。 

それから通学路については、今は見直しはないということで、これは引き続き

私たちも委員会の中で通学路の調査もしていますので、その辺をまたしながら、

いろいろ意見などがあれば委員会に伝えていきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

これをもちまして、教育費の審議につきましては終了いたします。職員の入れ

替えがありますので、ここで２時３０分まで休憩いたします。 

（午後 ２時２０分） 

（午後 ２時３０分） 

石川委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

なお、本日は１３年目になりますけども、東日本大震災の発生日であります。

ということで、全国各地で黙祷をされているということですので、我々予算委員

会としましてもその時間になりましたら黙祷いたしますので、御起立の上御賛同

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、まず先ほどの土木費の関係の説明をいただきます。お願いいたしま

す。 

都市施設Ｇ主幹  先ほど家塚委員からご質問ありました、合併浄化槽の関係で

す。令和６年３月１日現在で、町全体の世帯数は３，６９２世帯となってござい

ます。そのうち公共下水道と農業集落排水をあわせた全体世帯数が２，６８８件、

今までの合併浄化槽の整備事業と単独浄化槽の全体をあわせた基数というのが、
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３２６基整備されてございます。全体をあわせますと、全体の３，６９２世帯か

ら、公共下水道、農業集落、合併浄化槽、単独浄化槽をあわせて水洗化が３，０

１４件ございますので、６７８件がまだ未整備、いわゆる汲み取りの形となって

ございます。今の浄化槽の整備計画は、令和２年から令和６年までの５年間で各

年七基ずつ要望してございます。今後についても令和７年以降、また５年間で整

備計画書を出していくのですが、この６７８件の未整備に対して、年間７基ずつ

今までと同様な形で整備を進めていきたいと考えているところです。以上です。 

石川委員長  これにつきまして、よろしいでしょうか。 

側瀬議長  合併浄化槽というのは、下水道の本管でついている所にも、もしか

したら今の説明でいくと、うちは合併浄化槽だからって、そうやってつけさせる

ことは可能なんですか。 

都市施設Ｇ主幹  基本的に、公共下水道のエリアで合併浄化槽というのはでき

ません。 

側瀬議長  完全に本管とか、そういう接続できない所に大体何件あるんだと言

ったほうがわかりやすいかなと思うんですが。 

都市施設Ｇ主幹  今の６７８件というのは、公共下水道のエリアと農業集落の

エリアと、それ以外のエリアでもう既に終わっている所を除いた件数になってい

るので、いわゆる農家宅地で、汲み取りで浄化槽をつけていないという全体戸数

が６７８件ということです。 

石川委員長  農家宅地であって建物もあるんですか。 

都市施設Ｇ主幹  そうですね。基本的には全体戸数で計算していますので、通

いみたいな形でやられている所も入っているのかとは思いますが、町の全体の世

帯数から考えていくと、それだけ汲み取りという形になっています。 

石川委員長  それでは、この件につきましては終了いたします。それでは暫時

休憩します。 

（午後 ２時３２分） 

（午後 ２時３３分） 

石川委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。審査順序１３番目、

第８款消防費について説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは消防費の説明を行います。予算書の１１４ページをお開き

ください。８款１項１目消防費、本年度予算額３億１，１５５万１，０００円。

ここでは、南空知消防組合負担金事業として、本部費並びに南幌支署費、消防団

費、支署施設費に係る一切の負担金を計上しています。続きまして、予算書の１

５９ページをごらん願います。 

消防費に関する明細書になります。まず、歳入では消防水利整備事業に係る充

当財源として６，９１０万円の起債借入れを計上しています。 

次に１６０ページ、歳出では、説明欄になります。消防組合本部運営助成事業

として１，９５７万８，０００円。本部運営に係る経費について、構成４町がそ

れぞれ負担するもので、例年並みに計上しています。 

次に、消防南幌支署運営事業として２億１２５万８，０００円。１６３ページ
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中段にかけて、支署職員２３名分の人件費や活動費、庁舎並びに車両の維持管理

経費、各種負担金などを計上しています。 

次に、南幌消防団運営事業として２，６６２万９，０００円。１６４ページに

かけまして、団員８８名分の報酬、共済費、費用弁償、被服代などを計上してい

ます。 

次に、施設資機材更新事業として６，４０８万６，０００円。１４節工事請負

費で、第１分団３分庁舎改修工事及び耐震性貯水槽整備工事費を計上しています。

以上です。 

石川委員長  説明が終わりましたので、ただいまより質疑を行います。（なし

の声） 

ないようでしたら、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、消防費についての審議は終了いたします。 

続きまして、審査順序１４番目、あわせて１５番目、第１０款公債費及び第１

１款予備費についての審査を行います。説明をお願いいたします。 

総務課長  予算書の１４２ページをお開きください。１０款１項１目元金、本

年度予算額６億８４９万円。地方債元金の償還で、前年度と比較して４９７万４，

０００円の減額計上となっています。 

次に２目利子、本年度予算額３，３６７万１，０００円。次ページにかけまし

て、地方債償還利子のほか、一時借入金及び基金繰替運用に係るそれぞれの利子

を計上しています。 

続きまして、予備費の説明を行います。予算書の１４３ページになります。 

１１款１項１目予備費、前年度と同額の１００万円を計上しています。以上で

す。 

石川委員長  ただいま説明が終わりました。これにつきまして、質問ございま

せんでしょうか。（なしの声） 

なければ審議を終了いたします。 

続きまして、審査順序１６番目、一般会計歳入のうちの、まず第１款の町税で

す。説明をお願いいたします。 

税務課長  説明に先立ちまして、本日お配りした用紙でございますが、昨年１

１月の全員協議会におきまして、３月中に提出させていただくとしておりました、

本年４月より改正する行政サービスの制限条例により委任されております、対象

となるサービスの一覧の別表でございます。それでは、予算書１５ページをお開

きください。 

 １款町税１項１目個人、本年度予算額３億２，２７４万円。１節現年課税分３

億２，１７１万１，０００円。均等割、納税義務者数３，８８１人を見込み、１

人当たり３，０００円で、１，１５２万６，０００円。所得割、３億１，０１８

万５，０００円、収納率は、９９％で計上しています。なお、均等割については、

東日本大震災復興基本法に基づき、平成２６年以降、復興特別税として、均等割

に町民税、道民税にそれぞれ５００円、計１，０００円が加算されていましたが、

令和５年度で終了となり、令和６年度からは、国税である森林環境税が町民税均
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等割にあわせて年額１，０００円賦課徴収されます。２節滞納繰越分１０２万９，

０００円、繰越見込額に収納率８％で計上しています。 

 ２目法人、本年度予算額４，７７４万円。１節現年課税分４，７７０万５，０

００円。均等割は２１６法人を見込み２，２５１万４，０００円、法人税割は２，

５１９万１，０００円、収納率は、いずれも９９％で計上しています。２節滞納

繰越分３万５，０００円、繰越見込額に収納率１０％で計上しています。 

 次に、２項１目固定資産税、本年度予算額３億３，４６２万６，０００円。１

節現年課税分３億３，３９８万５，０００円。土地は、評価替えによる課税標準

の減で７，２４０万４，０００円。家屋は、新築住宅増加により課税客体の増加

を見込み１億９，８９２万６，０００円。償却資産については６，２６５万５，

０００円、収納率は９９％で計上しています。２節滞納繰越分６４万１，０００

円、繰越見込額に収納率８％で計上しています。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額１６５万３，０００円。北海

道が所有する学校公宅、道営住宅等の土地・家屋と北海道森林管理局所有の防風

林敷地に係る価格により計上しています。次ページへまいります。 

３項１目環境性能割、本年度予算額１７８万５，０００円。 

 ２目種別割、本年度予算額２，７１５万９，０００円。１節現年課税分２，７

１０万３，０００円。原動機付自転車４１万９，０００円、軽自動車２，３７６

万７，０００円、小型特殊自動車２９１万７，０００円、収納率は９９％で計上

しています。２節滞納繰越分５万６，０００円、実績を考慮し計上しています。 

 次に、４項１目町たばこ税、本年度予算額６，７４２万１，０００円。 

５項１目入湯税、本年度予算額１，３４３万５，０００円。前年度等実績見込に

より計上しています。以上です。 

石川委員長  説明が終わりましたので、ただいまより質疑を取りたいと思いま

す。（なしの声） 

ないようでしたら、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは職員が入れ替わりますので、暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４３分） 

（午後 ２時４６分） 

石川委員長  それでは、震災の発生時刻がまいりますので皆さん御起立くださ

い。それでは黙祷いたします。（黙祷する） 

御協力ありがとうございました。 

それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

引き続き審査順序１６番目、一般会計歳入の２款地方贈与税から２２款町債で

す。詳細についてお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書１７ページをお開きください。２款１項１目地方

揮発油譲与税、本年度予算額２，２００万円。国税として揮発油に課税された地

方揮発油税の一定割合分が譲与されるものです。 

２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額６，９００万円。国税として徴収さ

れる自動車重量税の一定割合分が譲与されるものです。 
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３項１目森林環境譲与税、本年度予算額９０万円。国税として徴収される森林

環境税の一定割合分が譲与されるものです。 

３款１項１目利子割交付金、本年度予算額５０万円。北海道に納付された利子

割額のうち一定割合分が交付されるものです。 

次に１８ページ、４款１項１目配当割交付金、本年度予算額２００万円。上場

株式などの配当に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額１５０万円。上場株式な

どの譲渡所得に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

６款１項１目法人事業税交付金、本年度予算額１，１００万円。北海道に納付

された法人事業税の一定割合分が交付されるものです。 

７款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額１億７，１００万円。消費税１

０％のうち２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市町村に交付される

ものです。 

次に１９ページ、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、本年度予算額５００万

円。リバーサイドゴルフ場利用税の７０％が交付されるものです。 

９款１項１目環境性能割交付金、本年度予算額７００万円。北海道に納付され

た自動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、本年度予算額７００万円。減税の影響による

地方の減収分を補てんすることを目的に交付されるものです。 

１１款１項１目地方交付税、本年度予算額２７億３，０００万円。内訳は、普

通交付税２３億２，０００万円、特別交付税４億１，０００万円。前年度と比較

して、６，０００万円の増額計上です。普通交付税は国の地方財政計画を勘案し、

また、特別交付税は近年の実績を考慮し計上しています。 

 次に２０ページ、１２款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額８０

万円。交通違反の反則金を原資に、一定割合分を交通安全施設整備のために交付

されるものです。 

次に、１３款１項１目農林水産業費分担金、本年度予算額９７万９，０００円。

１節農業費分担金では、排水路整備等に係る分担金を計上しています。 

次に、２項１目民生費負担金、本年度予算額１，０２８万２，０００円。１節

では高齢者保護措置費用徴収金、２節では学童保育料、３節では保育所保育料、

４節では滞納繰越分をそれぞれ計上しています。 

２１ページ、２目衛生費負担金、本年度予算額９６万円。長幌第２浄水場改築

事業に係る一般会計出資債利子の長幌上水道企業団負担分を計上しています。 

３目土木費負担金、本年度予算額３，７３６万８，０００円。１節では、南６

線道路維持費負担金、２節では、準工業用地等整備事業に係る北海道住宅供給公

社からの負担金を計上しています。 

１４款１項１目衛生使用料、本年度予算額２３４万３，０００円。１節では墓

地の使用料及び管理料、２節では保健福祉総合センター使用料をそれぞれ前年度

並みに計上しています。 

２目農林水産業使用料、本年度予算額３６万４，０００円。１節では農村環境
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改善センター使用料、２節ではふれあい館使用料をそれぞれ前年度並みに計上し

ています。 

３目商工使用料、本年度予算額６８万円。ふるさと物産館使用料は、前年度の

実績見込みを考慮し計上しています。 

４目土木使用料、本年度予算額２，７６９万５，０００円。１節では道路占用

料、２節では普通河川占用料、次ページの３節では公営住宅及び子育て支援住宅

使用料、４節では滞納繰越分をそれぞれ前年度並みに計上しています。 

５目教育使用料、本年度予算額２８１万１，０００円。１節では生涯学習セン

ター使用料、２節では町民プールを含めたスポーツセンター使用料、３節では学

校開放使用料を、それぞれ前年度実績を考慮して計上しています。 

次に、２項１目総務手数料、本年度予算額４２７万円。戸籍や住民票などの証

明手数料です。 

２目衛生手数料、本年度予算額２９万２，０００円。畜犬登録及び狂犬病予防

注射などの手数料です。 

３目農林水産業手数料、本年度予算額１６万９，０００円。営農証明などの手

数料です。次ページにまいります。 

１５款国庫支出金は、歳出でそれぞれ説明いたしました事業について、法令等

に基づいた国の負担割合相当分に係る負担金、補助金、委託金が主なものですの

で、項目のみを中心に説明させていただきます。 

１項１目民生費国庫負担金、本年度予算額４億６，３０９万８，０００円。１

節では国民健康保険基盤安定等の負担金、２節では自立支援医療給付費負担金、

３節では障がい者自立支援給付費負担金、４節では介護保険低所得者保険料軽減

負担金、５節では養育医療給付費負担金、６節では障がい児施設措置費給付費等

負担金、７節では児童手当負担金、８節では子どものための教育・保育給付費等

の負担金をそれぞれ計上しています。次ページにまいります。 

２項１目総務費国庫補助金、本年度予算額２，８３９万３，０００円。１節で

は社会保障・税番号制度システム整備事業補助金、デジタル田園都市国家構想交

付金、デジタル基盤改革支援補助金、２節ではマイナンバーカード交付事務費補

助金、戸籍総合システム改修に係る補助金を計上しています。 

２目民生費国庫補助金、本年度予算額２，４４７万１，０００円。１節では地

域生活支援事業費補助金、２節では子ども・子育て支援交付金、子ども・子育て

支援体制整備総合推進事業補助金、保育対策総合支援事業費補助金などを計上し

ています。 

３目衛生費国庫補助金、本年度予算額１，６３８万９，０００円。１節では疾

病予防対策事業費等補助金、妊娠・出産包括支援事業補助金、出産・子育て応援

支援金給付事業費補助金、２節では、循環型社会形成推進交付金を計上していま

す。 

 ４目土木費国庫補助金、本年度予算額７，６９５万６，０００円。１節では道

路事業に係る社会資本整備総合交付金、道路メンテナンス事業補助金、２節では

都市公園・緑地等事業に係る社会資本整備総合交付金、３節では、地域住宅計画
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事業に係る社会資本整備総合交付金を計上しています。次ページにまいります。 

５目教育費国庫補助金、本年度予算額３４万７，０００円。１節では小学校特

別支援教育就学奨励費補助金、２節では中学校特別支援教育就学奨励費補助金を

それぞれ計上しています。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額２１万３，０００円。１節では、

自衛隊募集事務委託金、２節では中長期在留者住居地届出等事務委託金を計上し

ています。 

２目民生費委託金、本年度予算額２２３万４，０００円。１節では国民年金事

務費交付金、２節では特別児童扶養手当事務取扱委託金を計上しています。 

次に、１６款道支出金につきましても、国庫支出金と同様に法令等に基づいた

事務事業に対する道からの負担金、補助金、委託金が主なものですので、項目の

みを中心に説明させていただきます。 

１項１目民生費道負担金、本年度予算額２億６，４６８万２，０００円。１節

社会福祉費道負担金から、次ページ、１０節児童福祉費道負担金までの内容につ

いては、それぞれ説明欄に記載のとおりです。 

２目土木費道負担金、本年度予算額３６０万２，０００円。道営住宅管理費負

担金を計上しています。次ページにまいります。 

２項１目総務費道補助金、本年度予算額２６１万９，０００円。北海道権限移

譲事務交付金、土地利用規制等対策事業交付金、住まいのゼロカーボン化推進事

業補助金のほか、地域づくり総合交付金では、災害備蓄品整備事業、ハザードマ

ップ作成事業分を計上しています。 

２目民生費道補助金、本年度予算額４，０６７万円。１節障がい者福祉費道補

助金から、６節児童福祉費道補助金までの内容については、それぞれ説明欄に記

載のとおりです。 

３目衛生費道補助金、本年度予算額５７８万６，０００円。次ページにかけて、

疾病予防対策事業費等補助金、北海道不妊治療等助成事業補助金などを計上して

います。 

４目農林水産業費道補助金、本年度予算額４億９，３８７万８，０００円。内

容につきましては、農業委員会活動促進事業交付金から、水利施設等保全高度化

事業補助金まで、それぞれ記載のとおりです。 

 ５目教育費道補助金、本年度予算額１６２万４，０００円。放課後子どもプラ

ン推進事業費補助金などを計上しています。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額１，２６４万円。１節では道税徴

収委託金、２節では経済センサス委託金から、次ページ、農林業センサス委託金

を計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額１万円。人口動態調査委託金を計上していま

す。 

３目土木費委託金、本年度予算額１８万５，０００円。１節及び２節について、

それぞれ説明欄に記載のとおりです。 

 次に、１７款１項１目財産貸付収入、本年度予算額２，７１５万９，０００円。
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１節では、土地貸付料として町有地３４件、工業団地２件分を、建物貸付料は教

職員住宅や移住体験住宅分などを見込み計上しています。２節では、光ファイバ

整備に伴い、ＮＴＴからの貸付収入を見込み計上しています。 

２目利子及び配当金、本年度予算額１５万３，０００円。各基金から生ずる利

子を計上しています。 

３目基金繰替運用収入、本年度予算額１０万円。基金等から資金を繰り替えて

の運用を見込み、計上しています。次ページにまいります。 

２項１目不動産売払収入、並びに２目物品売払収入は科目設定のための計上で

す。 

次に、１８款１項１目一般寄附金、並びに２目教育費寄附金についても科目設

定のための計上です。 

 ３目ふるさと応援寄附金、本年度予算額２億円。前年度実績を考慮し計上して

います。 

次に、１９款１項１目財政調整基金繰入金、本年度予算額２億６，３３０万８，

０００円。本年度予算の編成にあたり、不足財源分を繰り入れるもので、前年度

と比較して５，２３１万７，０００円の増額計上となります。 

２目減債基金繰入金、本年度予算額１億１，３２９万４，０００円。財政調整

基金と同様に不足財源分を繰り入れるもので、前年度と比較して８，６７０万６，

０００円の減額計上となります。次ページにまいります。 

３目南幌温泉ハート＆ハート基金繰入金、本年度予算額１，４３０万円。指定

管理料、町民入館料負担事業に充当するものです。 

４目ふるさと応援基金繰入金、本年度予算額２億６０万円。子育て支援や高齢

者支援などの寄附指定事業を中心に充当するもので、前年度と比較して１，７２

０万円の増額計上となります。 

５目森林環境譲与税基金繰入金、本年度予算額２２万４，０００円。地域材活

用推進事業に充当するものです。 

６目教育振興基金繰入金、本年度予算額１０万円。生涯学習センター運営経費

に充当するものです。 

次に、２０款１項１目繰越金、令和５年度会計からの繰越金で、前年度と同額

の２，０００万円を計上しています。 

 次に、２１款１項１目延滞金は、科目設定です。次ページにまいります。 

２項１目町預金利子は、科目設定です。 

 次に、３項１目地域総合整備資金元金収入、本年度予算額２６６万６，０００

円。町内事業者によるサービス付き高齢者向け住宅及びグループホームなどの整

備事業に対して、町が資金貸付を行った分割償還分で、前年度と同額を計上して

います。 

２目水洗化資金貸付金元金収入、本年度予算額１２万円。水洗化資金貸付金の

元金収入を見込み計上しています。 

次に、４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、本年度予算額１，２４５万

円。北海道住宅供給公社が所有する管理用地の草刈り業務などを受託するもので
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す。 

２目後期高齢者医療広域連合受託事業収入、本年度予算額１，２２３万６，００

０円。後期高齢者医療広域連合受託事業収入、高齢者保健事業と介護予防特別調

整交付金です。 

３目土地改良事業調査受託事業収入、本年度予算額９８９万円。全３地区に係る

換地業務分です。次ページにまいります。 

５項１目総務収入、本年度予算額３２５万４，０００円。まちづくり・人づく

り推進交付金、地域内フィーダー系統確保維持費補助金を計上しています。 

２目民生収入、本年度予算額４７８万８，０００円。介護予防サービス計画費

収入を計上しています。 

３目農林水産業収入、本年度予算額６，８６９万３，０００円。内容につきま

しては、農業者年金業務委託手数料から揚水機場維持管理負担金まで、それぞれ

記載のとおりです。 

４目給食費収入、本年度予算額２，８３３万１，０００円。１節では、児童・

生徒及び教職員分の給食費を、２節では、滞納繰越分を見込み計上しています。 

５目雑入、本年度予算額２，１０８万５，０００円。内容につきましては、北

海道町村会町村助成金から、３５ページ、その他雑入まで記載のとおりです。 

次に、２２款１項１目総務債、本年度予算額６８０万円。１節では、低公害車

購入事業、２節では、全国瞬時警報システム改修事業に係る起債の借入です。 

２目農林水産業債、本年度予算額６，７３０万円。１節では、農業競争力基盤

強化特別対策事業、２節では、水利施設等保全高度化事業などに係る起債の借入

です。 

３目土木債、本年度予算額４億１，５５０万円。１節では、町道及び橋梁長寿

命化整備、河道浚渫事業、２節では、準工業用地等整備事業、３節では、公園施

設長寿命化整備、次ページ、４節では、公営住宅改修事業に係る起債の借入です。 

４目消防債、本年度予算額６，９１０万円。消防水利整備に係る起債の借入で

す。 

５目教育債、本年度予算額１，９８０万円。小学校改修事業の実施設計に係る

起債の借入です。 

６目臨時財政対策債、本年度予算額７００万円。地方交付税の振替分として借

入ができるもので、国の地方財政計画に基づき、前年度と比較して、１，１００

万円を減額計上しています。 

以上で歳入の説明を終わり、次に、予算書の９ページをごらんください。 

 第２表、債務負担行為です。中小企業総合振興資金利子補給は、北海道の融資

制度資金借入金の利子補給分です。 なお、期間及び限度額については、それぞ

れ記載のとおりです。次に、１０ページをごらんください。 

第３表、地方債です。１５事業分に係る起債を予定しており、それぞれの限度

額は、先程２２款町債の中で説明した予算額と同額です。なお、起債の方法、利

率及び償還の方法は、それぞれ記載のとおりです。以上です。 

石川委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 
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ないようでしたら、質疑を終了いたします。 

続きまして審査順序１７番目、債務負担行為に関する調書及び１８番目、地方

債に関する調書について審議を行います。説明をお願いいたします。 

総務課長  予算書の１５６ページになります。債務負担行為に関する調書でご

ざいます。１５６ページから１５７ページにかけて、全２７事業分です。 

表下の合計欄、左が限度額で、２億２，８６３万５，０００円、その右は令和

５年度末までの支出見込額で、１億８，３７２万１，０００円、その右は令和６

年度以降の支出予定額で、４，４９１万４，０００円となっています。 

それでは、予算書１５８ページをごらんください。地方債に関する調書の説明

です。全２０事業分です。左の令和４年度末現在高から、右端の令和６年度末現

在高見込額について記載しています。 

表下の合計欄ですが、令和４年度末現在高は７２億９，３５５万４，０００円

で、既に決算により確定しています。 

次に令和５年度末現在高見込額は、７５億１，１４７万２，０００円です。 

次に当該年度、令和６年度中増減見込ですが、起債見込では、１番・一般公共

事業債３，３５０万円、２番・財源対策債２，６８０万円、１１番・一般単独事

業債１億７，１８０万円、１３番・緊急防災・減災事業債１億１３０万円、１８

番・臨時財政対策債７００万円、１９番・道貸付金２億４，５１０万円で、その

合計は５億８，５５０万円です。その隣の令和６年度中、元金償還見込額合計は

６億８４９万円です。最後に令和６年度末現在高見込額合計は７４億８，８４８

万２，０００円で、前年度末と比較して２，２９９万円の減額となっています。

以上で説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりました。これにつきまして質疑を取りたいと思いま

す。（なしの声） 

ないようでしたら質疑終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、本日予定しておりました審査項目が全て終了いたしました。よって

明日１２日、午後１時まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

 

（午後 ３時１３分） 
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予算審査特別委員会記録 

（３日目 R6.3.12  13:00～13:57） 

 

石川委員長  昨日より延会となっておりました予算審査特別委員会をただいまか

ら再開いたします。本日の出席人員は１０名全員であります。なお、議長も出席をい

ただいております。それでは直ちに会議を再開いたします。 

審査順序の１９番目、病院事業会計について審査を行います。説明をよろしくお願

いします。 

病院事務長  令和６年度病院事業会計予算を説明いたします。主に要点や、前年度

予算とを比較しまして増減が大きい項目を中心に説明をさせていただきますので、あ

らかじめご了承願います。最初に予算書の７ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出のうち、収入です。１款病院事業収益、１項１目入院収益、本

年度予算額３億５，０４０万円。前年度比１，３６８万円の増です。入院患者を１日

平均４０人、平均単価は実績を踏まえて、前年度２万３，０００円から１，０００円

増の２万４，０００円を見込み計上しています。 

２目外来収益、本年度予算額１億１，６４８万１，０００円。前年度比７７３万円

の増です。それぞれ実績を踏まえて、外来患者を１日平均６４人、平均単価を前年度

７，１６３円から３１０円増の７，４７３円と見込み計上しています。  

３目その他医業収益、本年度予算額７，３０１万４，０００円。前年度比３７９万

円の増です。１節医業相談収益のうち予防接種収入で３７９万円の増です。令和６年

度の新型コロナワクチン接種につきまして、集団接種が令和５年度をもって終了しま

す。これを踏まえて、町保健福祉課では令和６年度当初で個別接種の関連予算を計上

しておりますが、町立病院も町からの要請を受けまして、個別接種の実施を予定して

おり、収入では予防接種収入、支出ではワクチン購入などといった現段階で見込みう

る所要予算を計上しています。８ページをお開き願います。 

２項医業外収益、本年度予算額２億２，２４１万７，０００円。前年度比１，７８

２万２，０００円の減です。 

このうち４目他会計繰入金で、本年度予算額１億９，２４５万円。前年度比２，１

１３万７，０００円の減です。資金不足に伴う繰入金は、令和４年度に策定しました

経営強化プランや医業収益の直近実績を踏まえ、前年度当初予算額３，０００万円か

ら１，０００万円減額し、２，０００万円とします。この額は、病床転換及び病床数

削減前の、令和２年度当初予算７，０００万円と比較して、５，０００万円の減額と

なります。７ページにお戻り願います。 

収益的収入全体で、本年度予算額７億６，２３１万２，０００円。前年度比７３７

万８，０００円の増となります。 ９ページをお開き願います。 

ここからは、収益的支出の説明に入ります。１款病院事業費用１項１目給与費、本

年度予算額４億５，０３８万６，０００円。前年度比２，２２４万６，０００円の増

です。正職員の看護師１名追加と定期昇給、会計年度任用職員の勤勉手当の追加など

が主な理由です。１２ページをお開き願います。６節賞与引当金繰入金で、前年度比
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２３５万４，０００円の増です。定期昇給や賞与の支給率増によるものです。１３ペ

ージをごらん願います。 

２目材料費、本年度予算額５，６２７万２，０００円、前年度比６０１万円の増で

す。１節薬品費で、６８８万円の増です。単価上昇及び実績を踏まえたワクチン購入

量の増、先ほど説明いたしました令和６年度から実施予定の個別接種用新型コロナワ

クチンの購入などによるものです。１４ページをお開き願います。 

３目経費、本年度予算額１億９，２１９万円。前年度比６０４万６，０００円の増

です。患者さんや職員環境の整備及び充実を図るため、６節消耗備品費で１１０万円

増のほか、１７ページの２０節委託料で、人件費や物価上昇などにより８３７万３，

０００円増などとなる一方、１６ページの１８節手数料では、実績を踏まえて、新型

コロナの外注分検査料となります臨床検査などで２９５万３，０００円の減となりま

す。この他の科目説明は割愛をさせていただきまして、９ページにお戻り願います。 

１項医業費用全体の本年度予算額７億５，６０６万円。前年度比３，４８２万５，

０００円の増です。２１ページをお開き願います。  

２項医業外費用、本年度予算額３０７万３，０００円。前年度比１１２万９，００

０円の減です。 

３目雑損失で、消費税納税分の減による１００万円の減です。９ページにお戻り願

います。 

上段です。収益的支出全体では、本年度予算額７億５，９２３万４，０００円。前

年度比３，３６９万６，０００円の増となります。以上で、収益的収入及び支出の説

明を終わります。続きまして、２２ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出に入ります。初めに資本的収入について説明いたします。 

１款資本的収入、予算額４，５５４万５，０００円。前年度比３８２万８，０００

円の増です。 

２項１目繰入金、本年度予算額４１２万５，０００円。前年度比１１２万５，００

０円の増です。補助金を活用した医療機器整備によるものです。  

３項１目企業債、本年度予算額１，４７０万円。前年度比３３０万円の増です。病

院事業債を活用した医療機器整備及び病院設備整備によるものです。２３ページをご

らん願います。 

資本的支出について説明いたします。１款資本的支出、本年度予算額５，８９８万

８，０００円。前年度比３４７万５，０００円の増です。 

１項建設改良費、１目固定資産購入費、本年度予算額１，１２６万３，０００円。

前年度比３０１万７，０００円の増です。内容は説明欄に記載のとおりです。 

２目病院整備事業費、本年度予算額７６４万５，０００円。前年度比１３５万３，

０００円の増です。今年の１月中旬から院内で行ってございます発熱外来の診察室に

つきまして、より安全な医療環境の提供を目的に室内の空気が室外に出ないよう陰圧

室化を図るものです。２４ページをお開き願います。 

２４ページから３２ページにかけましては、給与費明細書ですが、概要説明とさせ

ていただきますのでご了承願います。２４ページは、職員数や職員給与費などにおけ

る令和６年度と前年度の比較増減を示した総括表となります。２５ページは、会計年
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度任用職員以外の職員に係る職員数や給料などについて、２６ページは、会計年度任

用職員に係る職員数や報酬などについて、それぞれ前年度との比較増減を示していま

す。２７ページ及び２８ページは、給料及び手当の増減額の明細、２９ページから３

２ページにかけましては、(１)の職員１人当たりから(６)その他の手当まで、給与給

料及び職員手当等の状況となっています。以上が給与費明細書関係です。３３ページ

をごらん願います。 

３３ページから３９ページにかけましては、財務諸表となっています。こちらも概

要説明とさせていただきます。３３ページ及び３４ページは、令和６年度予定貸借対

照表となっています。３４ページ下段の、７剰余金、（２）欠損金、ロの当年度純利

益です。令和６年度当初予算における収益的収入と支出の差し引き、３０７万８，０

００円を見込んでいます。 

３５ページ及び３６ページは、令和５年度予定損益計算書となっています。 

３７ページ及び３８ページは、令和５年度予定貸借対照表となっています。いずれ

も直近の経営状況を踏まえて、令和５年度の収支を見込み作成しています。 

３９ページは、予定キャッシュ・フロー計算書です。令和６年度における病院事業

会計の資金の流れを表しているものです。４０ページをお開き願います。 

注記事項です。記載のとおりとなっています。 

最後の４１ページは企業債に関する調書で、令和６年度借入予定の２件を含む、全

１３件の企業債の明細となっています。それでは１ページにお戻り願います。 

 第２条、業務の予定量です。病床数を一般病床６０床、年間延患者数は、入院１

万４，６００人、外来１万５，５８７人、１日平均患者数は入院４０人、外来６４人

を見込んでいます。 

続きまして第３条、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額につき

まして、収入７億６，２３１万２，０００円、支出７億５，９２３万４，０００円と

し、収入と支出との差し引き３０７万８，０００円の純利益を見込んでいます。２ペ

ージをお開き願います。 

第４条、資本的収入及び支出です。資本的収入及び支出の予定額につきまして、収

入４，５５４万５，０００円、支出５，８９８万８，０００円とし、収入と支出との

差し引きで不足する１，３４４万３，０００円を、損益勘定留保資金で補てんするも

のです。  

第５条、企業債です。医療機器購入事業に係る借入限度額を７１０万円、病院設備

整備に係る借入限度額を７６０万円とし、起債や償還の方法、利率を記載しています。 

３ページをごらん願います。 

第６条、一時借入金です。限度額を５，０００万円とします。 

第７条、議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費を４億５，０３８

万６，０００円、交際費を３０万円とするものです。 

第８条、たな卸資産の購入限度額を５，２００万円とするものです。 

以上で、令和６年度病院事業会計予算の説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を取りたいと思います。 

星委員  私のほうから２点質問させていただきます。まず２３ページの発熱外来診
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察室の改修工事について伺います。先ほど説明の中で少し理解できたのですが、この

工事の完成時期がいつ頃なのかと、今の発熱外来は救急のほうから入っていきますけ

れども、今度完成してからはどのような流れになるのか、その辺を詳しく教えていた

だきたいと思います。 

２点目なんですけれども、予算とは関係ないかもしれませんが、今常勤の先生が３

人で、病院業務がうまくいっているのかなというふうに私は感じているんですけれど

も、先生の勤務体系として、３人体制で先生一人ひとりにあまり負担がかかっていな

いのかどうか、働き方として伺いたいと思います。 

町立病院事務担当主幹  先ほど事務長も少し経緯を申し上げましたけれども、私の

ほうから工事につきまして詳しくご説明させていただきます。まず経緯ですけれども、

新型コロナウイルス感染症発生後、町立病院といたしましては発熱外来を屋外診察に

て行っておりました。令和５年５月からの５類感染症移行後、町立病院として医師、

看護師、技師等のスタッフにおいて、今後の発熱外来診察のあり方について検討して

きたところです。その間、患者さんの利便性を図るための臨時会計窓口の設置などの

取組を経まして、５類感染症の特性やスタッフの医療体制の確保などを含め検討した

結果、先ほど申し上げたとおり、本年１月中旬から病院の救急入口を入り、左手の部

屋を発熱外来診察室として、発熱外来診察に該当される患者さんの診察を行っている

ところです。診察に当たりましては、換気はもちろんのこと、必要な備品をそろえて

実施しておりますけれども、今後感染症の拡大や、新たな感染症などが発生した場合

においても、患者さんが診察や、もとより医療スタッフがより安心して診察を提供で

きるよう、発熱外来診察室の陰圧化、空調等の環境整備を行うものです。工事は、病

院の性質上休日工事を予定しておりますけれども、日程におきましては、年度が始ま

りましてということですのでまだ未定でございます。財源は、病院事業債を活用して

行います。なお、病院としてこれまで行っておりましたドライブ診察機能、外で行う

機能につきましては、設備を廃止せずそのまま残してあることを申し添えます。以上

です。 

病院事務長  ２点目のご質問です。医師の３人体制の働き方についてというご質問

に対してお答えをさせていただきます。まず現状の先生方の勤務の体制といいますか、

状況でございますが、外来につきましては、院長が基本３コマまで、棟方先生と近藤

先生が隔週で４コマ担当していただいてございます。救急発熱外来につきましては、

院長と棟方先生が基本３コマで、近藤先生が４コマとなってございます。訪問診療に

つきましては、その時々の患者さんの体調や状況によりますけれども、対象実人数ベ

ースで大体３０人前後となってございまして、院長がおおよそその半分、残りの患者

さんを棟方先生と近藤先生が週１回ずつということで担ってございます。また両先生

は、この訪問診療に加えまして、それぞれ週１回ずつ特別養護老人ホームを訪問して

ございます。次に入院でございますが、３人の先生がほぼ同程度か、院長がやや受け

持ち患者さんが多いような状況となってございます。このほか当直でございますが、

院長と近藤先生が平日の週１回ですね。棟方先生は当直なしということで、院長と近

藤先生が週１回です。あとは訪問診療に係ります夜間・休日のオンコール当番といい

ますか、電話当番なんですけれども、そちらにつきましては３人の常勤の先生方でほ
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ぼ均等にこちらの業務を担っていただいているところでございます。 

令和６年度につきましても、令和５年度に引き続きまして外来は火曜日と木曜日の

午後、今日も入っていただいておりますけれども、出張医の先生に来ていただいてお

ります。また、第２・第４金曜日も、午後から札幌医科大学の消化器内科の先生に来

ていただいているところでございます。また、当直につきましてはうちの常勤の先生

方が入らない平日、そして休日はいずれも外部の先生に来ていただいて、そういった

ところで診療面での先生方の負担軽減を引き続き図っていく考えでございます。また、

事務的なところで申し上げますと、医療クラークを令和５年度に導入できましたけれ

ども、令和６年度も引き続きこの医療クラークの活用を図って、先生方の負担軽減を

図ってまいりたいと考えているところでございます。なかなか３人というところで、

時にもちろん業務が大変な時もあろうかと思います。また、そもそも町民の皆さんの

健康や命を預かるとても尊いお仕事をされていますので、我々が計り知れない精神的

あるいは肉体的な負担もあろうかと思います。そういったことも十分斟酌しまして、

先生方にできるだけ負担がかからないように我々としても取り組んでいるところで

ございます。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

熊木委員  経営強化プランが昨年２０２３年度発表になって、令和５年度から令和

９年度ということで今始まっていますよね。その中で、先ほども医療クラークのこと

でお話があったんですけれども、導入することによって医師の働き方改革とか、そう

いうのはどのように変わっているのか、それを１点伺います。 

それから経営改革プランの中に、施設設備の最適化ということで、病院はもう築３

８年ということで、かなり老朽化している所とか手を入れる所があるかと思うんです

けれども、その辺の計画というのはどういう時期に示されて、検討などがもうされて

いるのか、計画などがあれば示していただきたいと思います。 

町立病院事務担当主査  私のほうから医療クラークの活用状況についてお話しさ

せていただきます。１月の全員協議会で説明させていただいたとおり、１月から毎日

業務に従事していただいているところでございます。従事しています業務の内容とし

ましては、外来診察室で医師の指示のもと電子カルテ入力の代行業務、処置、検査、

ＣＴ、ＭＲＩのオーダーや医療文書の作成のお手伝いなど、多岐にわたっているとこ

ろでございます。このことで、医師の事務負担軽減とあわせて、一層診療時間を確保

することにつながっているものと認識しているところでございます。 

病院事務長  ２点目のご質問についてお答えをさせていただきます。熊木委員おっ

しゃるとおりで、確かに病院は建設から約４０年経過してございまして、これまでと

ころどころ小規模な修繕を対応してきたんですけれども、ここに来て、時に水回りの

不具合が出るようになったところでございます。また、町内の公共施設はある程度照

明のＬＥＤ化が進んでいるのかなというところでございますが、町立病院はまだそち

らのほうが対応できてございません。ＬＥＤ化を進めますと、当然電気料の節減につ

ながるといったメリットもありますので、今の段階ではまず、今申し上げましたけれ

ども、水回りの設備の更新と照明のＬＥＤ化を中心に、このほかに将来的にどういっ

た修繕が必要かということを、令和６年度中に検討してまいりたいと思ってございま
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す。ただ、昨今の建設費の高騰がなかなか大きいものがございまして、病院が将来的

にいつかというところはなかなか申し上げられませんけれども、耐用年数が来ました

ら、次は建て替えの検討も始めなければいけないのかなというふうに考えています。

これはいつということはまだ現段階では申し上げられませんけれども、将来的にはそ

ういったことも検討しなければいけないのかなと思っています。そういった中で、費

用対効果として何をどこまでやっていくべきかというのも十分見極めながら、こちら

の検討を進めていかなければいけないと考えてございます。いずれにいたしましても、

令和６年度中にそういった設備の更新を検討した上で、予算化と以降の計画につきま

しては改めて議員の皆さんにお示しをしたいと考えてございます。 

熊木委員  医療クラークについては全員協議会の中で説明されて、今機能している

ということで、それによって医師の煩雑な事務などが緩和されているということでは

理解しました。 

もう１点の病院の改修は、ＬＥＤ化や水回りということで、以前トイレとかを直し

たりしたんですけれども、やはりこの次に改修する時は、かなり大がかりなものにな

るのではないかと思うんですよね。それで、そうなってくるとやはりしっかりした予

算とか、先ほど事務長も言われたように費用対効果ということもあるので、慎重に検

討しながら計画をつくっていかなければならないのかなと思っています。令和６年度

中にいろいろ検討するということなので、検討が始まった段階でぜひ議会のほうにも

お知らせしていただきたいと思います。答弁は求めません。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  ５年度の外来の患者数の予想を見ていくと、若干計画を下回るのかなと

いうような気持ちでいたんですが、６年度計画を見ると、それを上回るような形で今

患者数をみているわけなんですが、患者を集める策、増やす方法・方策というのはど

のようにみているかというのが１点です。 

また、総合内科の部分で、医師１名で１日当たりの患者数をどのぐらいまで診られ

るのかということを教えてください。 

町立病院事務担当主幹  まず、次回の全員協議会において、令和５年度の決算は経

営状況をお示しする予定でございますけれども、今現在の外来患者数の見込みにつき

まして、令和４年の１年間では外来患者数１万５，６５１人でしたけれども、おおよ

そ見込みでは同数行くのではないかと考えております。令和４年度の１日平均外来患

者数が６４．４人、これもおそらく６４．人％は行くのではないかなと考えておりま

す。本年、何度もご説明申し上げたとおり、春先にクラスターがありましたけれども、

眼科、小児科におきましては、おかげ様をもちまして、患者数におきましては令和４

年度を上回る見込みでございます。 

病院事務長  外来患者数を増やす方策といったご質問でございますけれども、正直

なかなか妙案といいますか、これというものは持ちあわせてございません。地道では

ありますけれども、これまで同様地域の皆さんを治し支え、その人らしい生活を支援

するという理念の実現に向けまして、院長のもと職員一丸となって、身近なかかりつ

け医、これを標榜して、外来そして訪問診療をはじめ、我々事務も含めて患者さんと

関わる全ての分野で丁寧親切な対応を心がけまして、満足度を上げる一方、病院だよ
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りやＳＮＳ、あるいは出前講座、そして乳幼児健診などを通じまして、当院の取組の

理解と町民の信頼をより一層いただくことが、結果的には外来患者さんの確保につな

がっていくのかなと考えてございます。 

あとは、先生１人につき患者さんが何人ぐらいまで診られるのかというご質問でご

ざいますが、正直今数字は持ちあわせてございませんけれども、発熱外来でいいまし

たら、現在基本の枠が大体１日１５人です。例えば今シーズンでいいましたら、年前

に一度インフルエンザのピークがございましたけれども、そういった時は１５人の枠

を超えて、２５人前後といった患者さんを診ていただきました。それ以外の通常の外

来でいいますと、先生１人当たり１コマにあたり１０人とか１５人とか、その時々の

患者さんの入り込みや体調といったことも含めまして、その辺の人数が出てくるのか

なと思います。あまり答えになっていないかもしれませんが、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

西股委員  コロナ終息後、大分変わってはきているのかなというように思うんです

が、今の主幹のほうから言われた部分で、小児科と眼科が増えているという話なんで

すが、総合内科医を２人置いていて、その中で数が増えていないというのはちょっと

寂しいのかなという感じがするんですよね。ですから、６４人の中で眼科だとかそち

らほうも大切なんですけれども、やはり総合内科のほうで力を入れていくという部分

は、やはりこれからもやっていかなければならないのではないかなというふうに思う

のですが、その辺についてはどのように思っているんでしょうか。 

病院事務長  おっしゃるとおりで、確かに眼科あるいは小児科の患者数が増えてい

ると申しましても、やはり最大の患者さんの数がおられるのは、おっしゃるとおりで

内科の部分かなと思います。そういった意味では、患者さんの数を増やす大事な柱の

一つが、総合内科にかかる患者さんの数を増やすことだというように考えてございま

す。総合内科の患者さんの大多数が、いわゆる生活習慣病、高血圧であったり糖尿病

であったり、そういった患者さんが主体となってございます。なのでそういった患者

さんを増やす取組、こちらにつきまして医局の先生と十分協議しながら令和６年度も

進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

西股委員  病院でいろんな企画を組みながらやっていることは見えていますので、

これからもいろいろ検討していただいく中で、患者数の獲得に努めていただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

高橋委員  ちょっと気になったことだったんですけど、病院の外来のほうで、コロ

ナワクチンの接種後、いわゆる接種後症候群というやつですね。これじゃないかとい

うような感じで来られた患者さんはいらっしゃったんでしょうか。 

病院事務長  正直、その件に関する正確な患者数は事務のほうでは把握してござい

ませんが、先日高橋委員が一般質問されましたけれども、１名の方が救済措置申請を

されたということでございました。その患者さんにつきましては、当院で診察をさせ

ていただいております。 

高橋委員  あともう１点いいですか。ＰＣＲ検査なんですけど、これは前からちょ

っと気になっていたのですが、ＰＣＲ検査の陽性反応というのは基本的にコロナの感
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染者が全て感染者ではないということなんですね。それで、今でもやはり町民さんで

もそうなんですけど、ＰＣＲ検査の陽性が出た場合、自分はコロナだというふうに思

い込んでいるという方が圧倒的に多いんですけれども、国の方針でいうと、一応ＰＣ

Ｒ検査の陽性反応は全て一旦コロナにしてくれということは言われているとは思う

んです。だけども、ちょっとその方に安心感を与えるためということではないかもし

れないですけど、必ずしもこれはコロナではないからというようなこととかは町立病

院のほうではお伝えしたりとかはされているんですか。 

町立病院事務担当主査  ＰＣＲ検査につきましては、５類以降は診察の時から患者

様のご意向に沿い、ＰＣＲ検査もしくは抗原検査、インフルエンザ、ノロやアデノ等

ございますけれども、費用がかかるものもございますから、例えば職場や学校ですと

か、そういう要件を詳細にお聞きして診察に当たっているところでございます。診察

内容につきましては事務で申し上げられることはありませんけれども、医師が専門的

な知見を持って申し上げているものと認識しております。以上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

湯本委員  ちょっと細かいことだけ教えていただきたいのですが、今は院外処方で

すので病院の扱っている薬というのはあまり多くはないと思うんですけど、薬剤の材

料の廃棄率というのは経営上出しているというふうには思いますので、それは何％ぐ

らいになっているんでしょうか。 

町立病院事務担当主幹  委員おっしゃるとおり、病院にはいわゆる診療材料、お薬

等々ございまして、それは当然棚卸し等々を行っているところでございます。パーセ

ントは出しておりませんけども、毎月支払い、棚卸等を押さえておりますが、基本的

には使用期限が過ぎたもの、また最近ですと、コロナワクチンを休日・夜間等も一応

在庫しておりますので、そういった使用期限が過ぎたものと、コロナ特効薬といった

ものが近年ではあるのかなと思っております。申し訳ありません、パーセンテージに

つきましては今押さえておりませんが、例年大体同じぐらいかなと思います。特に突

出したことはございません。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

側瀬議長  １点いいですか。これと全然関係ないのですが、自分たちが議員になっ

た時には、この予算特別委員会に直々に院長が来て、久しくいろんな形でやった経過

がしばらく続いていたんだけど、いつの間にかここに来られなくなったと。やはり原

課の先生が直接、緊急が入った時は事務長で十分いいんだけども、そういうのも必要

でないのかなという気がするんだよね。あと、これからの病院の建て替えまで話して

いたんだけど、やはりこれからの人口動向とかいろんなものを考えて、過大なものに

はなっていかないし、そうなると江別を含め長沼を含め、やはり連携でその辺をしっ

かりまとめておかなければ、過大なものになってしまうというのがあるからね。だか

らその辺をよく考えてやっていかなければならないなというのが自分の感覚なんだ

けど。本当に１年に１回ぐらい院長も出てくれたら、もっと議員さん方も病院のため

にも理解できるのかなと思ったりするんだけど。事務長も大変だと思うので答えは何

も要りません。 

石川委員長  何かあれば。 
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病院事務長  ここコロナ禍でございましたけれども、院長は全員協議会の場には１

年に１回は御出席いただいているかなというところです。本年度は、確かクラスター

が発生した後に院長に御出席いただいたところなんですけれども、令和６年度につき

ましても、院長と理事者と調整しまして、一度は議員さんの皆さんの前で院長の考え

を皆さんにお伝えさせていただいたり、あるいは皆さんから意見をいただいて、そう

いった意見交換などの機会をぜひ設けたいと考えてございます。また、先ほど建て替

えのお話を議長されましたけれども、これはありきではなくて、将来的にはそういう

ことも考えて検討していかなければいけないのかなというところでございます。大規

模修繕、そちらの検討を先に示させていただいて、その先に年数が経った時に、そう

いったことも将来的には考えていかなければいけないというように考えてございま

す。 

側瀬議長  よくわかったんだけど、やはり予算特別委員会というのは１年の始まり

だから、前年度のものも含めて途中で来てもらうのも結構だし、たくさん来てくれれ

ばありがたいんだけど、業務に支障をきたしてまで来てもらってもと思っているので。

大事な時期には来てもらえれば、もっと理解を得られるのかなと思います。大規模改

修も、先ほどは水回りと言ったんだけど、やはり内部配管を直すといったら大変なこ

とだから。それを逆に言ったら格好わるいけども、これから直すのであれば、その見

える所に囲いながら入れていくと、予算だって半額ぐらいになると思うんだよね。だ

からその辺のこともやはり考えていかなければ、わざわざ内部配管になっているもの

を取り壊して、そしてまた入れて修繕するとなると、ものすごく大変なことになるか

ら。そうではなくて、見栄えはわるいけどもそういう考え方も必要でないのかなと思

うし、あとは今管の中に全部カメラを通して、逆に言ったらＦＲＰでも配管も全部そ

ういう修正ができるものもあるので。そういうことも含めていったら、結構水回りに

ついてはほかにコンサルに出したほうが、逆にそこに委託したら高いものとかいろん

な形があるものだから、相当安くはできると思うんだけど。そのことも、そちらもプ

ロだからその辺は考えてやってくれれば結構だなと思っているので、それだけです。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

それでは質疑を終了いたします。病院会計につきましての審議は終了いたします。

職員が退室しますので、暫時休憩いたします。 

（午後 １時４３分） 

（午後 １時４５分） 

石川委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

それでは、理事者に対する総括質疑について議事に入ります。８日から本日までの

３日間にわたり各説明員からの説明により、令和６年度一般会計ほか５特別会計予算

並びに関連５議案の審査を行ってきたところです。会計ごとの審査が終了しましたの

で、これより理事者に対する総括質疑についてお諮りします。 

初めに、３日間の質疑の状況を事務局長が記載しておりますので、そのなかで説明

員の答弁漏れなどについて確認をいたします。 

議会事務局長  それでは私のほうから、３日間に係る審査の質疑の部分についてお

話しいたします。まず、質問者、それから質問項目ですけれども、４９人、延べ１３
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３の質問をしています。昨年は一応５２人、８７件ということですので、記録を見る

と、再質問、再々質問ということで、質疑の深堀りをしていったというような感じの

イメージかと思います。それからＤＸ推進の観点から、町担当についてはパソコンを

持ち込んで、このケーブルを見てもわかると思うんですけれども、ＬＡＮにつないで

実際にデータを見ながらということも今回から初めてやっております。そういった部

分でいきますと、答弁のほうも主査職は今回初めての者もいたと思うんですけれども、

なかなか質問に対してしっかりとした説明をしていたのかなというふうに考えます。

答弁漏れ等については、これまでの中で後ほど説明などという形でやってきて、特に

ないのかなというように思います。以上です。 

石川委員長  局長報告のとおりと考えますが、特に理事者に質問すべき事項がある

かどうかをお諮りいたします。（なしの声） 

それではなしと認めますので、理事者に対する総括質疑は行わないことに決定をい

たしました。 

特別委員会の意見についてお伺いいたします。特別委員会の意見について特に付す

べき事項があるかどうかをお諮りいたします。（なしの声） 

それではなしということで、意見は付さないとして報告することに御異議ありませ

んか。（なしの声） 

それでは御異議なしと認めます。よって、意見は付さないということに決定いたし

ました。 

それでは、本特別委員会に付託されました議案第１１号から議案第２１号までの１

１議案の審査が終了しましたので、１１議案について一括採決をいたします。 

採決は起立採決といたします。 

議案第１１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１２号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条 

例の一部を改正する条例制定について 

議案第１３号 南幌町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正 

する条例制定について 

議案第１４号 南幌町高等学校等通学費補助に関する条例の一部を改正する条例 

制定について 

議案第１５号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１６号 令和６年度南幌町一般会計予算 

議案第１７号 令和６年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第１８号 令和６年度南幌町病院事業会計予算 

議案第１９号 令和６年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第２０号 令和６年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第２１号 令和６年度南幌町下水道事業会計予算 

以上、１１議案について賛成の議員の起立を求めます。 

（起立９名、着席０名） 

全員起立であります。よって、本１１議案は原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 



 

 １１４ 

ただいまの採決のとおり、本委員会に審査付託された１１議案については、会議規

則第７７条の規定により、本日付けをもって全員賛成ということで可決すべきものと

して議長に報告書を提出いたします。 

その他で皆様から何かあれば賜ります。（なしの声） 

それでは、以上で予算審査特別委員会の議事日程全てを終了いたしました。本日ま

での３日間、委員各位の御協力をいただき誠にありがとうございました。ただいまを

もって予算審査特別委員会を閉会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後１時５７分） 

 

 

 


